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【第１編 総論】 

頁 新 旧 

1 
第１章 総則 

第１節 計画の目的 

第１ 趣旨 

この計画は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 42 条の規定に

基づき、鳩山町の地域にかかる災害から、住民の生命、身体及び財産を保護

するため、鳩山町防災会議が必要な事項を定めるものである。 

 

第２ 計画に定める事項 

１～５ （略） 

 

第３ 計画の修正 （略） 

 

第４ 埼玉県地域防災計画との関係 （略） 

 

第５ 計画の用語 

 

この計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

１～８ （略） 

 

  【資料編 1-1-1「鳩山町防災会議条例」】 

 

第１章 総則 

第１節 計画の目的 

第１ 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法(昭和 36年法律第 223号)第 42条の規定によ

り、鳩山町の地域にかかる災害について、住民の生命、身体及び財産を保護

することを目的として、必要な事項を定めるものとする。 

 

 

１～５ （略） 

 

第２ 計画の修正 （略） 

 

第３ 埼玉県地域防災計画との関係 （略） 

 

第４ この計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

 

 

１～８ （略） 

 

  【資料編 1-1-1「鳩山町防災会議条例」】 

 

2 第２節 町の概況 

第１ 自然環境 

本町は、関東平野と外秩父山地の中間にある比企南丘陵（別名物見山丘陵）

第２節 町の概況 

第１ 地形と地質 

本町は、関東平野と外秩父山地の中間にある比企南丘陵（別名物見山丘
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のほぼ中央に位置している。地形は、概ね台地型の丘陵地と、丘陵地に挟

まれた低地から成り立っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 丘 陵 

丘陵地は、1,500～2,600 万年前の新生代新第三紀中新世に秩父湾海底

に堆積された泥岩、砂岩、凝灰岩による都幾川層群の上に分布する洪積世

に形成された物見山層によってできている。標高は 100ｍ前後であり、最

高地点は物見山山頂付近の 135.6ｍで、北縁は急崖をなしているが南面は

比較的なだらかな地形となっている。しかし、低地が細かく入り組んでい

てその標高差は 30ｍ前後であり、立ち上がり面に若干の急傾斜地が分布

している。また、地質は半固結で柔らかいため、土地利用面において配慮

が必要なところもある。 

 

  ２ 低 地 （略） 

 

  ３ 水 系 

図 1-1-1に河川現況図を示した。 

表流水系は、全て荒川水系に属し、荒川の支流である越辺川と、それに

陵）のほぼ中央に位置している。地形は、概ね台地型の丘陵地と、丘陵地

に挟まれた低地から成り立っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 丘 陵 

丘陵地は、1,500～2,600 万年前の新生代新第三紀中新世に秩父湾海底

に堆積された泥岩、砂岩、凝灰岩による都幾川層群の上に分布する洪積世

に形成された物見山層によってできている。標高は 100ｍ前後であり、最

高地点は物見山山頂付近の 135.6ｍで、北縁は急崖をなしているが南面は

比較的なだらかな地形となっている。しかし低地が細かく入り組んでいて

その標高差は 30ｍ前後であり、立ち上がり面に若干の急傾斜地が分布し

ている。また、地質は半固結で柔らかいため、土地利用面において配慮が

必要なところもある。 

 

  ２ 低 地 （略） 

 

  ３ 水 系 

図 1-1-1に河川現況図を示した。 

表流水系は、すべて荒川水系に属し、荒川の支流である越辺川と、それ
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流入する鳩川・唐沢川及びそれらの支流によって形成されている。 

   越辺川は、本町の南部の境界となっており、源は隣接する越生町にあり、

川島町において入間川と更に川越市において荒川と合流する。また東・西・

北側の町界が概ね分水嶺となっているため、両河川の流域面積は少なく、

支流の上部に多くのため池をもっている。 

 

 ４ 活断層 

図 1-1-2に断層の分布を示した。 

県内には複数の活断層が確認されており、県北部では、関東平野北西縁

断層帯主部に属する活断層が複数確認され、南部では立川断層帯の一つで

ある「名栗断層」などがある。 

本町に活断層は確認されていない状況であるが、ときがわ町、越生町、

毛呂山町及び日高市に位置する「越生断層」が確認されており、地震の規

模はＭ6.7程度で、地震発生確率等は不明である。 

 

５ 気候 

夏は日中かなりの高温になり、日最高気温は 41.4℃（令和７年）を記録

している。冬は晴天の日が多く、空気が乾燥する。夜間の冷え込みが強く

晩霜の害を受けやすい。台風は襲来するが、強烈なものは少ないと言える。

雷雨が多く突風が吹きやすく、また降雹（こうひょう）の多い地域でもあ

り、令和４年７月には関東地方の上空には寒気が流れ込み、また、日本海

の低気圧に向かって暖かく湿った空気が入ったため、大気の状態が不安定

となり、長時間にわたって雨雲が停滞し、町を中心に記録的な大雨（鳩山

町では７月 12日 10 時から 13日 15 時までの総降水量 396.5 mm）が発生

した。 

 

図 1-1-1 （略） （図略） 

図 1-1-2 埼玉県の活断層（地震調査研究推進本部ＨＰ） （図略） 

に流入する鳩川・唐沢川及びそれらの支流によって形成されている。 

   越辺川は、本町の南部の境界となっており、源は隣接する越生町にあり、

川島町において入間川と更に川越市において荒川と合流する。また東・西・

北側の町界が概ね分水嶺となっているため、両河川の流域面積は少なく、

支流の上部に多くのため池をもっている。 

 

 ４ 活断層 

図 1-1-2に断層の分布を記入した。 

断層線はいずれも破線で記入したように推定されるものである。断層線

は、確認された所もあるが、連続して確認されたものではない。したがっ

てここでは、「新編日本の活断層」に記された断層を記入した。 

本町に活断層は確認されていない状況であるが周辺地域として、越生

町、毛呂山町、ときがわ町に「活断層であると推定されるもの」が確認さ

れている。いずれの断層も、ほぼ南北に延びるのが特徴である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1-1 河川概況図 （図略） 

図 1-1-2 活断層分布図（「新編日本の活断層」より） （図略） 
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6 第３節 地震被害想定 

県では、平成 24年度から 25年度にわたって「埼玉県地震被害想定調査」

を実施しており、「東京湾北部地震」、「茨城県南部地震」、「元禄型関東地震」、

「立川断層帯による地震」、「関東平野北西縁断層帯による地震」の５つの地

震について被害予測を実施している。 

この調査結果によると、本町においては「関東平野北西縁断層帯による地

震」の被害が最も大きいと想定されるため、この計画における地震被害想定

とすることで、県との整合性を図りながら町の震災対策を進めることとす

る。 

なお、町に関係する断層としては、周辺地域において「越生断層」の存在

が確認され、活断層の可能性があると評価されているが、最新活動時期や平

均活動間隔が不明とされており、具体的な知見データは得られていない。 

 

第１ 埼玉県地震被害想定調査による地震被害想定 

１ 被害想定地震 

地震のタイ

プ 

想定地震 マグニチュー

ド 

説明 

海溝型 東京湾北部地震 7.3 
フィリピン海プレート上面

の震源深さに関する最新の

知見を反映 

※今後 30 年以内に南関東地

域でＭ7 級の地震が発生

する確率：70％ 

茨城県南部地震 

7.3 

元禄型関東地震 

8.2 

過去の記録等で、首都圏に大

きな被害をもたらしたとさ

れる巨大地震を想定(相模湾

～房総沖) 

※今後 30 年以内の地震発生

確率：ほぼ 0％ 

活断層型 関東平野北西縁断層帯地

震 8.1 

深谷断層と綾瀬川断層を一

体の断層帯として想定 

※今後 30 年以内の地震発生

確率（深谷断層帯）：0％～

0.1％ 

立川断層帯地震 
7.4 

最新の知見に基づく震源条

件により検証 

※今後 30 年以内の地震発生

第３節 地震被害想定 

平成 8年度から 9年度にわたって、県は地震被害想定調査を実施した。こ

の調査結果に基づくと、本町の被害は、ほとんど発生しないと考えられる。

しかし、直下型地震の可能性も否定しきれないので、本町は次のとおり地震

の規模及び被害を想定する。 

なお、被害想定にあたっては、自治省消防庁消防研究所の簡易型地震被害

想定システムの結果を基本としつつ、県及び他市町村の被害想定を参照して

想定した。また、県の被害想定も参考として記載する。 

 

 

 

 

 

第１ 地震の規模等 

１ 想定地震名称   西埼玉地震 

２ 地震発生時期      冬の平日、夕方 

３ 気 象 条 件            天候晴、風速毎秒 8.0ｍ、湿度 50％ 

４ 規 模         マグニチュード 6.9   震度 6弱  （町の想定） 

マグニチュード 6.9   震度 4     （県の想定） 

５ 震 源 地            東経 139度 21分 北緯 35度 59分（鳩山町北東部  

町の想定） 

東経 139 度 23 分 北緯 36 度 15 分（花園町周辺      

県の想定） 

 

第２ 被害の概要等 

１  人的被害 

(1) 町の被害想定   

ア 死 者 数        6 人 

イ 負傷者数      77 人 
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確率：0.5％～2％ 

 

２ 想定震源断層位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1-3 埼玉県地震被害想定における想定震源断層位置図 

 

３ 鳩山町で予測される震度 

予測される震度は、次のとおりである。 

想定地

震 

東京湾 

北部地

震 

茨城県 

南部地

震 

元禄型 

関東地

震 

関東平野北西縁断層帯地震 立川断層帯地震 

破壊開始

点 

北 

破壊開始

点 

中央 

破壊開始

点 

南 

破壊開始

点 

北 

破壊開始

点 

南 

震度 ５強 ５弱 ５強 ６強 ６強 ６強 ５強 ６弱 

 

ウ  り災世帯     77世帯 

エ  り災者数      265  人 

オ  避難者数      331  人 

(2) 県の被害想定    

ア  死 者 数           0  人 

イ  負傷者数        0  人 

ウ  り災世帯        0世帯 

エ  り災者数        0  人 

オ  避難者数        0  人 

２ 建物被害 

(1) 町の被害想定 

ア  木造建物の被害 

(ｱ) 大破棟数         7  棟 

(ｲ) 中破棟数      101 棟 

イ  鉄筋コンクリート造建物の被害 

(ｱ) 大破棟数     2  棟 

(ｲ) 中破棟数    22  棟 

ウ 鉄骨造建物の被害 

(ｱ) 大破棟数     3 棟 

(ｲ) 中破棟数     1 棟 

エ 出火件数     9 件 

オ 焼失棟数     5 棟 

(2) 県の被害想定 

ア 木造建物の被害 

(ｱ) 大破棟数     0 棟 

(ｲ) 中破棟数     0 棟 

イ 鉄筋コンクリート造建物の被害 

(ｱ) 大破棟数     0 棟 

(ｲ) 中破棟数     9 棟 
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４ 鳩山町の被害予測 

「関東平野北西縁断層帯による地震（破壊開始点：北）」による被害予

測は、次のとおりである。 

（1） 建物被害予測 

項目 木造建物 非木造建物 

揺れによる被

害 

全壊数 141 5 

全 壊 率 

(％) 

1.92 0.07 

半壊数 425 23 

半 壊 率 

(％) 

5.78 0.31 

液状化による

被害 

全壊数 1 0 

全 壊 率 

(％) 

0.01 0.00 

半壊数 1 0 

半 壊 率 

(％) 

0.02 0.00 

揺れ＋液状化

による被害 

全壊数 142 5 

全 壊 率 

(％) 

1.93 0.07 

半壊数 426 23 

半 壊 率 

(％) 

5.79 0.32 

 

（2） 出火件数予測 

項目 風速 3 ｍ/s 風速 8 ｍ/s 

冬 5時 焼失棟数 4 4 

焼失率（％） 0.05 0.05 

ウ 鉄骨造建物の被害 

(ｱ) 大破棟数     0 棟  

(ｲ) 中破棟数     0 棟 

エ  出火件数     0 件 

オ 焼失棟数     0 棟 

３ ライフラインの被害 

(1) 町の被害想定 

ア 上水道施設の被害 12  箇所 

イ 下水道施設の被害  1  箇所 

(2) 県の被害想定 

ア 上水道施設の被害  0  箇所 

イ 下水道施設の被害  0  箇所 
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夏 12時 焼失棟数 6 6 

焼失率（％） 0.08 0.08 

冬 18時 焼失棟数 16 17 

焼失率（％） 0.20 0.20 

 

(3) 人的被害予測 

項目 死者 負傷者 うち重傷

者 

揺れによる建

物被害 

冬 5 時 10 84 11 

夏 12時 4 50 5 

冬 18時 6 54 7 

急傾斜地被害 冬 5 時 0 0 0 

夏 12時 0 0 0 

冬 18時 0 0 0 

火災 冬  5 

時 

風速 3 

m/s 

0 0 0 

風速 8 

m/s 

0 0 0 

夏 12

時 

風速 3 

m/s 

0 0 0 

風速 8 

m/s 

0 0 0 

冬 18

時 

風速 3 

m/s 

0 1 0 

風速 8 

m/s 

0 1 0 

ブロック塀等

被害 

冬 5 時 0 0 0 

夏 12時 0 0 0 
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冬 18時 0 1 0 

屋内収容物等 冬 5 時 1 10 2 

夏 12時 0 6 1 

冬 18時 0 7 1 

 

(4) 要救助者数予測 

項目 木造 非木造 

冬 5時 24 4 

夏 12時 8 6 

冬 18時 15 4 

 

(5) ライフライン被害予測 

ア 停電被害予測 

項目 世帯数 停電人口 停電率 

(％） 

直後（出火なし） 3,676 10,545 68.90 

冬 5 時 風速 3 m/s 561 1,610 10.52 

風速 8 m/s 561 1,610 10.52 

夏 12時 風速 3 m/s 562 1,613 10.54 

風速 8 m/s 562 1,613 10.54 

冬 18時 風速 3 m/s 568 1,630 10.65 

風速 8 m/s 568 1,630 10.65 

 

イ 電力電柱被害予測 

項目 電柱被害数 被害率 (％) 

冬 5 時 風速 3 m/s 30 0.69 

風速 8 m/s 30 0.69 
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夏 12時 風速 3 m/s 31 0.70 

風速 8 m/s 31 0.70 

冬 18時 風速 3 m/s 34 0.78 

風速 8 m/s 34 0.78 

 

ウ 配水管・断水被害予測 

項目 被害数 

被害箇所数 11 

被害率（箇所/km） 0.08 

断水率（％） 15.3 

断水世帯数 814 

断水人口(人) 2,334 

 

エ 下水道被害予測 

項目 被害数 

管渠被害延長（km） 2 

被害率（％） 19.2 

機能支障人口（人） 1,902 

 

第２ 埼玉県地震被害量推計調査による地震被害想定 

国の地震調査研究推進本部は、平成 27 年 4 月に「関東地域の活断層の

地域評価」を公表し、越生断層が活断層の可能性があると評価している。 

最新活動時期や平均活動間隔などは不明とされているが、県では活断層

であると仮定して、暫定的に地震が発生した場合の被害量の調査を平成

28年度に実施しており、その内容は次のとおりである。 

項目 越生断層 

建物被害 全壊棟数 （棟） 約 100 
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半壊棟数 （棟） 約 1,200 

全半壊棟数 （棟） 約 1,300 

火災（冬 18時 8/ms） 焼失棟数 （棟） 約 100 

建物被害（全半壊棟数）＋火災焼失棟数合計

（冬 18時 8m/s） 

（棟） 
約 1,400 

火災（冬 18時 8m/s） 出火件数 （件） 約 10 

人的被害（冬 5時 8m/s） 
死者数 （人） 約 10 

負傷者数 （人） 約 200 

避難所避難者数（冬 18時

8m/s） 

1週間後 （人） 
約 400 

 

 

10 第４節 風水害被害想定 

第１ 既往災害の状況と被害想定 

１ 既往災害  

（略） 

近年の出水による浸水被害状況 

発生年月日 床上(棟) 床下(棟) 面積(ha) 

（略） （略） （略）  （略） 

令和元年東日本台風（10 月 6日） 1 2 - 

令和 4 年 7 月 12 日 31 31 - 

 

２ 災害被害想定 

(1) 湛水想定区域 

湛水想定区域とは、埼玉県で過去に甚大な被害をもたらした洪水の浸水

実績をもとに、県内の治水施設の整備状況等を加えシミュレーションを行

い、湛水することが想定される区域として知事が指定した区域をいい、当

第４節 風水害被害想定 

第１ 既往災害の状況と被害想定 

１ 既往災害  

（略） 

近年の出水による浸水被害状況 

発生年月日 

越辺川上流部 

床上 床下 面積(ha) 

（略） （略） （略） （略） 

 

 

 

２ 災害被害想定 

(1) 湛水想定区域の想定状況 

湛水想定区域とは条例の規定に基づき、過去における洪水の状況を基に

湛水することが想定される区域として、知事が指定した区域をいう。県土

整備部河川砂防課は、昭和 33年 9月の台風 17号（狩野川台風）及び昭和
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町における当該想定区域を図 1-1-4に示した。 

 

 

 

 

 

 (2) 浸水想定区域・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 

町では、浸水域と浸水深を想定した水害ハザードマップを作成してい

る。また、町内に土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を有するた

め、土砂災害の危険性についても土砂災害ハザードマップを作成してい

る。風水害被害は、本町に大きな被害をもたらした令和元年東日本台風及

び令和４年７月の大雨による浸水、冠水等の被害状況を想定として対策を

検討する。あわせて、水害ハザードマップに示す河川の氾濫に対する対策

も考慮する。 

 

 

 

図 1-1-4 湛水想定区域 

57年 9月の台風 18号の実績降雨でシミュレーションしたものに、平成 18

年 5月末までに完成した主要な治水施設の効果能力を勘案し、湛水想定区

域図を作成している。それによると、本町において、越辺川流域の一部で、

0.75～1.00ｍ、あるいは、1.00～1.25ｍの湛水が想定される区域が設定さ

れている。 

 

 (2) 風水害 

本町における風水害被害想定区域は、上記による湛水が想定される区域

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1-1-3 風水害浸水想定区域 
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11 第５節 防災関係機関の業務大綱 

町、県、指定地方行政機関、陸上自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機

関及び公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又は

業務の大綱は、次のとおりとする。 

 

第１ 町 

本町は、災害予防、災害応急対策及び災害復旧対策に関し、次の事項を実

施するとともに、指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の

実施を助け又は協力する。なお、災害救助法の適用後は、同法第 13 条に基

づき災害救助にあたる。 

 

 

事項 内容 

災害予防 

１ 防災に関する組織の整備 

２ 防災に関する訓練の実施 

３ 防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検 

４ 防災に関する施設及び設備の整備及び点検 

５ 前各号のほか、災害が発生した場合における災害応急

対策の実施に支障となるべき状態等の改善 

災害応急対策 

１ 警報の発令及び伝達ならびに避難の勧告又は指示 

２ 消防、水防その他の応急処理 

３ 被災者の救助、避難その他の保護 

４ 災害を受けた児童及び生徒の応急教育 

５ 施設及び設備の応急の復旧 

６ 清掃、防疫その他保健衛生措置 

７ 緊急輸送の確保 

８ 前各項のほか、災害の防御又は拡大防止のための措置 

災害復旧対策 
１ 被災した施設の復旧に併せて、再度災害を防止す

るための施設の新設又は改良に関すること。 

 

 

 

 

第５節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

防災に関し、町及び防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱は、概

ね次のとおりである。 

 

 

第１ 町 

市町村は、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市

町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他

の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を

作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。（災対法第５条第

１項） 

 

１ 災害予防計画 

(1) 防災に関する組織の整備 

(2) 防災に関する訓練の実施 

(3) 防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検 

(4) 防災に関する施設及び設備の整備及び点検 

(5) 前各号のほか、災害が発生した場合における災害応急対策の実施に支障

となるべき状態等の改善 

２ 災害応急対策 

(1) 警報の発令及び伝達ならびに避難の勧告又は指示 

(2) 消防、水防その他の応急処理 

(3) 被災者の救助、避難その他の保護 

(4) 災害を受けた児童及び生徒の応急教育 

(5) 施設及び設備の応急の復旧 

(6) 清掃、防疫その他保健衛生措置 

(7) 緊急輸送の確保 

(8) 前各号のほか、災害の防御又は拡大防止のための措置 

３ 災害復旧対策 



鳩山町地域防災計画 新旧対照表 

13 

 

 

 

 

第２ 消防機関 

機関の名称 内容 

西入間広域消防

組合 

１ 防災に関する訓練の実施に関すること。 

２ 予警報の周知、避難の誘導に関すること。 

３ 消防、水防その他の応急措置に関すること。 

４ 負傷者の救助に関すること。 

鳩山分署 

１ 防災に関する訓練の実施の協力に関すること。 

２ 予警報の周知、避難の誘導の協力に関すること。 

３ 消防、水防その他の応急措置の協力に関すること。 

４ 負傷者の救助の協力に関すること。 

 

 

第３ 指定地方行政機関 

 

機関の名称 内容 

農林水産省 

関東農政局 

１ 災害予防対策 

ダム・ため池、頭首工、地すべり防止施設等、防災上

重要な施設の点検・整備事業の実施又は指導に関するこ

と。 

２ 応急対策 

(1) 管内の農業・農地･農業用施設の被害状況の情報収

集及び報告連絡に関すること。 

(2) 飲食料品、油脂、農畜産物、飼料及び種子等の安定

供給に関すること。 

(3) 農作物・蚕・家畜等に係る管理指導及び病害虫の防

除に関すること。 

(4) 営農技術指導、家畜の移動に関すること。 

(5) 災害応急用ポンプ等の貸出しに関すること。 

(6) 応急用食料・物資の支援に関すること。 

(7) 農業水利施設等の被災に起因する二次災害防止対

(1) 被災した施設の復旧に併せて、再度災害を防止するための施設の新設又

は改良に関すること。 

 

第２ 消防機関 

１ 西入間広域消防組合 

(1) 防災に関する訓練の実施に関すること。 

(2) 予警報の周知、避難の誘導に関すること。 

(3) 消防、水防その他の応急措置に関すること。 

(4) 負傷者の救助に関すること。 

２ 鳩山消防団 

(1) 防災に関する訓練の実施の協力に関すること。 

(2) 予警報の周知、避難の誘導の協力に関すること。 

(3) 消防、水防その他の応急措置の協力に関すること。 

(4) 負傷者の救助の協力に関すること。 

 

第３ 指定地方行政機関 

１ 農林水産省関東農政局 

(1) 応急用食料・物資の支援に関すること。 

２ 国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所 

(1) 災害予防 

ア 河川施設の整備及び災害に対する安全性の確保に関すること。 

イ 災害危険区域の把握又は指導に関すること。 

ウ 防災上必要な教育・訓練に関すること。 

(2) 災害応急対策 

ア 災害対応業務災害情報の収集、連絡及び通信の確保等に関すること。 

イ 災害に関する予報・警報の発表及び法律に関すること。 

ウ 水防活動の指導に関すること。 

エ 災害時における応急工事等の実施に関すること。 

(3) 災害復旧 
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策に関すること。 

(8) 食品の需給・価格動向や表示等に関すること。 

(9) 関係職員の派遣に関すること。 

３ 復旧対策 

(1) 農地・農業用施設等の復旧事業に係る災害査定と査

定前工事の承認に関すること。 

(2) 災害による被害農林漁業者等に対する資金の融通

に関すること。 

国土交通省関東

地方整備局 

荒川上流河川事

務所 

管轄する河川、道路、港湾・空港、官庁施設についての

計画、工事及び管理を行うほか次の事項を行うよう努め

る。 

１ 災害予防 

(1) 震災対策の推進 

(2) 危機管理体制の整備 

(3) 災害・防災に関する研究、観測等の推進 

(4) 防災教育等の実施 

(5) 防災訓練 

(6) 再発防止対策の実施 

２ 災害応急対策 

(1) 災害発生直後の情報の収集、連絡及び通信の確保 

(2) 活動体制の確保 

(3) 災害発生直後の施設の緊急点検 

(4) 災害対策用資機材、復旧資機材等の確保 

(5) 災害時における応急工事等の実施 

(6) 災害発生時における交通等の確保 

(7) 緊急輸送 

(8) 二次災害の防止対策 

(9) ライフライン施設の応急復旧 

(10) 地方公共団体等への支援 

(11) 「災害時の情報交換に関する協定」に基づく、「連

絡情報員（リエゾン）」の派遣 

(12) 支援要請等による「緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ

－ＦＯＲＣＥ）」の派遣 

(13) 被災者・被災事業者に対する措置 

３ 災害復旧・復興 

(1) 災害復旧の実施 

(2) 都市の復興 

(3) 被災事業者等への支援措置 

ア 災害復旧の推進に関すること。 

イ 災害の防止に関すること。 

３ 川越労働基準監督署 

(1) 工場、事業所における労働災害の防止に関すること。 

４ 関東経済産業局 

(1) 生活必需品、復旧資材等防災関係物資の円滑な供給の確保に関するこ

と。 

(2) 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保に関すること。 

(3) 被災中小企業の振興に関すること。 

５ 関東東北産業保安監督部 

(1) 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガス等危険物等の保全に関す

ること。 

６ 東京管区気象台（熊谷地方気象台） 

(1) 気象、地象、水象の観測並びにその成果の収集及び発表に関するこ

と。 

(2) 気象業務に必要な観測体制の充実を図るとともに、予報、通信等の施

設及び設備の整備に関すること。 

(3) 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限

る)、水象の予報及び特別警報・警報・注意報並びに台風、大雨、竜巻等

突風に関する情報等の伝達・周知に関すること。 

(4) 緊急地震速報（警報）の利用の心得などの周知・広報に関すること 

(5) 市町村が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザードマップ等

の作成に関する技術的な支援・協力に関すること。 

(6) 災害発生時（発生が予想される時を含む）において都道府県や市町村

に対して気象状況の推移やその予想の解説等を行うこと。 

(7) 都道府県や市町村、その他の防災関係機関と連携し、防災気象情報の

理解促進、防災知識の普及啓発活動に関すること。 
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埼玉労働局 

（川越労働基準

監督署） 

１ 工場、事業場における労働災害の防止に関すること。 

２ 職業の安定に関すること。 

関東経済産業局 

１ 生活必需品、復旧資材等防災関係物資の円滑な供給の

確保に関すること。 

２ 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保に関す

ること。 

３ 被災中小企業の振興に関すること。 

関東東北産業保

安監督部 

１ 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガス等危険

物等の保安の確保に関すること。 

２ 鉱山に関する災害防止及び災害時の応急対策に関す

ること。 

東京管区気象台 

（熊谷地方気象

台） 

１ 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収

集及び発表を行う。 

２ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動によ

る地震動に限る）及び水象の予報並びに警報等の防災気

象情報の発表、伝達及び解説を行う。 

３ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に努

める。 

４ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・

助言を行う。 

５ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に努め

る。 

６ 災害時等に地方自治体へ職員を派遣し、防災対応支援

のため、防災気象情報の提供及び解説、防災対策への助

言を行う。（気象庁防災対応支援チーム：JETT） 

 

第４ 県 

県は、当該県の地域並びに当該県の住民の生命、身体及び財産を災害から

保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該県の地域

に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するととも

に、その区域内の市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務

又は業務の実施を助け、かつ、その総合調整を行なう責務を有する。（災対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 県 

都道府県は、当該都道府県の地域並びに当該都道府県の住民の生命、身体

及び財産を災害から保護するため、関係機関並びに他の地方公共団体の協力

を得て、当該都道府県の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に

基づきこれを実施するとともに、その区域内の市町村及び指定地方公共機関

が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、かつ、その総合調整を
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法第 4条第 1項） 

機関の名称 内容 

県 

１ 災害予防 

(1) 防災に関する組織の整備に関すること。 

(2) 防災に関する訓練の実施に関すること。 

(3) 防災に関する物資、資材の備蓄及び整備、点検に

関すること。 

(4) 防災に関する施設、設備の整備及び点検に関する

こと。 

(5) 前各号のほか、災害が発生した場合における災害

応急対策の実施に支障となるべき状態等の改善に

関すること。 

２ 災害応急対策 

(1) 警報の発令及び伝達並びに避難指示等に関する

こと。 

(2) 消防、水防その他の応急措置に関すること。 

(3) 被災者の救難、救助その他の保護に関すること。 

(4) 災害を受けた児童及び生徒の応急教育に関する

こと。 

(5) 施設及び設備の応急復旧に関すること。 

(6) 清掃、防疫その他の保健衛生措置に関すること。 

(7) 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社

会秩序の維持に関すること。 

(8) 緊急輸送の確保に関すること。 

(9) 前各号のほか、災害の防御又は拡大防止のための

措置に関すること。 

埼玉県川越比企

地域振興センタ

ー 

１ 災害応急対策の組織の整備に関すること。 

２ 災害情報の収集及び報告に関すること。 

３ 市町村及び防災関係機関との連絡調整に関すること。 

４ 災害現地調査に関すること。 

５ 災害対策現地報告に関すること。 

６ 災害応急対策に必要な応急措置に関すること。 

埼玉県東松山県

土整備事務所 

１ 降水量及び水位等の観測通報に関すること。 

２ 洪水予報及び水防警報に関すること。 

３ 土砂災害防止に関すること。 

４ 河川、道路、橋りょう等の災害状況の調査及び応急修

行なう責務を有する。（災対法第 4条第 1項） 

１ 災害予防 

(1) 防災に関する組織の整備 

(2) 防災に関する訓練の実施 

(3) 防災に関する物資及び資材の備蓄、整備並びに点検 

(4) 防災に関する施設及び設備の整備並びに点検 

(5) 前各号のほか、災害が発生した場合における災害応急対策の実施に支

障となるべき状態等の改善 

 ２ 災害応急対策 

(1) 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示 

(2) 消防、水防その他の応急措置 

(3) 被災者の救難、救助その他の保護 

(4) 災害を受けた児童及び生徒の応急教育 

(5) 施設及び設備の応急の復旧 

(6) 清掃、防疫その他の保健衛生措置 

(7) 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持 

(8) 緊急輸送の確保 

(9) 前各号のほか、災害の防御又は拡大防止のための措置 

３ 埼玉県川越比企地域振興センター 

(1) 災害応急対策の組織の整備に関すること。 

(2) 災害情報の収集及び報告に関すること。 

(3) 市町村及び防災関係機関との連絡調整に関すること。 

(4) 災害現地調査に関すること。 

(5) 災害対策現地報告に関すること。 

(6) 災害応急対策に必要な応急措置に関すること。 

４ 埼玉県東松山県土整備事務所 

(1) 降水量及び水位等の観測通報に関すること。 

(2) 洪水予防及び水防警報の伝達に関すること。 

(3) 河川、道路及び橋りょう等の災害状況の調査、応急修理に関すること。 
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理に関すること。 

５ 県道等主要道路の啓開に関すること。 

６ 緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）の派遣要

請に関すること。 

７ 直轄管理施設との情報共有に関すること。 

埼玉県東松山農

林振興センター 

１ 農業に関する被害状況の取りまとめ及び報告に関する

こと。 

２ 主要農作物の種子及び苗の確保に係る連絡調整に関す

ること。 

３ 被災者の食糧の確保・輸送に関すること。 

４ 農作物に対する病害虫の防除及び指導に関すること。 

５ 農業災害資金の融資に関すること。 

６ 農地・農林水産施設等の保全や災害対策に関すること。 

埼玉県西部福祉

事務所 

１ 災害ボランティアに関すること。 

２ 災害時等の要配慮者対策に関すること。 

３ 各種福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

４ 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。 

５ その他救援に関すること。 

埼玉県西部教育

事務所 

１ 児童、生徒の安全の確保及び保健衛生に関すること。 

２ 応急教育の実施に関すること。 

３ 学用品の確保、調達に関すること。 

４ 授業料の減免措置に関すること。 

５ 文化財の保護に関すること。 

６ 県立学校施設の応急復旧に関すること。 

７ その他教育に関すること。 

埼玉県坂戸保健

所 

１ 保健衛生関係の被害状況の収集に関すること。 

２ 医療品、衛生材料及び各種資材の調達、あっせんに関

すること。 

３ 細菌及び飲料水の水質検査に関すること。 

４ そ族昆虫駆除に関すること。 

５ 伝染病発生に伴う調査及び防疫活動に関すること。 

６ 災害救助食品の衛生に関すること。 

７ 病院、診療所に関すること。 

８ 被災者の医療助産その他の保健衛生に関すること。 

９ 要配慮者の安全に関すること。 

10 救助法に関すること。 

11 地域災害保健医療対策会議の設置に関すること。 

12 埋・火葬の調整に関わること。 

13 動物愛護、特定動物対策に関わること。 

(4) 崖崩れ、地すべり等の災害状況の調査及び応急対策に関すること。 

５ 埼玉県東松山農林振興センター 

(1) 農畜林水産被害状況の調査に関すること。 

(2) 主要農作物の種子及び苗の確保に係る連絡調整に関すること。 

(3) 農業災害資金の融資に関すること。 

(4) 農作物病害虫防除対策及び指導に関すること。 

(5) 土地改良施設の災害応急対策に係る指導に関すること。 

６ 埼玉県西部福祉事務所 

(1) 被害状況の収集に関すること。 

(2) 災害救助の実施に関すること。 

(3) 被災者の救援、救助その他の保護に関すること。 

７ 埼玉県西部教育事務所 

(1) 教育関係の被害状況の調査に関すること。 

(2) 公立・私立学校及び施設の災害応急対策及び指導に関すること。 

(3) 応急教育実施の予定場所の指導に関すること。 

(4) 教育実施者の確保に関すること。 

(5) 応急教育の方法及び指導に関すること。 

(6) 教科書及び教材等の配給に関すること。 

(7) 重要文化財の保護に関すること。 

(8) 被災地学校の保健指導に関すること。 

(9) 被災地学校の給食指導に関すること。 

８ 埼玉県坂戸保健所 

(1) 保健衛生関係の被害状況の収集に関すること。 

(2) 医療品、衛生材料及び各種資材の調理、斡旋に関すること。 

(3) 各種消毒に関すること。 

(4) 細菌及び飲料水の水質検査に関すること。 

(5) そ族昆虫駆除に関すること。 

(6) 伝染病発生に伴う調査指導及び防疫活動に関すること。 

(7) 災害救助食品の衛生に関すること。 
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埼玉県警察西入

間警察署 

１ 防災意識の高揚に関すること。 

２ 装備資機材の整備に関すること。 

３ 気象状況やその他の災害に関する情報の収集及び伝達

に関すること。 

４ 避難者の誘導等に関すること。 

５ 交通規制及び緊急輸送車両の確認及び誘導に関するこ

と。 

６ 救助活動に関すること。 

７ 災害状況の調査に関すること。 

８ 遺体の検視（見分）に関すること。 

９ 被災地における犯罪の予防及び取締りに関すること。 

 

 

 

第５ 指定公共機関・指定地方公共機関 

 

機関の名称 内容 

ＮＴＴ東日本株

式会社 

埼玉事業部 

１ 電気通信設備の整備に関すること。 

２ 災害時における重要通信の確保に関すること。 

３ 被災電気通信設備の応急対策及び災害復旧に関する

こと。 

東京電力パワー

グリッド株式会

社 

川越支社 

１ 災害時における電力供給に関すること。 

２ 被災施設の応急対策及び災害復旧に関すること。 

坂戸ガス株式会

社 

１ ガス供給施設（製造施設も含む）の建設及び安全

保安に関すること。 

２ ガスの供給の確保に関すること。 

日本郵便株式会

社 

鳩山郵便局 

１ 郵便事業の業務運行管理及びこれらの施設等の保全

に関すること。 

２ 救助用物資を内容とする郵便物等の料金免除及び災

害時における郵便葉書等の無償交付に関すること。 

(8) 被災者の医療・助産、その他の保健衛生に関すること。 

９ 埼玉県警察西入間警察署 

(1) 情報の収集、伝達及び広報に関すること。 

(2) 警告及び避難誘導に関すること。 

(3) 人命の救助及び負傷者の救護に関すること。 

(4) 交通の秩序の維持に関すること。 

(5) 犯罪の予防検挙に関すること。 

(6) 行方不明者の捜索と検視（死体見分）に関すること。 

(7) 漂流物等の処理に関すること。 

(8) その他治安維持に必要な措置に関すること。 

 

第５ 指定公共機関 

１ 東日本電信電話株式会社 埼玉事業部 

(1) 電気通信施設の整備に関すること。 

(2) 災害非常通信の調整及び警報に関すること。 

(3) 被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧に関すること。 

２ 東京電力株式会社 埼玉支店川越支社・熊谷支社 

(1) 災害時における電力供給に関すること。 

(2) 被災施設の応急対策及び災害復旧に関すること。 

３ 坂戸ガス株式会社 

(1) ガス供給施設の建設及び安全保安に関すること。 

(2) ガスの供給の確保に関すること。 

４ 日本郵便株式会社 鳩山郵便局 

(1) 郵便、為替貯金、簡易保険、郵便年金各事業の業務運行管理及びこれら

の施設等の保全に関すること。 

(2) 救助用物資を内容とする小包郵便物の料金免除及び災害時における郵

便はがき等の無償交付に関すること。 

(3) 為替貯金及び簡易保険、郵便年金の非常扱い、被災者の救援を目的とす

る寄附金を郵便振替により送金する場合における通常払込み及び通常振
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東武鉄道株式会

杜 

１ 鉄道施設等の安全保安に関すること。 

２ 災害時における鉄道車両等による救助物資及び避難

者の輸送の協力に関すること。 

 

 

 

 

 

第６ 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

機関の名称 内容 

埼玉中央農業協

同組合 鳩山支

店 

１ 町が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関す

ること。 

２ 農産物の災害応急対策の指導に関すること。 

３ 被災農家に対する融資、斡旋に関すること。 

４ 農業生産資材及び農家生活資材の確保、斡旋に関す

ること。 

５ 農産物の需給調整に関すること。 

鳩山町商工会 

１ 町が行う商工業関係被害調査、融資希望者の取りま

とめ、斡旋等の協力に関すること。 

２ 災害時における物価安定についての協力に関する

こと。 

３救助用物資、復旧資材の確保についての協力に関する

こと。 

病院等経営者 

１ 避難施設の整備と避難訓練の実施に関すること。 

２ 災害時における傷病者の収容、医療、助産に関する

こと。 

社会福祉施設経

営者 

１ 避難施設の整備と避難訓練の実施に関すること。 

２ 災害時における収容者の保護に関すること。 

替の料金免除の取扱い並びに地方公共団体に対する簡易保険、郵便年金積

立金の財政調整資金等の運用管理に関すること。 

５ 気象衛星通信所 

(1) 町が実施する災害情報等の収集についての協力に関すること。 

 

第６ 指定地方公共機関 

１ 東武鉄道株式会杜 坂戸駅・高坂駅 

 

第７ 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

１  埼玉中央農業協同組合 鳩山支店 

(1) 町が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。 

(2) 農産物の災害応急対策の指導に関すること。 

(3) 被災農家に対する融資、斡旋に関すること。 

(4) 農業生産資材及び農家生活資材の確保、斡旋に関すること。 

(5) 農産物の需給調整に関すること。 

２ 鳩山町商工会 

(1) 町が行う商工業関係被害調査、融資希望者の取りまとめ、斡旋等の協力

に関すること。 

(2) 災害時における物価安定についての協力に関すること。 

(3) 救助用物資、復旧資材の確保についての協力に関すること。 

３ 病院等経営者 

(1) 避難施設の整備と避難訓練の実施に関すること。 

(2) 災害時における傷病者の収容、医療、助産に関すること。 

４ 社会福祉施設経営者 

(1) 避難施設の整備と避難訓練の実施に関すること。 

(2) 災害時における収容者の保護に関すること。 

５ 金融機関 

(1) 被災事業者に対する資金の融資に関すること。 

６ 学校法人 
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金融機関 被災事業者に対する資金の融資に関すること。 

学校法人 

１ 避難施設の整備と避難訓練の実施に関すること。 

２ 被災時における教育対策に関すること。 

３ 被災施設の災害復旧に関すること。 

婦人会等社会教

育関係団体 
町が実施する応急対策についての協力に関すること。 

川越観光自動車

株式会社 
路線バスに関すること。 

 

(1) 避難施設の整備と避難訓練の実施に関すること。 

(2) 被災時における教育対策に関すること。 

(3) 被災施設の災害復旧に関すること。 

７ 婦人会等社会教育関係団体 

(1) 町が実施する応急対策についての協力に関すること。 

 

第８ その他関係機関 

１ 川越観光自動車株式会社 

 

17 第２章 防災まちづくり 
第１節 防災都市づくり 
第１ 防災都市づくりの基本 

災害による人的・物的被害を最小限にするため、都市計画区域の整備、開

発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）、都市再開発の方針、住

宅市街地の開発整備の方針及び耐震改修促進計画等に、防災再開発促進地区

や安全な住まい・まちづくりに係る施策等を位置付け、都市計画及び「都市

における震災予防に関する基本的な方針」等に基づき総合的かつ計画的な防

災都市づくりを推進する。 

 

第２ 市街地の整備等 

災害に強い安全で快適な都市の形成を図るため、土地区画整理事業や市街

地再開発事業などを推進するとともに、各種都市計画を活用して市街地の整

備を行う。 

 

第３ 不燃化等の促進 

第２章 防災まちづくり 
第１節 防災都市づくり 
第１ 防災都市づくりの基本 

災害における被害の軽減、拡大を予防するために防災拠点の整備や延焼遮

断空間の設定、避難地、避難路の確保等、災害に強い都市づくりを推進する

ものとする。 

 

 

 

 

第２ 市街地の整備 

避難地まで安全に避難するための、沿道建物の耐震不燃火等により安全化

が図られた広幅員道路・歩行者専用道路・緑道等の整備を図る。 

 

 

第３ 不燃化の促進 
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市街地が連続し、木造住宅が密集している地域は、延焼の危険性が高いた

め、こうした地域を中心に不燃化対策を推進する。 

また、市街地における火災の危険を防除するため、地域の状況を勘案し、

都市計画法に基づく防火地域又は準防火地域の指定を検討する。 

 

第４ オープンスペースの確保 

災害発生時に、避難者の安全確保と災害応急活動の円滑化に資するととも

に、火災の延焼防止効果を高めるため、公園の整備や緑地等の保全を行い、

市街地にオープンスペース（防災空間）を確保する。 

 

市街地の防災性の向上を図るため、建て詰まり状況等を勘案し、防火地域

及び準防火地域を指定するよう努める。 

 

 

 

第４ オープンスペースの確保 

自然空間や都市公園等を利用した避難地を確保する。 

 

 

18 第２節 地盤災害の予防 

第１ 軟弱地盤対策 

平成 24・25 年度埼玉県地震被害想定調査報告書によると、関東平野北西

縁断層帯地震（破壊開始点：北）の液状化可能性ランク別面積率の極めて低

いが 94.15％、低い 4.8％、やや高い 0.7％、高い 0.4％となっている。 

土地の自然特性や災害特性等に適した土地利用を推進するとともに、地震

による液状化等の地盤災害の危険性が高い地域において、被害の軽減を図る

ための対策を実施する。 

 

第２節 地盤災害の予防 

第１ 軟弱地盤対策 

平成 8年～9年度にかけて県が実施した「大規模地震被害想定調査」によ

る各地震から想定される液状化については、本町に危険度はないと予想され

ている。そのため、液状化への対応は現状では行わないが、阪神・淡路大震

災時における液状化から、新たな液状化危険度の評価方法が開発された場合

について、その手法を用いて町内の液状化危険度の評価を再度実施し、結果

に基づいた予防措置を実施するものとする。 

 

18 第３節 宅地等の安全対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 宅地の安全対策 

１ 急傾斜地 

(1) 急傾斜地崩壊危険箇所 

 急傾斜地崩壊危険箇所については、「急傾斜地の崩壊による災害の防止

に関する法律」に基づく急傾斜地崩壊危険区域に指定し、有害行為の規制、

家屋移動等の勧告、警戒避難体制の整備、急傾斜地崩壊防止工事など総合

的な対策を推進する。 

(2) 安全対策 

急傾斜地崩壊防止工事として、法枠工、落石防止柵工などを実施する。 
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第１ 宅地造成地の防災対策 

１ 災害防止に関する指導等 

（略） 

 

２ 災害防止に関する指導基準 

(1) 災害危険度の高い区域 

地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域及び砂防指定地の各区域内

の土地については都市計画法に基づき、原則として開発計画を認めな

い。 

(2) 人工崖面の安全措置 

宅地造成により生ずる人工崖面は、その高さ、勾配及び土質に応じ、

擁壁の設置等の安全措置を講ずるよう指導する。 

(3) 軟弱地盤の改良 

宅地造成をしようとする土地の地盤が軟弱である場合は、施工者が地

盤改良を行うよう指導する。また、湧水、噴水及び濁り水等の早期発見

に留意するとともに、住民自身による防災措置（不安定な土塊、浮石等

の除去及び水路の掃除等）を促進する。 

(4) 盛土地盤の安定措置 

盛土により宅地造成をしようとする土地については、建設機械による

締め固めや、盛土高さ、地下水及び土質状況に応じ、地滑り抑止ぐい等

の安全措置を講ずるよう指導する。 

警戒避難体制を確立し、地震及び降雨によるがけ崩れ被害の軽減を図

る。 

(3) 急傾斜地崩壊危険箇所 

本町の急傾斜地法による急傾斜地崩壊危険箇所は、4箇所である。 

また、土砂災害防止法による急傾斜地崩壊危険箇所は、22箇所である。 

【資料編 1-2-1 急傾斜地崩壊危険箇所（急傾斜地法）】 

【資料編 1-2-2 急傾斜地崩壊危険箇所（土砂災害防止法）】 

 

２ 宅地造成地 

(1) 災害防止に関する指導等 

（略） 

 

 (2) 災害防止に関する指導基準 

  ア 災害危険度の高い区域 

地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域及び砂防指定地の各区域内

の土地については都市計画法に基づき、原則として開発計画を行わな

い。 

  イ 人工崖面の安全措置 

   宅地造成により生ずる人工崖面は、その高さ、勾配及び土質に応じ、

擁壁の設置等の安全措置を講ずるものとする。 

  ウ 軟弱地盤の改良 

    宅地造成をしようとする土地の地盤が軟弱である場合は、施工者が地

盤改良を行うものとする。 
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３ 大規模盛土造成地マップの作成・公表 

大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地マップを

作成・公表するとともに、宅地の安全性の把握及び耐震化を実施するよ

う努めるものとする。 

 

【大規模盛土造成地】 

・面積 3,000 ㎡以上の谷埋め盛土又は原地盤の勾配が 20度以上

かつ盛土高５ ｍ以上の腹付け盛土がなされた造成地 

 

 

19 第４節 土砂災害の予防 

第１ 土砂災害警戒区域等 

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域等における防災対策を推進す

る。 

本町では、土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12年法律第 57号。

以下「土砂災害防止法」という。）に基づき、土砂災害のおそれがある 24箇

所を土砂災害警戒区域等として指定されている。 

これらの区域のうち指定避難所や要配慮者利用施設等が立地している箇

所や人家の多い箇所などを優先し、砂防関係施設の整備を行う。また、土砂

災害警戒区域等を対象とした土砂災害ハザードマップ等による危険な場所

の事前周知を図るとともに、大雨時には土砂災害警戒区域のある地区等を対

象に避難情報を発令するなどの警戒避難体制を整備する。 

なお、土砂災害警戒区域等は、土砂災害防止法に基づき埼玉県が告示した

区域である。 

【資料編 1-2-1「土砂災害警戒区域等」】 

 

 

第３節 土砂災害の予防 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 地すべり対策 
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本町には、地すべり危険箇所（国土交通省所管・農林水産省所管）、地す

べり防止区域（農林水産省所管）などの指定はない状況である。 

 

第２ 土石流対策 

砂防指定地とは、土砂の流失による被害を防止するため砂防設備を設置

し、又は、当該区域に行われる一定の行為の禁止若しくは、制限を行う区域

であって、国土交通大臣が指定した土地をいう。 

砂防指定地           平成 25年 4月 1日現在 

幹川名 小支川名 渓流名 指定年月日 指定番号 

越辺川  鳩 川 S43.12.12 第 3553号 

〃  唐沢川 S32.08.06 第 979号 

〃  〃 S38.10.02 第 2555号 

〃  〃 S38.11.11 第 2803号 

〃  〃 S40.11.19 第 3291号 

〃  〃 S42.05.31 第 1701号 

 

第３ 急傾斜地対策 

急傾斜地法による急傾斜地崩壊危険箇所とは、地表面が水平面に対して

30°以上の角度をなし、その高さが 5ｍ以上の急傾斜で、斜面の上下部に人

家が 5戸以上ある箇所である。本町では 4箇所となっている。（図 1-2-1） 

【資料編 1-2-1「急傾斜地崩壊危険箇所（急傾斜地法）」】 

また、急傾斜地崩壊危険区域とは、急傾斜地の高さが 5ｍ以上及び傾斜度

30°以上で、急傾斜地の崩壊により危険が生ずるおそれのある人家 5 戸以

上、又は 5戸未満であっても官公署、学校、病院、旅館等に危害が生ずるお

それがあるものという指定基準によって県から指定された急傾斜地である。

本町では 2箇所が指定されている。（図 1-2-1） 

 

急傾斜地崩壊危険区域           平成 25年 4月 1目現在 
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第２ 山地災害対策 

山地災害危険地区とは、山地から発生する山腹の崩壊、地すべり及び崩壊

土砂の流出などにより、官公署・学校・病院・道路等の公共施設や人家等に

直接被害を与えるおそれがある地区をいい、災害の発生形態によって、「山

腹崩壊危険地区」、「崩壊土砂流出危険地区」、「地すべり危険地区」の 3種類

に区分されている。 

本町には、山腹崩壊危険地区が 4地区あり、山地の保全や森林の維持・造

成を図るため治山施設の整備などの対策を推進する。また、既設工作物につ

いては点検を実施し、施設の老化、損傷等が生じているものについて、補修・

更新等を行う。 

【資料編 1-2-2 山地災害危険地区】 

 

第３ 警戒避難体制の確立 

町は、土砂災害警戒区域等について、次の項目等に留意し、警戒避難体制

の確立を図るものとする。 

箇所名 
所 在 地 

指定年月日 指定番号 面 積 
大 字 宇 

重   郎 石 坂 重 郎 S46.10.22 
第 1393

号 
0.47ha 

上澤・池田 石 坂 
上沢・池

田 
H4.6.12 第 849号 2.06ha 

 

その他に、土砂災害防止法による、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警

戒区域の調査の際に表示された急傾斜地崩壊危険箇所が 22 箇所ある。（図

1-2-2） 

【資料編 1-2-2「急傾斜地崩壊危険箇所（土砂災害防止法）」】 

図 1-2-1 急傾斜地崩壊危険箇所・区域（急傾斜地法） 

図 1-2-2 急傾斜地崩壊危険箇所（土砂災害防止法） 

 

第４ 山地災害対策 

山腹崩壊危険地区とは、地形（傾斜、土層厚等）、地質、林況からみて山

腹崩壊により人家、公共施設等に被害を与えるおそれのある地区をいう。 

本町には、山腹崩壊危険地区が 5地区あり、図 1-2-3に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 警戒避難体制の確立 

町は、土砂災害危険箇所について、警戒避難体制の整備を図るため、以下

の事項について県より指導を受け、指導に基づく適正な警戒避難体制の確立
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１ 警戒避難体制の整備 

(1) 土砂災害警戒区域等を含む自治会や住民に対する土砂災害への危機

管理意識の啓発（ハザードマップの配布・公表など） 

(2) 土砂災害警戒区域等内の住民を対象とした、土砂災害を想定した防災

訓練の開催 

(3) 土砂災害警戒区域等内における要配慮者関連施設※の避難の支援に

ついて、防災関連機関、福祉関連機関、自主防災組織等との連携の下、

要配慮者に関する情報（名簿、連絡体制等）の通常時からの把握及び施

設ごとの具体的な避難支援計画の整備 

※令和７年４月時点では、町内に対象施設は存在しない。 

(4) 土砂災害警戒区域の地形変状の定期的な巡視・点検、土砂災害の前兆

現象の早期発見 

(5) 大雨に関する注意報、警報、土砂災害警戒情報等の住民への周知、緊

急時に住民の避難を促す伝達手段の整備 

２ 警戒避難基準の設定 

（略） 

 

を図るものとする。 

(1) 警戒避難体制の整備 

ア 土砂災害危険箇所の周知、情報の提供 

イ 警戒又は避難を行うべき基準（以下「警戒避難基準」という。）の設

定 

ウ 予報、警報、避難の指示等の伝達、周知 

エ 適切な避難方法の周知並びに避難場所の選定及び周知 

オ 適切な避難場所の選定及び周知 

カ その他警戒避難体制のための必要な事項 

 

 

 

 

 

 

(2) 警戒避難基準の設定 

（略） 

21 第３章 防災地域づくり 
大災害から、町民の生命、身体、財産を守るためには、町をはじめとする

各種防災関係機関の防災対策のみでなく、町民一人ひとりが自分の生命、自

分の身体、自分の財産はまず自分で守るということを認識し行動すること

が、被害を少なくする第一義的な原点である。 

また、災害時においては、町民一人ひとりが沈着冷静かつ適切に行動する

とともに協同の精神を発揮して結成された地域の自発的な防災組織、防災関

係機関及び町民が一体となったより効果的な防災対策を推進する必要があ

る。 

このため、町は防災に関する各種の広報啓発活動を積極的に行い、町民の

第３章 防災地域づくり 
大災害から、町民の生命、身体、財産を守るためには、町をはじめとする

各種防災関係機関の防災対策のみでなく、町民一人ひとりが自分の生命、自

分の身体、自分の財産はまず自分で守るということを認識し行動すること

が、被害を少なくする第一義的な原点である。 

災害時においては、町民一人ひとりが沈着冷静かつ適切に行動するととも

に協同の精神を発揮して結成された地域の自発的な防災組織、防災閉係機関

及び町民が一体となったより効果的な防災対策を推進する必要がある。 

このため、町は防災に関する各種の広報啓発活動を積極的に行い、町民の

自主性のある防災意識の高揚に努め、また、区長会等を通じ、自主防災組織
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自主性のある防災意識の高揚に努め、また、区長会等を通じ、自主防災組織

の育成を図り、「自助」、「共助」、「公助」の連携による被害の軽減に向けた

取り組みを実践していくものとする。 

 

第１節 自助、共助による町民の防災力の向上（普及啓発・防災教

育） 

第１ 取組方針 

自らの身の安全は自らが守る（自助）が防災の基本であり、町民はその

自覚を持ち、食料・飲料水等の備蓄など平時から災害に対する備えを心掛

けるとともに、発災時には自らの身の安全を守るよう行動することが重要

である。また、災害時には、初期消火を行う、近隣の負傷者及び避難行動

要支援者を助ける、避難場所や避難所で自ら活動する（共助）、あるいは

国、公共機関、地方公共団体等が行っている防災活動（公助）に協力する

など防災への寄与に努めることが求められる。 

町は、自主防災思想の普及、徹底を図り、自助、共助の取組を促進する

ものとする。 

 

第２ 役割 

町、自主防災組織及び町民は、災害に強い地域づくりを担う一員として、

自助・共助の概念に基づき、次の役割を担うものとする。 

機関名等 役割 

町 ・防災に関するパンフレット、防災マップ等の作

成・配布 

・防災教育に役立つ設備・機器、映像資料等の整備・

貸出 

・防災に関する講演会・研修会の開催 

・防災に関する広報の実施 

・緊急地震速報についての普及・啓発 

の育成を図るものとする。 

 

 

 

第１節 町民の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民は、震災に強い地域づくりを担う一員として、次の役割を担うもの

とする。 

〔平常時〕 

ア 防災に関する学習 

イ 火災の予防 

ウ 防災用品、非常持出品の準備 

エ 食料、飲料水及び生活必需品の備蓄（最低 3日分（推奨 1週間

分）） 

オ 家具類の転倒防止やガラスの飛散防止 

カ ブロック塀や自動販売機等、住居回りの安全化 

キ 震災時の家族同士の連絡方法の確認 
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・高齢者に対する適切な避難行動に関する理解促

進 

自主防災組織 ・防災訓練の実施 

・防災知識の普及・啓発 

・防災用資機材の整備 

・地域の災害危険の把握 

・災害時の活動計画の作成 

町民 ・防災に関する学習 

・火災の予防 

・防災設備（消火器、ガスのマイコンメーター、感

震ブレーカー）の設置 

・非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池

等）の準備 

・食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、トイレ

ットペーパー等生活必需品の備蓄（最低３日間

（推奨１週間）分を目標） 

・自動車へのこまめな満タン給油 

・家具類の転倒防止やガラスの飛散防止対策 

・ブロック塀や自動販売機等、住居回りの安全点

検・改修 

・震災時の家族同士の連絡方法の確認（災害用伝言

ダイヤル１７１など） 

・自主防災組織への参加 

・県や市町村、自治会、自主防災組織等が実施する

防災訓練、防災活動への参加 

・近隣居住者との積極的な交流及び地域活動（町内

会・自治会の活動等）への参加 

・近隣の要配慮者への配慮 

ク 町が実施する防災訓練への参加 

ケ 近隣居住者との積極的な交流及び地域活動（町内会・自治会の活

動等）への参加 

コ 住宅の耐震化 

サ 災害時に家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段の確保と

して、災害用伝言ダイヤル等の手段を確保する。 

〔災害時〕 

ア 初期消火 

イ 避難時には電気のブレーカーを切り、ガスの元栓を閉める 

ウ 自主防災活動への参加、協力 

エ 避難所でのゆずりあい 

オ 県、町、防災関係機関が行う防災活動への協力 

カ 風評に乗らず、風評を広めない 
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・住宅の耐震化 

・保険・共済への加入など生活再建に向けた事前の

備え 

・家庭や地域での防災総点検の実施 

・飼い主による家庭動物との同行避難や指定避難

所での飼養についての準備 

 

第３ 具体的な取組内容 

１ 災害に関する各種資料の収集・提供 

町は、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えて

いくため、大災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアー

カイブとして広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の

人々が閲覧できるよう公開に努める。また、国土地理院と連携して、自

然災害伝承碑（災害に関する石碑やモニュメント等）の持つ意味を正し

く後世に伝えていくよう努める。 

また、地域における語り部活動や家庭・地域内での語り継ぎ、防災教

育、慰霊祭等の開催、伝承碑の保存その他の方法による災害教訓の伝承

の重要性について啓発を行うほか、災害伝承の取組を支援する。 

 

２ 町民向けの普及・啓発 

(1) 埼玉県防災学習センター等の活用 

町は、常設の防災教育拠点である埼玉県防災学習センター等を活用

し、広く町民に対して普及・啓発を行う。 

また、他の防災活動拠点や防災航空センターについても機能を紹介

するなど町民の自発的な防災学習に活用する。 

 

(2) 普及・啓発パンフレット等の作成配布 

町は、防災知識の普及・啓発を図るため、広く町民に向けた防災に
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関するパンフレット等を作成、配布する。 

 

(3) 防災教育用設備、教材の貸出 

町は、防災教育に役立つ設備・機器、映像資料等を整備し、希望す

る団体又は個人に対して貸出を行う。 

 

(4) 講演会・研修会・出前講座の実施 

防災に関する講演会・研修会・出前講座を開催する。また、ジェン

ダー主流化の視点からの防災対策についても講演会・研修会・出前講

座を開催する。 

 

(5) マスメディアの活用 

テレビ、ラジオ及び新聞等の各種マスメディアを通じて広く住民に

対して防災意識の高揚を図る。 

 

(6) 広報紙等の活用 

町が発行する広報紙やホームページ等に、防災に関する情報を掲載

する。 

 

(7) 地震情報、防災気象情報等の普及・啓発 

気象庁、熊谷地方気象台、町は、地震や気象に関する情報を住民が

容易に理解できるよう、地震情報（震度、長周期地震動階級、震源、

マグニチュード、地震活動の状況等）、南海トラフ地震に関連する情

報、北海道・三陸沖後発地震注意情報、防災気象情報等の解説に努め、

報道機関等の協力を得て、町民に迅速かつ正確な情報を伝達するとと

もに普及・啓発に努めるものとする。 

 

【地震情報の種類、発表基準と内容】 

地震情報の種類 発表基準 内容 
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震度速報 ・震度３以上 

地震発生約１分半後に、

震度３以上を観測した地域

名（全国を 188 地域に区分）

と地震の揺れの検知時刻を

速報。 

震源に関する 

情報 

・震度３以上 

（津波警報又は注

意報を発表した場

合は発表しない） 

「津波の心配がない」ま

たは「若干の海面変動があ

るかもしれないが被害の心

配はない」旨を付加して、地

震の発生場所（震源）やその

規模（マグニチュード）を発

表。 

震源・ 

震度情報 

・震度１以上 

・津波警報・注意報

発表又は若干の

海面変動が予想

された時・緊急地

震速報（警報）発

表時 

地震の発生場所（震源）や

その規模（マグニチュー

ド）、震度１以上を観測した

地点と観測した震度を発

表。それに加えて、震度３以

上を観測した地域名と市町

村毎の観測した震度を発

表。 

震度５弱以上と考えられ

る地域で、震度を入手して

いない地点がある場合は、

その市町村・地点名を発表。 

推計震度分布図 ・震度５弱以上 

観測した各地の震度デー

タをもとに、250m 四方ごと

に推計した震度（震度４以

上）を図情報として発表。 

長周期地震動に 

関する観測情報 

・震度１以上を観

測した地震のう

ち長周期地震動

階級１以上を観

測した場合 

地域毎の震度の最大値・

長周期地震動階級の最大値

のほか、個別の観測点毎に、

長周期地震動階級や長周期

地震動の周期別階級等を発

表（地震発生から 10 分後程

度で 1 回発表）。 

遠地地震に関す

る情報 

国外で発生した

地震について以下

のいずれかを満た

した場合等※ 

地震の発生時刻、発生場

所（震源）やその規模（マグ

ニチュード）を地震発生か

ら概ね 30 分以内に発表※。 
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・マグニチュード

7.0 以上 

・都市部等、著しい

被害が発生する

可能性がある地

域で規模の大き

な地震を観測し

た場合 

※国外で発生した

大規模噴火を覚

知した場合にも

発表することが

ある 

日本や国外への津波の影

響に関しても記述して発表
※。 

 

 

 

※国外で発生した大規模噴

火を覚知した場合は噴火

発生から１時間半～２時

間程度で発表 

その他の情報 

・顕著な地震の震

源要素を更新し

た場合や地震が

多発した場合等 

顕著な地震の震源要素更

新のお知らせや地震が多発

した場合の震度１以上を観

測した地震回数情報等を発

表。 

 

(8) 緊急地震速報の普及・啓発 

緊急地震速報が発表されてから強い揺れがくるまではわずかな時

間しかないことから、熊谷地方気象台及び県、町は、緊急地震速報の

普及・啓発に努めるとともに、緊急地震速報を見聞きした場合にとる

べき行動について周知するものとする。 

また、防災訓練のシナリオに緊急地震速報を取り入れるなど、地震

発生時の対応行動の習熟を図るよう努める。 

 

【緊急地震速報を見聞きした場合にとるべき行動】 

入手場所 とるべき行動の具体例 

自宅など屋内 頭を保護し、大きな家具からは離れ、丈夫な

机の下などに隠れる。 

＜注意＞ 

・慌てて外へ飛び出さない。 
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・その場で火を消せる場合は火の始末、火元か

ら離れている場合は無理して消火しない。 

・扉を開けて避難路を確保する。 

集客施設 館内放送や係員の指示がある場合は落ち着

いてその指示に従い行動する、 

＜注意＞ 

・慌てて出口・階段などに殺到しない。 

・吊り下がっている照明などの下からは退避

する。 

街など屋外 ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒に注

意し、これらのそばから離れる。 

ビルからの壁、看板、割れたガラスの落下に

備え、ビルのそばから離れる。 

丈夫なビルのそばであればビルの中に避難

する。 

車の運転中 後続の車が状況を察知していないおそれが

あることを考慮し、慌ててスピードを落とす

ようなことはしない。 

ハザードランプを点灯するなどして、まわ

りの車に注意を促したのち、急ブレーキを踏

まずに、緩やかにスピードを落とす。 

大きな揺れを感じたら、急ハンドル、急ブレ

ーキをさけるなど、できるだけ安全な方法に

より道路の左側に停止させる。 

 

(9) 高齢者や障がい者等の避難行動要支援者に対する適切な避難行動

に関する理解促進 

町の防災主管部局・福祉部局等が主体となって、普段の活動の中で
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在宅の高齢者や障がい者等の避難行動要支援者宅を訪問する機会の

ある福祉専門職（ケアマネジャー・相談支援専門員等）、民生委員等

の福祉関係者等の協力を得ながら、高齢者や障がい者等の避難行動要

支援者に対し、適切な避難行動に関する理解の促進を図るものとす

る。 

 

３ 自助の強化 

(1) 実践的な訓練の導入 

町は、町民を対象とする訓練に災害図上訓練（ＤＩＧ（※１））や避

難所開設・運営訓練（ＨＵＧ（※２））を取り入れ、住民参加型で地域

に即した実践的な訓練の実施・普及に努める。 

また、感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染

症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施するものとす

る。 

※１ ＤＩＧ（Disaster Imagination Game） 

大きな地図を参加者で囲み、災害をイメージして自宅近くの危

険物や障害物を把握し、具体的な避難路や要配慮者の避難などを

確認する実践的な訓練 

※２ ＨＵＧ（Hinanzyo Unei Game） 

避難所の開設・運営責任者となったことを想定し、避難所で起

きる様々な事態への対応を短時間で決定することを学ぶ訓練。 

 

(2) 防災意識の向上 

町民は、町その他の行政機関が実施する防災対策事業に協力するとと

もに、過去の震災から得られた教訓の伝承や、防災訓練等への参加など

を通じ、自らの問題として防災対策に取り組むよう努める。 

 

(3) 家庭内の３つの取組の普及 



鳩山町地域防災計画 新旧対照表 

35 

 

町民は、特に次に掲げる事項について日頃から備え、自ら震災に備え

る取組を家庭内で実施する。 

ア 家具の配置の見直しや、転倒防止器具の取り付けなどをして家具類

の転倒・落下・移動を防止する。 

イ 災害時に家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段である災

害用伝言ダイヤル「171」、災害用伝言板、NTT 災害用伝言板 web171 

をそれぞれ体験し、発災に備える。 

ウ 家庭内で備蓄を行う（最低３日間（推奨１週間）分を目標とする）。

特に、飲料水や食品などを普段から多めに常備し、利用しながら買い

足すことを繰り返す「ローリングストック法」を導入する。また、災

害時にはトイレが使えなくなるおそれがあるため、携帯トイレの備蓄

（推奨１週間分）を行う。 

 

町は、３つの取組を中心に、県民が日頃から発災時の行動を家族とよ

く話題にするよう働きかける。 

 

(4) 防災総点検 

町民の防災意識の高揚と災害への備えを充実・強化するため、町、町

民、事業者など主体ごとに家庭、職場、地域における防災の総点検を実

施する。 

【主な点検例】 

各主体 点検事項 

家庭 ・家具や家電製品などの転倒防止対策 

・「災害用伝言ダイヤル１７１」等の利用方

法の確認 

・備蓄品・非常持ち出し品の点検 

・住居の耐震性の確認と必要な補強等 

・家族の非常時の連絡方法の話合い 
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・避難場所や安全な避難経路の確認 

・消火器の設置場所、操作方法の確認 

事業所 ・災害時の防災体制の整備 

・職場の安全対策（備品などの転倒防止対

策） 

・建物の耐震診断、必要な補強等 

・備蓄品・非常持ち出し品の点検 

・従業員等との非常時の連絡方法等の整備 

・消火器、発電機など防災資機材の点検 

・危険物等関連施設の安全点検 

自主防災組織 ・地域の危険性の把握 

・高齢者・障がい者等の避難行動要支援者

の支援の確認 

・地域住民への連絡系統の確認 

・防災備蓄の点検(防災資機材、備蓄品） 

・消防水利や施設の点検・確認 

・危険な場所や避難経路、避難所の確認・点

検 

学校 ・学校の防災体制の整備状況 

・教職員への研修 

・児童・生徒を含めた避難訓練の実施状況 

・学校の防災体制の確認 

・学校施設・設備の安全点検 

・危険物・化学薬品等の管理点検 

・避難所としての取組状況 
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27 第２節 自主防災組織の育成強化 

第１ 取組方針 

 

大規模災害発生時、被害の防止又は軽減を図るためには、住民自らの出火

防止、初期消火、被災者の救出救護、避難等の自主的な防災活動を行うこと

が必要である。また、これらの防災活動は、住民が団結し、組織的に行動し

てこそ、その効果が期待できるものである。 

このため、町は、自主防災組織等の育成、強化を図り、消防団と自主防災

組織や防災士等の多様な主体との連携を通じて地域コミュニティの防災体

制の充実を図る。また、研修の実施等による防災リーダーの育成、多様な世

代が参加できるような環境の整備等により、これらの組織の活性化を促す。

併せて、女性の責任者又は副責任者を置くことなど、女性の参画の促進に努

めるとともに、ジェンダー主流化の視点を踏まえた知識・訓練を指導できる

人材の育成に努める。 

なお、平成 8年度より、町は自主防災規約例、自主防災計画、自主防災活

動マニュアル例を作成し、大字集会等において各地区の自主防災組織の結成

を推進し、16地区で自主防災組織が結成されたところである。今後は、その

育成を図ることを責務として認識し、更に防災体制の整備を図るものとす

る。 

 

【自主防災組織の活動内容】 

平時 ・要配慮者を含めた地域住民のコミュニティの醸成 

・日頃の備えと災害時の的確な行動等に関する防災知

識の普及啓発 

（例 防災イベント・講習会の実施、各種資料の回覧・

配布） 

・情報収集・伝達、初期消火、避難及び救出・救護等

の防災訓練の実施 

第２節 自主防災組織の充実 

第１ 自主防災組織の活動内容 

１ 自主防災組織等の整備 

大災害が発生した場合、防災関係機関は全力をあげて防災活動を行う

が、退路の損壊、寸断及び建造物の倒壊等により、防災関係機関の活動能

力は、著しく低下することが予想される。 

このような事態において、被害の防止又は軽減を図るためには、住民の

自主的な防災活動、すなわち住民自らの出火防止、初期消火、被災者の救

出救護、避難等を行うことが必要である。また、これらの防災活動は、住

民が団結し、組織的に行動してこそ、その効果が期待できるものである。 

このようなことから、平成 8年度より、町は自主防災規約例、自主防災

計画、自主防災活動マニュアル例を作成し、大字集会等において各地区の

自主防災組織の結成を推進してきたが、平成 9 年度において、18 地区す

べてに自主防災組織が結成されたところである。今後は、その育成を図る

ことを責務として認識し、さらに防災体制の整備を図るものとする。 

なお、具体的には防災実践力の向上を図る観点から、防災訓練の実施を

働きかけるものとする。 

 

 

 

第１ 自主防災組織の活動内容  

 

〔平常時〕 

ア 避難行動要支援者※を含めた地域住民コミュニティの助成 

イ 日頃の備えと災害時の的確な行動等に関する防災知識の普及啓発 

ウ 情報収集・伝達、初期消火、避難及び救出・救護等の防災訓練の実施 

エ 消火用資機材及び応急手当用医薬品等の防災用資機材の購入・管理等 

〔災害時〕 

ア 初期消火の実施 
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・防災用資機材の購入・管理等 

資機材の例 初期消火資機材（軽可搬ポンプ、消火器） 

救助用資機材（ジャッキ、バール、のこぎり） 

救護用資機材（救急医療セット、リヤカー） 

・地域の把握（例 危険箇所の把握、要配慮者） 

災害時 ・初期消火の実施 

・情報の収集・伝達の実施 

・被災者等の安否確認・救助隊との協力・救出・救護

の実施 

・集団避難の実施（特に避難行動要支援者の安全確保

に留意） 

・避難所の運営活動の実施（例 炊き出し、給水、物資

の配布、安否確認） 

 

 

第２ 役割 

機関名等 役割 

町 ・自主防災組織の育成（新規結成及び活動の強化） 

・地域における防災リーダーの育成 

・自主防犯組織の育成（新規結成及び活動の強化） 

消防機関、民間防

災関係団体（婦人

防火クラブ等） 

・県、町と連携した自主防災組織の育成 

 

第３ 具体的な取組内容 

１ 自主防災組織等の組織化の推進 

自主防災組織が結成されていない地域の組織化を推進する。自主防災組

織の編成に当たっては、以下の点に留意するとともに、地域の実情に応じ

イ 情報の収集・伝達の実施 

ウ 被災者等の安否確認・救助隊との協力・救出・救護の実施 

エ 集団避難の実施 

オ 炊き出し及び救助物資の分配に対する協力 

カ 避難行動要支援者の安全確立等 

 

※避難行動要支援者 

災害時には、高齢者や障がい者、妊産婦、乳幼児・児童、日本語に不

慣れな外国人等は被害を受けやすく、こうした人を本計画では「要配慮

者」とし、その中で自力避難が困難で避難に当たって特に支援を要する

人を「避難行動要支援者」としています。 

 

 

 

 

第２ 自主防災組織の育成  

１ 育成すべき防災組織 

(1) 住民防災組織 

各地区の区長・自治会・町内会長等を中心に、地域の実情にあった防災

組織の育成及び指導・協力を図るものとする。 

(2) 事業所等の防災組織 

特に小企業における自主防災体制の確立を支援する。 

 

 

第３ 地区防災計画の策定 ※第７節へ移動 

(1) 取組方針 

地区防災計画の策定を通し、自助・共助による地域の自発的な防災活

動の促進やボトムアップ型の地域防災力の向上を図るよう努める。 

(2) 役割 
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て最も有効と考えられる単位で組織編成を行う。 

(1) 既存のコミュニティである町内会や自治会等を活用して結成す

る。なお、それらの規模が地域防災活動の単位として大きすぎる場合

は、更にブロック分けするなど既存の地域コミュニティを生かした

単位にする必要がある。（特に、都市部においてはマンション居住者

による自治会等への参加が必要不可欠である。） 

(2) 昼夜間及び休日・平日等においても支障のないよう組織を編成す

る。 

 

２ 活動の充実・強化 

町は、以下に示すような自主防災組織の指導・育成を図る。 

 

(1) 自主防災組織の結成の

促進 

(結成への働きかけ、支援等) 

 

(2) 自主防災組織の育成・支

援 

(リーダー研修の実施、防災訓練の支援

等) 

 

(3) 活動のための環境整備 (資機材及び訓練用の場所等の整備等) 

 

町は、自主防災組織の育成に関する取組を実施するとともに、県と連携

して、自主防災組織の活動において中心的役割を担う者を育成するよう努

める。１組織に複数のリーダーを置くことを目指し、女性のリーダーの育

成にも努める。 

 

機関名等 役 割 

県(危機管理防災

部) 

・地区防災計画の策定に係る情報提供等 

町 ・地区居住者等に対し、提案手続等の周知 

・地区防災計画の策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 第３節 民間防火組織の育成強化 

 

地域社会においては、住民一人ひとりが常に防火防災に関心を持ち、日頃

第３節 民間防火組織の充実 

１ 民間防火組織の目的と活動内容 

   地域社会においては、住民一人ひとりが常に防火防災に関心を持ち、日
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から出火防止、初期消火、避難、応急救護などの知識を身につけておくこと

が必要である。そこで、防火防災意識の高揚と知識の普及を図るため、民間

の防火組織として、地域に密着した防火クラブ等の組織づくりを促進するも

のとする。 

 

頃から出火防止、初期消火、避難、応急救護などの知識を身につけておく

ことが必要である。そこで、防火防災意識の高揚と知識の普及を図るため、

民間の防火組織として、地域に密着した防火クラブ等の組織づくりを促進

するものとする。 

 

29 第４節 事業所等の防災体制の充実 

第１ 取組方針 

 

大規模な災害が発生した場合には、町内の事業所等における組織的な初期

対応が被害の拡大を防ぐうえで重要である。特に、自主防災組織の構成員で

ある地域住民が昼間町外へ通勤して不在のケースも考えられる。そのため、

立地する事業所等の防災組織の育成指導を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 事業所等の防災体制の充実 

第１ 全体計画 

１ 基本的な考え方 

大規模な災害が発生した場合には、町内の事業所等における組織的な初期

対応が被害の拡大を防ぐうえで重要である。特に、自主防災組織の構成員で

ある地域住民が昼間町外へ通勤して不在のケースも考えられる。そのため、

立地する事業所等の防災組織の育成指導を図る。 

 

２ 防災組織の整備 

町は、事業所等における自主的な防災組織の整備の促進を目的として、

県をはじめ各関係機関との間で協力体制の確立に努めるとともに、防災パ

ンフレットを配布するなど組織整備の支援、指導及び助成に努める。 

(1) 一般事業所 

町は、各事業所における自主防災体制の確立を支援するとともに、地元

地域への貢献という意味からも事業所と協議のうえ、地域の自主防災組織

として位置づけて、連携を図るものとする。 

(2) 危険物施設 

町は、危険物施設の管理者に対し事故予防規定等の制定や防災組織の活

動等に対し必要な助言指導を行い、自主的な防災組織の充実を図る。また、

高圧ガスは、爆発性、可燃性、毒性等の特性を持っている。これらの特殊

性から災害時には、一般住民の援助は期待が困難であり、また、消防機関

の活動にも限界がある。したがって専門的知識を有する高圧ガス関係業界

が地域的な防災組織を結成し、相互に補完して防災体制の確立を図ること

が極めて重要である。このため、高圧ガス関係保安団体に対し、防災活動

に関する技術、防災訓練の実施等に関し、指導・助言を行い、その育成強
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第２ 役割 

１ 事業所等 

機関名等 役割 

町 ・企業に対する指導・助言の実施 

・事業継続力強化支援計画の策定 

商工会・商工会議所 ・事業継続力強化支援計画の策定 

企業、社会福祉施設、

病院等 

・災害時に重要業務を継続するための事業継続

計画（BCP）の策定 

・事業継続マネジメント（BCM）の推進 

・防災体制の整備、防災訓練、事業所の耐震化、

各計画の点検・見直し等の実施 

・コンピュータシステムやデータのバックアッ

プ対策の実施 

化を図るものとする。 

(3) 集客施設 

 町は、学校、病院及び公民館等利用者が多く出入りする施設に対し、防

火管理者を主体に自主的な防災組織の育成指導を図るものとする。 

(4) 高層建築物 

町は、高層建築物（消防法第 8条の 2 高さ 31ｍを超える建物）の管理

者に対し、防災組織の活動等について助言・指導を行い自主的な防災組織

の充実を図るものとする。 

 (5) 関係機関への協力体制の確立 

災害対策組織の末端における防災活動の円滑な実施を図るため、自主的

防災組織の整備を促進して、民間協力機構の充実を図るとともに、以下に

掲げる機関の協力体制の確立に努めるものとする。 

ア 民生委員・児童委員・赤十字奉仕団及び区長・自治会長会 

イ 農林商工関係団体 

ウ その他公共的団体及び町民団体 
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２ 危険物等関連施設 

機関名等 役割 

町（一部の高圧ガス

等は県（危機管理防

災部）） 

・危険物等関連施設の管理者に対し、事故予防

規程等の制定や防災組織の活動等の助言・指

導の実施 

 

３ 集客施設等（学校、病院その他） 

機関名等 役割 

町 ・学校、病院及び公民館等不特定多数の人が出

入りする施設の管理者に対する指導・助言の

実施 

学校等 ・防災計画及び業務継続計画の策定 

 

４ 高層建築物 

機関名等 役割 

町 ・高層建築物（消防法第８条の２ 高さ３１ｍを

超える建物）の管理者に対する防災組織の活

動等についての助言・指導の実施 

 

第３ 具体的な取組内容 

１ 企業等における防災教育 

事業所や病院、社会福祉施設等の防災上重要な施設の防災担当者は、社

会的な位置づけを十分認識し、従業者に対して防災研修や防災教育を積極

的に実施していくことが必要である。 

町は、防火管理者講習会や危険物取扱者保安講習会等を通じて、これら

事業所等の従業員に対する防災教育を推進する。 

 

２ 企業等における防災体制の充実 

町は、各企業が設置する自衛消防隊と連携を図り、被害の拡大を防止す
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る。 

企業は、災害時に企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、

事業の継続、地域貢献・地域との共生）を十分に認識し、自らの自然災害

リスクを把握するとともに、リスクに応じた、リスクコントロールとリス

クファイナンスの組み合わせによるリスクマネジメントの実施に努める

ものとする。具体的には、各企業において災害時に重要業務を継続するた

めの事業継続計画（BCP）を策定するよう努めるとともに、防災体制の整

備、飲食物・物資等の備蓄、防災訓練の実施、事業所の耐震化、損害保険

等への加入や融資枠の確保等による資金の確保、予想被害からの復旧計画

策定、各計画の点検・見直し、燃料・電力等の重要なライフラインの供給

不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取組

を継続的に実施するなど事業継続マネジメント（BCM）の取組を通じて、

防災活動の推進に努めるものとする。特に、食料、飲料水、生活必需品を

提供する事業者や医療機関など災害応急対策等に係る業務に従事する企

業等は、国及び地方公共団体が実施する企業等との協定の締結や防災訓練

の実施等の防災施策の実施に協力するよう努めるものとする。 

また、企業は、各企業が属する地域における防災力の向上を図るため、

自主防災組織等の地域住民と共同し、防災訓練の実施や要配慮者の避難支

援体制への協力等、自発的な防災活動の推進に努めるものとする。さらに、

災害により屋外移動が危険な状況であるときに従業員等が屋外を移動す

ることのないよう、テレワークの実施、時差出勤、計画的休業など不要不

急の外出を控えさせるための適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 

町、商工会・商工会議所は、中小企業等による事業継続力強化計画に基

づく取組等の防災・減災対策の普及を促進するため、連携して、事業継続

力強化支援計画の策定に努めるものとする。 

 

３ 危険物等関連施設の防災対策 

町（一部の高圧ガス等は県）は、危険物等関連施設の管理者に対し事故

予防規定等の制定や防災組織の活動等に対し助言・指導を行い、自主的な

防災組織の充実を図る。 
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事業者は、危険物等関係施設が所在する地域の浸水想定区域や土砂災害

警戒区域等の該当性並びに被害想定の確認を行うとともに、確認の結果、

風水害により危険物等災害の拡大が想定される場合は、防災のため必要な

措置の検討や、応急対策にかかる計画の作成等の実施に努めるものとす

る。 

 

４ 学校等の防災計画 

学校等においては、多数の園児、児童及び生徒を混乱なく、安全に避難

させ、身体及び生命の安全を確保するために、外部の専門家や保護者等の

協力の下、学校等の実態に即した適切な防災計画を立てる。 

 

＜公立学校等＞ 

(1) 防災計画 

災害が発生した場合に園児、児童及び生徒の生命の安全を確保する

ため防災計画を作成する。この計画の作成に当たっては、公立小中学

校管理規則、県立高等学校管理規則及び県立特別支援学校管理規則に

従って計画される学校の防火及び警備の計画との整合を図る。 

なお、学校等の立地条件及び施設・設備を点検し、自校（園）の弱

点を知り、それに応じた防災計画を作成する。 

(2) 防災組織 

学校等においては、防災組織の充実強化を図る。その際、国、県及

び町並びに防災機関の防災組織との連携を図り、二次災害の発生に対

しても、その機能を十分発揮できる防災組織とする。 

(3) 防火管理 

災害に伴う二次災害を防止するため防火管理に万全を期する。 

ア 日常点検の実施 

職員室、給食調理室、理科室及び家庭科室等の火気使用場所並び

に器具を点検する。なお、消火用水及び消火器等についても点検す

る。 

イ 定期点検の実施 
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消火器具、屋内消火栓設備、火災報知機設備、避難器具、避難誘

導灯及び貯水槽等の器具並びに設備等については、精密に機能等を

チェックする。 

(4) 防災教育 

学校等における防災教育は安全教育の一環としてホームルーム

や学校行事を中心に、教育活動の全体を通じて行う。特に避難、発

災時の危険及び安全な行動の仕方について、児童生徒の発達段階に

即した指導を行う。 

ア 学校行事としての防災教育 

防災意識の全校的な高揚を図るため、避難訓練を行う。 

また、防災専門家や災害体験者の講演、地震体験車等による地

震擬似体験、ＡＥＤ研修等のほか、防災教育拠点（県防災学習セ

ンター等）や地域の防災訓練での体験学習を実施する。 

さらに、学校における消防団・水防団・自主防災組織・防災士

等が参画した体験的・実践的な防災教育の推進に努める。 

イ 教科目による防災教育 

社会科や理科の一環として、地震災害の発生の仕組み、現在の

防災対策、災害時の正しい行動及び災害時の危険等についてビデ

オ教材等を活用した教育を行う。 

また、地域における防災施設や設備の見学・調査などを通じて、

身の回りの環境を災害の観点から見直すことにより、防災を身近

な問題として認識させる。 

ウ 教職員に対する防災研修 

災害時の教職員のとるべき行動とその意義、児童生徒に対する

指導要領、負傷者の応急手当の要領、火災発生時の初期消火要領、

被災した児童生徒の心のケア及び災害時に特に留意する事項等

に関する研修を行い、その内容の周知徹底を図る。 

＜私立学校＞ 

上記「公立学校」に準じた措置を講じるものとする。 
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32 第５節 地区防災計画の策定 

第１ 取組方針 

地区防災計画の策定を通し、自助・共助による地域の自発的な防災活

動の促進やボトムアップ型の地域防災力の向上を図るよう努める。 

 

第２ 役割 

機関名等 役 割 

県(危機管理防災

部) 

・地区防災計画の策定に係る情報提供等 

町 ・地区居住者等に対し、提案手続等の周知 

・地区防災計画の策定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 第６節 適切な避難行動に関する普及啓発 

第１ 取組方針 

避難行動の妨げとなる正常性バイアス（自分が経験したことのない危険や

脅威を過小評価する傾向）等を理解し、適切な避難を行うための普及啓発を

行う。 

 

第２ 役割 

機関名等 役 割 

町 ・正常性バイアス等に関する普及啓発 

町民 ・正常性バイアス等の正しい理解と適切な避難行動の

実施 

 

第３ 具体的な取組内容 

１ 町民向けの普及啓発 

町民が避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対

する危険性の認識、正常性バイアス等を克服し、避難行動を取るべきタ

イミングを逸することなく適切な行動がとれるよう、町は、正常性バイ
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アス等の知識を教える防災教育や避難訓練の実施等、普及啓発に努める

ものとする。 

 

33 第４章 体制整備 
第１節 緊急輸送ネットワーク 

第１ 緊急輸送道路の指定 

（略） 

町緊急輸送道路 

種  別 道 路 名 道 路 解 説 

第二次緊急輸送道路 

（埼玉県） 

東松山越生線 

ときがわ坂戸線 

地域内の防災拠点などを連絡する

路線とする。 

 

第２ （略） 

 

第３ 緊急輸送道路の安全点検 

平時から緊急輸送道路に面する落下対象物、ブロック塀等及び自動販売

機の地震に対する安全性を確保するため、沿道のブロック塀、看板、歩道

の路面状態について点検を行うものとする。 

 

第４ 応急復旧資機材の整備 

平時から応急復旧資機材の整備を行う。必要に応じて町内土木建設業者に

より協力を得て調達するものとする。 

 

図 1-4-1 道路網図 （図略） 

第４章 体制整備 
第１節 緊急輸送ネットワーク 

第１ 緊急輸送道路の指定 

（略） 

町緊急輸送道路 

種  別 道 路 名 道 路 解 説 

第二次緊急輸送道路 
東松山越生線 

ときがわ坂戸線 

地域内の防災拠点などを連絡する

路線とする。 

 

第２ （略） 

 

第３ 緊急輸送道路の安全点検 

平常時より緊急輸送道路に面する落下対象物、ブロック塀等及び自動販

売機の地震に対する安全性を確保するため、沿道のブロック塀、看板、歩

道の路面状態について点検を行うものとする。 

 

第４ 応急復旧資機材の整備 

平常時より応急復旧資機材の整備を行う。必要に応じて町内土木建設業者

により協力を得て調達するものとする。 

 

図 1-4-1 道路網図 （図略） 

35 第２節 情報通信施設 

町は、災害や被害等の情報を、迅速かつ的確に収集・伝達・処理すること

ができるように、最新の情報通信技術の進展の成果及び過去の災害時の教訓

等を踏まえ、総合的な防災情報システムを構築するものとする。 

第２節 情報通信施設 

現在における主要な通信連絡の手段である有線電話は、大地震による災害

時には、広域に全面的、あるいは局地的に途絶することが予想される。この

ような有線通信途絶時においても、迅速かつ円滑な情報連絡が図れるよう、
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第１ 情報通信設備の安全対策 

災害時に災害情報システムが十分機能し活用できる状態を保つために町、

県及び防災関係機関は、以下の安全対策を講じる。 

１ 非常用電源の確保 

  停電や屋外の活動に備え、無停電電源装置、バッテリー、自家発電設備、

可搬型電源装置等を確保しておくとともに、これらの定期的なメンテナン

スを行うものとする。 

２ 地震動に対する備え 

 情報通信設備が設置される場所については、地震の揺れで転倒しないよ

う免震床に設置するなど、地震動対策を講じる。また、各種機器に転倒防

止措置を施しておくものとする。 

３ システムのバックアップ 

情報通信設備の通信回線は、確実な通信連絡体制確保のため、常に多重

化及びネットワーク化による連携を検討する。また、バックアップシステ

ムを地理的に離れた別の場所に設置するよう努めるものとする。 

 

第２ 情報の収集・分析・加工・伝達体制の整備 

 

 

 

 

 

 

１ 情報の収集体制の整備 

町は、被害に関する情報を迅速かつ正確に把握するため、情報の収集及

び報告に関する責任者、調査員の常設、報告用紙の配布、調査要領、連絡

方法及び現場写真の撮影等の情報収集体制を整備する。 

防災情報連絡体制の整備を図る。 

 

第１ 情報通信設備の安全対策 

災害時に災害情報システムが十分機能し活用できる状態を保つために町、

県及び防災関係機関は、以下の安全対策を講じる。 

１ 非常用電源の確保 

  停電に備え、無停電電源装置、バッテリー、断水時にも機能する自家発

電設備および可搬型電源装置等を確保しておくとともに、これらの定期的

なメンテナンスを行うものとする。 

２ 地震動への備え 

 防災情報システムのコンピュータが設置される場所については、地震の

揺れで転倒しないよう地震の揺れを緩和する免震床を設置したり各種機

器に転倒防止措置を施しておくものとする。 

３ システムのバックアップ化 

防災無線システムを多ルート化し、また、バックアップコンピュータシ

ステムを別の場所に設置するよう努めるものとする。 

 

 

第２ 情報の収集、伝達体制の整備 

災害情報は、災害応急対策の基礎的要件として不可欠のものである。し

かし、有線通信途絶時においては、十分な情報網の確立は困難であり、統

制のとれた効率的な連絡体制の確立を図るよう努めるものとする。また、

町内アマチュア無線局を重要な通信施設として認識し、町との有機的な連

携が図れるよう努めるものとする。 

 

１ 情報の収集 

有線通信途絶時の情報収集の手段を確保するため、町では昭和 61 年か

ら防災行政無線を設置している。この防災行政無線の移動局を、町内の各

地域の主要施設に開局し、本部との連絡を確保するものとする。なお、地
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また、災害情報の統括責任者を選任し、災害情報の収集、報告に当たら

せるものとする。 

なお、地域の被害状況については、地域の自主防災組織に協力を求め、

収集体制の確立を図り、また、町内アマチュア無線局を重要な通信施設と

して認識し、町との有機的な連携が図れるよう努めるものとする。 

 

【資料編 1-4-1「防災行政無線の状況」】 

 

２ 情報の分析・加工体制の整備 

(1) 災害情報の種類 

災害情報 

災害時に取り交わされる情報 

観測情報…地震計等からの情報 

被害情報…物的被害、人的被害、機能被害に関する情

報 

措置情報…県、町、防災関係機関の行う対策に関する

情報 

生活情報…ライフライン等生活に関する情報 

事前に準備すべき情報 

地域情報…地形、地質、人口、建物、公共施設等の情

報 

支援情報…防災組織、対策手順、基準等の情報 

 

(2) 災害情報データベースの整備 

町は、日頃から災害に関する情報を収集蓄積するとともに災害時に活

用できるよう災害情報のデータベース化に努めるものとする。災害情報

のデータベースには、地形、地質、災害履歴、建築物、道路、鉄道、ラ

イフライン、避難所、防災施設等のデータを整備する。 

(3) 災害情報シミュレーションシステムの整備 

域の被害状況については、地域の自主防災組織に協力を求め、収集体制の

確立を図り、統制のとれた連絡網を構築し、緊急情報を迅速に収集できる

よう努めるものとする。 

 

 

 

【資料編 1-4-1「防災行政無線の状況」】 
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町は、上記のデータベースを活用した被害の想定、延焼、避難、救助

救急、復旧に関するシミュレーションシステムを整備に努めるものとす

る。 

(4) 人材の育成 

町は、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図ると

ともに、必要に応じ、専門家を活用できるよう努めるものとする。 

 

３ 情報の共有・伝達体制の整備 

町は、避難所、地域機関、防災活動拠点、地域住民及び事業所等に対し

災害情報等を迅速に伝達する体制を整備する。その際、防災行政無線（戸

別受信機を含む。）、アマチュア無線、タクシー無線、広報車、テレビ（Ｃ

ＡＴＶシステム、データ放送、ワンセグ放送を含む。）、ラジオ（コミュニ

ティＦＭ放送、臨時災害放送局）、ホームページ、スマートフォンアプリ、

登録制メール、緊急速報メール、デジタルサイネージ、ＳＮＳ（Ｘ、フェ

イスブック、ＬＩＮＥ等）、Ｌアラート（災害情報共有システム）、道路情

報表示板、カメラ等による定点観測（道路冠水箇所や河川等）等を有効に

活用する。 

 

４ 防災行政無線等の整備 

町は、防災行政無線（同報系（戸別受信機を含む。）及び移動系）の整

備を推進するとともに、防災情報伝達手段の多重化・多様化を進める。 

また、災害発生時に支障が生じないよう、情報機器の整備点検に努める

とともに、情報伝達訓練を定期的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 情報の伝達 

災害時における情報の伝達は、県などの関係機関に対する通知、要請、

通報等と住民に対する災害状況及び応急対策状況の広報の２種類に区分

され、どちらも極めて重要である。 

まず、県をはじめとする関係機関への通知、要請、通報等にあたっては、

県防災行政無線の通信網によることとする。 

住民に対する広報については、町防災行政無線の固定局、町内の各地域

の主要施設に開局した移動局及び広報車等、あらゆる手段により実施する

ものとする。 

 

 

３ 無線設備のデジタル化整備 

(1) 町防災行政無線のデジタル化整備 

既存の防災行政無線をデジタル化に更新整備を行うとともに、J－ALERT

（全国瞬時警報システム）や自動メール配信機能など多様な情報伝達が行

えるシステム設備の整備を行う。これにより、指定避難所との双方向によ

る情報の収集・伝達を可能なものとする。 

(2) 消防救急無線システムのデジタル化整備 

西入間広域消防組合の消防救急無線は、従来のアナログ通信方式による

音声中心の運用がされてきたが、電波資源の有効利用のため多様なデータ

通信が可能なデジタル通信方式の導入を推進する。 
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37 第３節 ボランティア等の活動支援体制の整備 

（略） 

第１ 支援体制の確保 

１ 災害ボランティアセンターの設置・運営支援 

町は、発災後直ちに社会福祉協議会と連携し、ボランティアの活動拠

点となる災害ボランティアセンターを設置・運営支援をする。 

災害ボランティアセンターは、社会福祉協議会、ボランティア団体等

が主体となり、ボランティアの受入れ、支援ニーズとボランティア活動

のマッチングなどを行う。 

また、町のみではボランティアが不足する場合は、県及び県災害ボラ

ンティア支援センターに支援を要請する。 

 

 

２ 災害ボランティアの支援及び活動環境の整備 

町は、ボランティア団体の支援に取り組むとともに、社会福祉協議会

等関係機関の協力を得て迅速かつ効果的な災害応急活動を行うことがで

きる体制を整備する。 

また、災害時に、社会福祉協議会等関係機関と連携し、ボランティア

を円滑に受け入れるための体制構築に努める。 

 

３ ボランティア関係機関等との情報共有 

町は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、ボランティア関係機関等と

連携し、日頃からボランティア情報の共有化を促進する。 

 

第２ 登録ボランティア 

町は、平時から企業、住民等に対し、県の災害ボランティア登録制度の周

知を図っていくとともに、登録への呼びかけを行い、災害発生に備えるもの

とする。 

災害ボランティアの活動内容は、おおむね次のとおりである。 

第３節 ボランティア等の活動体制 

（略） 

第１ 支援体制の確保 

１ 災害ボランティアセンターの設置 

町は、発災後直ちに社会福祉協議会と連携し、ボランティアの活動拠

点となる災害ボランティアセンターを設置する。 

災害ボランティアセンターは、社会福祉協議会、ボランティアコーデ

ィネーター等が主体となり、ボランティアの受入れ、派遣ボランティア

の種別、人数の振り分けなど被災地におけるボランティアのコーディネ

ート業務を行う。 

また、町のみではボランティアが不足する場合は、県及び県災害ボラ

ンティア支援センターにボランティアの派遣等を要請する。 

 

２ ボランティア活動の環境整備 

町は、ボランティア関係機関等との間に非常用通信ネットワークを構築

するなど、日頃からボランティア関係機関等とのネットワーク化を促進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 登録ボランティア 

１ 災害ボランティア登録及び支援 

町は、県が整備を進める災害ボランティアの登録制度の普及を促進する

とともに、町内在住の個人又はグループの災害ボランティアとしての登録

及び活動を積極的に支援するものとする。 
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１ 一般作業：炊出し、清掃、救援物資の仕分け等 

２ 特殊作業：アマチュア無線による連絡通信、緊急物資の運搬、救急

救助、メンタルケア、介護、外国語通訳、手話、被災建

築物応急危険度判定、災害時動物救護活動等 

３ ボランティアコーディネート業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 活動内容 

ア 一般作業：炊き出し、清掃、救援物資の仕分け等 

イ 特殊作業：アマチュア無線による連絡通信 

緊急物資の運搬 

救急救護 

メンタルケア・介護 

外国語通訳、手話等 

ウ ボランティアコーディネート業務 

(2) 補償制度の確立 

既存のボランティア保険の活用など登録者に対する補償制度を整備し

ていく。 

(3) 研修への協力 

町は、県が登録者に対して実施する研修に対し、必要に応じて協力する

ものとする。 

(4) ボランティアコーディネーター養成への協力 

町は、県が実施する登録者以外のボランティアへの参加をコーディネー

トする人材養成に対し、協力するものとする。 

(5) 災害ボランティア登録制度の周知 

町は、町民に対し、県が進めるボランティア登録制度の周知を図ってい

くとともに、登録への呼びかけを積極的に行う。 

(6) ボランティアセンター設置訓練の実施 

町は、社会福祉協議会などの関係機関と連携を図り、災害時に対応でき

るボランティアセンターの設置訓練(防災訓練時など)を定期的に行う。 

 

２ 県への災害ボランティアの応援要請 

町は、日常から県及び災害ボランティア連絡協議会と連携を図り、災害

時にボランティアが不足した場合に早急にボランティアが確保できるよ

う、体制を整えておくものとする。 
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第３ 公共的団体との協力体制の確立 

１ 協力体制の整備 

（略） 

２ 協力体制の確立 

（略） 

(1) 異常現象、危険な場所等を発見したときに、関係機関に連絡するこ

と。 

(2) 災害時における広報等に協力すること。 

(3) 出火の防止及び初期消火に協力すること。 

(4) 避難誘導及び避難所内での救助に協力すること。 

(5) 被災者の救助業務に協力すること。 

(6) 炊き出し及び救助物資の調達配分に協力すること。 

(7) 被害状況の調査に協力すること。 

（略） 

 

３ 公共的団体との協力体制の確立 

(1) 協力体制の整備 

（略） 

(2) 協力体制の確立 

（略） 

ア 異常現象、危険な場所等を発見したときに、関係機関に連絡するこ

と 

イ 災害時における広報等に協力すること 

ウ 出火の防止及び初期消火に協力すること 

エ 避難誘導及び避難所内での救助に協力すること 

オ 被災者の救助業務に協力すること 

カ 炊き出し及び救助物資の調達配分に協力すること 

キ 被害状況の調査に協力すること 

（略） 

 

39 第４節 消防力の充実 

第１ 取組方針 

町は、消防組合と協力して、地域における消防防災の中核として重要な役

割を果たす消防団の充実強化に向けて、大規模災害時等に備えた消防車両・

資機材・拠点施設の充実、処遇の改善、教育訓練体制の充実、青年層・女性

層をはじめとした幅広い層への入団促進等、活動の活性化を推進し、その育

成を図るものとし、地域住民との交流等を通じ、やりがいを持って活動でき

る環境づくりを進めるよう努めるものとする。また、消防団の活動に関する

普及・啓発活動を実施する。 

 

第２ 消防水利の整備 

町は、火災の延焼拡大の危険が高い地域や消防活動が困難な地域、避難所

周辺等を中心に、耐震性貯水槽や耐震性のある防火水槽の整備、河川やプー

第４節 消防力の充実 

第１ 消防資機材の整備 

消防組合においては、今後災害対策として有効な資機材等の整備を進め

る。 

消防団においては、災害対策に必要な資機材の整備を進める。 

【資料編 1-4-2「消防職員配置状況一覧表」】 

【資料編 1-4-3「消防団員編成一覧表」】 

【資料編 1-4-4「消防車両等の状況一覧表」】 

 

 

第２ 消防水利の整備 

町は、火災の延焼拡大の危険性が高い地域や消防活動が困難な地域、避難

場所周辺等を中心に、耐震性貯水槽や耐震性のある防火水槽を整備する。 
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ル等の自然水利の開発や確保を推進する。 

 

第３ 消防団の充実強化 

１ （略） 

２ 自衛防災組織の育成強化 

火災の公共危険性に鑑み、防火思想の普及徹底と初期消火体制の確立を

目標として、以下により自衛消防力の強化に努めるものとする。 

(1)～(3) （略） 

 

【資料編 1-4-5「消防水利状況一覧表」】 

 

第３ 消防団の充実強化 

１ （略） 

 ２ 自衛防災組織の育成強化 

   火災の公共危険性にかんがみ、防火思想の普及徹底と初期消火体制の確

立を目標として、以下により自衛消防力の強化に努めるものとする。 

(1)～(3) （略） 

 

40 第５節 危険物対策 

第１ 危険物施設 

町及び消防機関は、災害時に関係事業所の管理者、危険物保安統括管理

者、危険物保安監督者及び危険物取扱者等が当該危険物施設の実態に応じ

て、以下の応急措置を講ずるよう指導する。 

１～６ （略） 

 

第５節 危険物対策 

第１ 危険物施設 

町及び消防機関は、震災時に関係事業所の管理者、危険物保安統括管理

者、危険物保安監督者及び危険物取扱者等が当該危険物施設の実態に応じ

て、以下の応急措置を講ずるよう指導する。 

１～６ （略） 

 

41 第６節 救急救助 

大規模災害の発生時には、多数の傷病者の発生が予想されるため、救急救

助活動の体制を整備し、関係医療機関、防災関係機関と連携し迅速かつ的確

な救急救助活動にあたるものとする。 

 

 

第１ 救急・救助 

１ 救急救助体制の整備 

(1) 町及び消防組合は、消防団詰所及び自主防災組織等における救急救助資

機材の整備を行い、消防団員及び住民等に対する救急救助訓練を定期的に

実施し、消防組合や消防団等を中心とした町内各地域における救急救助体

制の整備を図るものとする。 

第６節 救急救助 

消防機関は、地震時においては広域的に多数の負傷者が発生することが予

想されるので、住民の協力を確保するとともに比企医師会、赤十字、西入間

警察署、医療機関等との協力体制を整え、的確な救急、救助活動にあたるも

のとする。 

 

第１ 救急・救助 

１ 救急・救助体制の整備 

(1) 町は、消防団詰所及び自主防災組織等における救急・救出救助資機材の

整備を行い、消防団員及び住民等に対する救急・救助訓練を定期的に実施

し、消防組合や消防団等を中心とした町内各地域における救急・救出救助

体制の整備を図るものとする。 
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(2) （略） 

２ 傷病者搬送体制の整備 

(1)～(5) （略） 

 

(2) （略） 

２ 傷病者搬送体制の整備 

(1)～(5) （略） 

 

42 第７節 医療救護 

災害発生時には、広域あるいは局地的に、医療、助産及び救急救護を必要

とする多数の傷病者の発生が予想される。このため、災害時における救急救

護の初動体制を確立し、関係医療機関及び各防災関連機関との密接な連携の

下に一刻も速い医療、助産及び救急救護活動を実施する。 

また、自主防災組織等による自主救護活動の体制を整備する。 

 

第１ 医療活動を実施する組織及び役割 

１ 医療救急活動 

(1) 町は、速やかに医療救急体制を整えるとともに、災害の種類、程度に

より町の能力をもってしては十分でないと認められたときは、第一次的

には比企医師会に出動を要請し、第二次的には県（保健医療部）に協力

を要請するものとする。 

(2) 町は、災害救助法適用後、医療救護の必要があると認めたときは、県

（保健医療部）に医療救護について速やかに要請を行う。 

(3) 町は、この計画に定める医療救護の実施について、比企医師会及び県

（保健医療部）と十分協議しなければならない。 

２ 助産救護活動 

(1) 町は、必要に応じ、助産救護体制を整えるとともに、災害の種類、程

度により町の能力をもってしては十分でないと認められたときは、第一

次的には比企医師会に出動を要請し、第二次的には県（保健医療部）に

協力を要請するものとする。 

(2) 町は、災害救助法適用後、助産救護の必要があると認めたときは、県

（保健医療部）に助産救護について速やかに要請を行う。 

(3) 町は、この計画に定める助産救護の実施について、比企医師会及び県

第７節 医療救護 

地震発生時には、広域あるいは局地的に、医療、助産及び救急救護を必要

とする多数の傷病者の発生が予想される。このため、震災時における救急救

護の初動体制を確立し、関係医療機関及び各防災関連機関との密接な連携の

下に一刻も速い医療、助産及び救急救護活動を実施する。 

 

 

第１ 医療活動を実施する組織及び役割 

１ 医療救急活動 

(1) 町長は、速やかに医療救急体制を整えるとともに、災害の種類、程度

により町の能力をもってしては十分でないと認められたときは、第一次

的には比企医師会に出動を要請し、第二次的には県（保健医療部長）に

協力を要請するものとする。 

(2) 町長は、災害救助法適用後、医療救護の必要があると認めたときは、

県（保健医療部長）に医療救護について速やかに要請を行う。 

(3) 町長は、この計画に定める医療救護の実施について、比企医師会及び

県（保健医療部長）と十分協議しなければならない。 

２ 助産救護活動 

(1) 町長は、必要に応じ、助産救護体制を整えるとともに、災害の種類、

程度により町の能力をもってしては十分でないと認められたときは、第

一次的には比企医師会に出動を要請し、第二次的には県（保健医療部長）

に協力を要請するものとする。 

(2) 町長は、災害救助法適用後、助産救護の必要があると認めたときは、

県（保健医療部長）に助産救護について速やかに要請を行う。 

(3) 町長は、この計画に定める助産救護の実施について、比企医師会及び
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（保健医療部）と十分協議しなければならない。 

 

第２ 初期医療体制の整備 

１ 初期医療体制の整備 

町は、以下の項目について体制の整備を図るものとする。 

(1) 救護所の設置 

(2) 医療救護班の編成 

(3) 医療救護班の出動 

(4) 自主防災組織等による自主救護体制の整備 

(5) 医薬品等の備蓄 

２ 自主防災組織等による自主救護体制の整備 

町は、災害時の初期医療をより円滑に行うために、地域の自主防災組織

等が救護所などにおいて軽微な負傷者に対し応急救護活動を行う等、医療

救護班の活動を支援するよう指導するものとする。 

３ （略） 

４ 医療（助産）活動を行う組織 

町は、災害時の医療（助産）活動を実施する組織として、鳩山町保健セ

ンターを主として医療救護班を編成し、これに町内医療機関及び比企医師

会等の協力を得て活動していくものとする。 

５ 医薬品等の備蓄 

町は、地震被害想定結果に基づく人的被害の量を目安とし、災害時の医

療救護活動のための医薬品等を備蓄する。 

 

県（保健医療部長）と十分協議しなければならない。 

 

第２ 初期医療体制の整備 

１ 初期医療体制の整備 

町は、以下の項目について体制の整備を図るものとする。 

(1) 救護所の設置 

(2) 救護班の編成 

(3) 救護班の出動 

(4) 自主防災組織等による自主救護体制の整備 

(5) 備蓄医薬品の種類及び数量の確保 

２ 自主防災組織等による自主救護体制の整備 

町は、災害時の初期医療をより円滑に行うために、地域の自主防災組織

等が救護所などにおいて軽微な負傷者に対し応急救護活動を行う等、救護

班の活動を支援するよう指導するものとする。 

３ （略） 

４ 医療（助産）活動を行う組織 

町は、災害時の医療（助産）活動を実施する組織として、鳩山町保健セ

ンターを主として災害対策本部救助班を編成し、これに町内医療機関及び

比企医師会等の協力を得て活動していくものとする。 

44 第８節 避難対策 

緊急時に際し、危険地域にある住民を安全地域に誘導避難させ、人命被害

の軽減を図るためにその対策の万全を期するものとする。 

また、避難者の健康状態の悪化や避難生活等が原因でなくなる災害関連死

を防ぐため、避難所避難者や避難所外避難者が良好な生活環境を確保できる

よう努めるものとする。 

 

第８節 避難 

（略） 
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第１ 避難計画の概要 

１ 趣旨 

（略） 

２ 留意点 

(1) 住民、行政及び防災関係機関の連携 

町は、避難計画の策定に当たって、住民及び防災関係機関と事前に十

分協議しておく必要がある。また、指定緊急避難場所、指定避難所、避

難経路等について、避難誘導標識等を整備し、外来者等地理不案内な者

に対しても場所がわかるよう配慮するとともに、あらかじめ、住民に周

知を図っておくものとする。 

(2) 都市施設の避難予防対策の推進 

（略） 

(3) 夜間・停電時等の避難への備え 

（略） 

 

第２ 避難計画の策定 

１ 避難計画の策定 

町は、以下の事項に留意して避難計画を作成するとともに、区長会等を

通じて、自主防災組織の確立に努めるものとする。 

また、住民、施設管理者その他の関係機関とともに、地域の実情に応じ

た適切なマニュアルの作成に努め、避難行動要支援者の避難支援について

避難行動要支援者名簿や個別避難計画の作成、福祉避難所の指定等を併せ

て推進する。 

 

(1) 高齢者等避難、避難指示等の判断基準及び伝達方法 

(2) 指定避難所・指定緊急避難場所の名称、所在地、対象地区及び対象人

口 

(3) 指定避難所・指定緊急避難場所への経路及び誘導方法 

(4) 避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項 

第１ 避難計画の概要 

１ 趣旨 

（略） 

２ 留意点 

(1) 住民、行政及び防災関係機関の連携 

  町は、避難計画の策定にあたって、住民及び防災関係機関と事前に十分

協議しておく必要がある。また、指定緊急避難場所、指定避難所、避難経

路等について、避難誘導標識等を整備し、外来者等地理不案内な者に対し

ても場所がわかるよう配慮するとともに、あらかじめ、住民に周知を図っ

ておくものとする。 

(2) 都市施設の避難予防対策の推進 

（略） 

(3) 夜間・停電時等の避難への備え 

（略） 

 

第２ 避難計画の策定 

１ 避難計画の策定 

町は、以下の事項に留意して避難計画を作成するとともに、区長会等を

通じて、自主防災組織の確立に努めるものとする。 

また、避難所の迅速かつ円滑な管理・運営等を図るため県が策定した「避

難所の運営に関する指針」に基づき、住民、施設管理者、その他の関係機

関とともに、地域の実情に応じた適切なマニュアルの作成に努める。この

場合、避難行動要支援者の避難支援プランの作成や福祉避難所の指定等を

併せて推進する。 

(1) 避難の勧告又は指示を行う基準及び伝達方法 

(2) 避難場所の名称、所在地、対象地区及び対象人口 

 

(3) 避難場所への経路及び誘導方法 

(4) 避難場所開設に伴う被災者救援措置に関する事項 
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（略） 

(5) 避難所の管理・運営に関する事項 

（略） 

(6) 広域避難場所等の整備に関する事項 

（略） 

(7) 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

ア （略） 

イ （略） 

(ｱ)～(ｶ) （略） 

(ｷ) 避難行動要支援者への対応 

(ｸ) （略） 

【資料編 1-4-2 避難所運営マニュアル】 

 

 

２ 避難計画策定への協力 

町は、災害時に避難所等として活用される可能性のある県有施設につい

て、県と協議し、町の作成する避難計画における県有施設の位置付け、管

理・運営方法等を取り決めておくものとする。 

 

３ 防災上重要な施設の避難計画 

病院、工場、危険物保有施設その他防災上重要な施設の管理者は、以下

の事項に留意して避難計画を作成し、避難の万全を期するものとする。 

 

 

 

 

 

 

(1) 病院において患者を他の医療機関又は安全な場所へ集団的に避難さ

（略） 

(5) 避難場所の管理・運営に関する事項 

（略） 

(6) 広域避難場所等の整備に関する事項 

（略） 

(7) 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

ア （略） 

イ （略） 

(ｱ)～(ｶ) （略） 

(ｷ) 避難行動要支援者 

(ｸ)（略） 

【資料編 1-4-6 避難所運営マニュアル】 

 

 

２ 避難計画策定への協力 

町は、災害時に避難所として活用される可能性のある県有施設につい

て、県と協議のうえ、非常時に避難所として利用できるよう管理・運営方

法等を取り決めておくものとする。 

 

３ 防災上重要な施設の避難計画 

学校、病院、工場、危険物保有施設及びその他防災上重要な施設の管理

者は、以下の事項に留意して避難計画を作成し、避難の万全を期するもの

とする。 

(1) 学校においては、それぞれの地域の特性等を考慮したうえでの避難場

所、経路、時期及び誘導並びにその指示伝達の方法等 

(2) 義務教育の児童生徒を集団的に避難させる場合に備え、学校及び教育行

政機関においては、避難地の選定、収容施設の確保並びに教育、保健、衛

生及び給食の実施方法等 

(3) 病院において患者を他の医療機関又は安全な場所へ集団的に避難させ
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せる場合において、収容施設の確保、移送の実施方法等 

 

(2) 高齢者、障がい者及び児童福祉施設等においては、それぞれの地域の

特性等を考慮した上で避難の場所、経路、時期及び誘導並びに収容施設

の確保、給食等の実施方法等 

(3) 不特定多数の人間が出入りする都市施設においては、それぞれの地域

の特性や人間の行動、心理の特性を考慮した上で、避難所、経路、時期

及び誘導並びに指示伝達の方法等 

(4) （略） 

 

４ 公立学校等の避難計画 

学校等は、長時間にわたって多数の園児、児童及び生徒の生命を預かる

ため、常に安全の確保に努め、状況に即応し的確な判断のもとに統一のと

れた行動がとれるようにする。以下の事項を参考に避難誘導マニュアルを

策定し、教職員はその運用に精通しておくとともに、日頃から避難訓練を

実施し園児、児童、生徒に災害時の行動について周知しておく。 

なお、町地域防災計画に基づき、消防組合、警察署、町及び自治会等と

密接な連携のもとに、安全の確認に努めるとともに、避難所等については、

保護者に連絡し周知徹底を図る。 

(1)・(2) （略） 

 

５ 私立学校等の避難計画 

町は、私立学校等が、「４ 公立学校等の避難計画」に準じて自主的に

避難計画を作成するよう助言するものとする。 

 

６ 要配慮者の安全確保 

高齢者、障がい者、外国人、幼児等いわゆる要配慮者は、身体面又は情

報面のハンディキャップから迅速な行動がとれず、また、避難生活におい

ても不自由を強いられることから災害対策においてきめ細かな配慮が必

る場合において、収容施設の確保、移送の方法、保健、衛生及び入院患者

に対する実施方法等 

(4) 高齢者、障害者及び児童福祉施設等においては、それぞれの地域の特性

等を考慮したうえで避難の場所、経路、時期及び誘導並びに収容施設の確

保、保健、衛生及び給食等の実施方法等 

(5) 不特定多数の人間が出入りする都市施設においては、それぞれの地域の

特性や人間の行動、心理の特性を考慮したうえで、避難所、経路、時期及

び誘導並びに指示伝達の方法等 

(6) （略） 

 

４ 学校等の避難計画 

学校等においては、多数の園児、児童及び生徒を混乱なく、安全に避難

させ、身体及び生命の安全を確保するために、学校等の実態に即した適切

な避難対策をたてる。 

 

 

 

 

 

(1)・(2) （略） 

 

 

 

 

 

５ 要配慮者の安全確保 

高齢者、障害者、外国人、幼児等いわゆる要配慮者は、身体面又は情報面

のハンディキャップから迅速な行動がとれず、また、避難生活においても不

自由を強いられることから災害対策においてきめ細かな配慮が必要である。 
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要である。 

町では、福祉関係団体、自主防災組織及び住民等の連携により、要配慮

者のうち自力で避難困難な避難行動要支援者支援体制を確立するととも

に、避難行動要支援者の状況、特性等に応じた防災対策が的確に講じられ

るよう、個別かつ専門的な支援プランの作成に努める。 

 

第３ 指定緊急避難場所・避難路・指定避難所の選定と確保 

１ 指定緊急避難場所の指定 

町は、地震、洪水、内水氾濫、がけ崩れ、土石流、地滑り、大規模火

災などの災害が発生した際に、切迫した危険回避又は住民の一時集合・

待機場所として使用するため、指定緊急避難場所（大規模火災を避ける

ために指定する広域避難場所を含む。）を指定し、必要に応じて見直す。 

また、指定緊急避難場所の誘導標識を設置する場合は、日本産業規格

に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避

難場所であるかを明示するよう努めるものとする。 

【指定緊急避難場所の指定基準】 

(1) 地震以外の災害を対象とする避難場所は、次のア～ウの条件を

満たすこと。 

(2) 地震を対象とする避難場所については、次のア～オの全ての条

件を満たすこと。 

ア 災害発生時に迅速に避難場所の開放を行うことが可能な管理

体制等を有していること。 

イ 他の法律等により指定される危険区域外に立地しているこ

と。 

ウ 周辺等に災害が発生した場合に人の生命及び身体に危険を及

ぼすおそれのある物がない場所に位置すること。 

エ 耐震基準を満たしており、安全な構造であること。 

オ 地震に伴う津波や火災に対応するため、災害に対して安全な

町では、福祉関係団体、自主防災組織及び住民等の連携により、要配慮者

のうち自力で避難困難な避難行動要支援者支援体制を確立するとともに、避

難行動要支援者の状況、特性等に応じた防災対策が的確に講じられるよう、

個別かつ専門的な支援プランの作成に努める。 

 

 

第３ 避難所及び避難路の確保 

１ 指定緊急避難場所の指定 

町は、地震、洪水、内水氾濫、がけ崩れ、土石流、地滑り、大規模火

災などの災害が発生した際に、切迫した危険回避又は、住民の一時集合・

待機場所として使用するため、指定緊急避難場所（大規模火災を避ける

ために指定する広域避難場所を含む。）を事前に選定確保する。 

 

 

 

【指定緊急避難場所の指定基準】 

(1) 切迫した状況において、速やかに開設される管理体制を有し

ていること。 

(2) 他の法律等により危険区域や更なる災害発生のおそれがない

地域に立地していること。 

(3) 耐震基準を満たしており、安全な構造であること。 

(4) 地震の揺れに対し、危険を及ぼす建築物や工作物等がないこ

と。 
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構造を有していること 

 

２ 広域避難場所の指定 

町は、指定緊急避難場所のうち、火災の延焼による危険性が高い密集

市街地の住民を対象に、大規模火災を避けるために指定するものを「広

域避難場所」とし、次の基準を目安に地域の実情に応じてあらかじめ選

定確保する。 

(1) 面積10ha以上とする。（面積10ha未満の公共空地でも、避難可

能な空地を有する公共施設その他の施設の用に供する土地と一

体となって面積10ha以上となるものを含む。） 

(2) 避難者1人当たりの必要面積は、おおむね３.５㎡以上とす

る。 

(3) 要避難地区の全ての住民を収容できるよう配慮する。 

(4) 木造建築物の割合は、総面積の２％未満であり、かつ、散在

していなければならない。 

(5)～(7) （略） 

 

 

 

 

 

３ 避難路の確保 

広域避難場所を指定した場合は、市街地状況に応じ、次の基準で避難

路を選定し確保するよう努めるものとする。 

(1) 避難路は、幅員15ｍ以上の道路又は幅員10ｍ以上の緑道とす

る。 

(2) 避難路は、相互に交差しないものとする。 

(3) 避難路沿いには、火災・爆発等の危険の大きな工場がないよ

 

 

２ 広域避難場所の指定 

町は、指定緊急避難場所のうち、火災の延焼による危険性が高い密集

市街地の住民を対象に、大規模火災を避けるために指定するものを「広

域避難場所」とし、次の基準を目安にあらかじめ選定確保する。 

 

(1) 面積10ha以上とする。（面積10ha未満の公共空地でも、避難可

能な空地を有する公共施設その他の施設の用に供する土地と一

体となって面積10ha以上となるものを含む） 

(2) 避難者1人当たりの必要面積は、おおむね２㎡以上とする。 

(3) 要避難地区のすべての住民を収容できるよう配慮する。 

(4) 木造建築物の割合は、総面積の２％未満であり、かつ散在し

ていなければならない。 

(5)～(7) （略） 

 

 

３ 避難所 

町は、地震災害時において、主に近隣住民が避難する面積1ha以上の避

難所を選定し、確保するものとする。 

 

第４ 避難路の選定と確保 

広域避難場所を指定した場合は、市街地状況に応じ、次の基準で避難路

を選定し確保するよう努めるものとする。 

１ 避難路は、幅員15ｍ以上の道路又は幅員10ｍ以上の緑道とす

る。 

２ 避難路は、相互に交差しないものとする。 

３ 避難路沿いには、火災・爆発等の危険の大きな工場がないよう
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う配慮する。 

(4) 避難路の選定に当たっては、住民の理解と協力を得る。 

(5) 避難路については、複数の道路を選定する等周辺地域の状況

を勘案して行う。 

 

 

４ 指定避難所の指定 

町はあらかじめ指定避難所(避難生活に特別な配慮が必要な住民を収容

する福祉避難所を含む。本計画で「避難所」と示すものは「指定避難

所」のこととする。)を指定し、住民に周知しておくものとする。 

指定避難所の指定基準は、おおむね次のとおりとする。なお、浸水す

る可能性のある場所は、水害時には避難所としないことを基本とし、そ

のことを平時から住民に周知する。 

(1) 原則として、大字（又は自治会）又は学区を単位として指定するこ

と。 

(2) 原則として、耐震・耐火構造の公共建物等（学校、公民館等）を指

定すること。 

(3)～(5) （略） 

(6) 発災後、被災者の受入れや物資等の配布が可能な施設であること。 

(7) 物資等の運搬に当たる車両の入・出庫が比較的容易な場所にあるこ

と。主要道路等との緊急搬出入アクセスが確保されていること。 

(8) 環境衛生上、問題のないこと。 

※ 指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理者との

間で事前に指定避難所運営に関する役割分担等を定めるよう努める

ものとする。 

※ 福祉避難所にあっては、要配慮者の円滑な利用を確保するための措

置が講じられており、また、災害が発生した場合において要配慮者

が相談等の支援を受けることができる体制が整備され、主として要

配慮する。 

４ 避難路の選択に当たっては、住民の理解と協力を得て選定す

る。 

５ 避難路については、複数の道路を選定する等周辺地域の状況を

勘案して行う。 

 

第５ 指定避難所の指定 

１ 町はあらかじめ指定避難所(避難生活に特別な配慮が必要な住民を

収容する福祉避難所を含む。)を指定し、住民に周知しておくものと

する。 

２ 指定避難所の指定基準は、おおむね次のとおりとする。 

 

 

(1) 原則として、大字（又は自治会）又は学区を単位として指定す

る。 

(2) 耐震・耐火構造の公共建物等（学校、公民館等）を利用する。 

 

(3)～(5) （略） 

(6) 発災後、速やかに開設し、被災者の受入れや物資等の配布が可

能な施設であること。 

(7) 物資等の運搬に当たる車両の入・出庫が比較的容易な場所にあ

ること。主要道路等との緊急搬出入アクセスが確保されているこ

と。 

(8) 二次災害などのおそれがないこと、立地条件や建物構造等を考

慮し、安全性が十分確保されていること。 

(9) 環境衛生上、問題のないこと。 
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配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されるもの

を指定するものとする。特に、要配慮者に対して円滑な情報伝達が

できるよう、多様な情報伝達手段の確保に努めるものとする。 

 

５ 指定避難所における生活環境の確保 

(1) 指定避難所に指定する建物は、耐震性を確保するとともに、あらかじ

め避難所内の空間配置図、レイアウト図などの施設の利用計画を作成

し、換気、照明、避難者のプライバシーの確保等避難生活が良好に保た

れるよう配慮するものとする。 

 

 

 

 

 

(2) 指定避難所には、食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、

マスク、消毒液、段ボールベッド、パーティション、炊き出し用具、毛

布等避難生活に必要な物資や感染症対策に必要な物資等の備蓄に努め

る。また、備蓄品の調達に当たっては、要配慮者、女性、子供にも配慮

する。 

(3) 貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マット、簡易ベッド、

非常用電源、ガス設備、テレビ、ラジオ、衛星携帯電話・衛星通信を活

用したインターネット機器類の通信機器等のほか、空調、洋式トイレな

ど、要配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努める。特に、簡易トイ

レ、トイレカー、トイレトレーラー等のより快適なトイレの設置に配慮

するよう努めるものとする。 

(4) 指定避難所は、避難の長期化に応じた避難所環境の整備に努めるとと

もに、電源や燃料容量の拡大や多重化（非常用電源の配備、系統電源以

外の電源確保、再生可能エネルギーの導入など）を含む停電対策に努め

る。 

 

 

 

 

 

３ 避難所に指定した建物については、早期に耐震診断等を実施し、安全

性を確認・確保するとともに、被災者のプライバシーの確保や生活環境

を良好に保つよう努めるものとする。 

 

 

４ 地域内の公立小中学校等を避難所として指定したときは、食料の備蓄

や必要な資機材、台帳等を整備するなど、避難所機能の強化を図るもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

５ 避難所に仮設トイレ等を備蓄するとともに、その設置及び利用方法等

を熟知しておく。 
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(5) 指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、専門家・ＮＰ

Ｏ・ボランティア等との定期的な情報交換や避難生活支援に関する知見

やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努める。 

 

【避難所環境の整備・電源や燃料の多重化例】 

（表略） 

 

 

 

 

 

６ 避難所運営計画の策定 

町は、避難所運営計画の見直しを行い、実効性の高い計画とするよう

特に以下の点に留意する。 

(1) 避難所の開設手順（夜間、休日等を中心に） 

(2) 避難所単位での物資・資機材の備蓄 

(3) 避難所の管理・運営体制 

(4) 福祉避難所の設置 

(5) 災害対策本部との情報連絡体制 

(6) 避難長期化の場合の教育活動との共存及び教職員と町職員の役割分

担 

(7) 被災者の自立支援 

なお、指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住

民票の有無等に関わらず適切に受け入れられるよう、地域の実情や他の

避難者の心情等について勘案しながら、あらかじめ受け入れる方策につ

いて定めるよう努める。 

 

７ 住民への周知 

町は、指定緊急避難場所、指定避難所、避難経路等について、避難誘導

 

 

 

 

 

 

６ 町は、避難所として活用する可能性のある県有施設（県立学校等）の管

理者と協議し、管理・運営方法等を取り決めておくものとする。 

７ 避難行動要支援者のための福祉避難所についても、福祉関連施設管理者

等と協議し、指定に努めるものとする。 
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標識等を整備し、外来者等地理不案内な者に対しても場所がわかるよう配

慮するとともに、あらかじめ、次のことについて住民に周知を図っておく

ものとする。 

(1) 指定緊急避難場所や指定避難所の場所、避難経路、災害危険箇所等

（浸水想定区域、土砂災害警戒区域等、雪崩危険箇所等）の所在、家庭

動物の受入れ方法 

(2) 命に危険が迫る緊急避難の場合は、携帯品を、貴重品、若干の食料、

最低限の身の回り品等、避難に支障を来たさない最小限度のものにする

こと。 

(3) 夜間又は停電時の避難に備え、日頃から懐中電灯、非常灯などを準備

すること。 

 

なお、指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等への避

難を基本とするものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全を

確保することができる場合は、住民自らの判断で「屋内安全確保」を行う

ことや、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所等への避難がか

えって危険を伴う場合は、高所への移動、近傍の堅固近傍の堅固な建物へ

の退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避その他の緊急

に安全を確保するための措置となる「緊急安全確保」を行うべきことにつ

いて、住民等への周知徹底に努める。 

 

８ 避難所管理・運営マニュアルの作成 

町は、災害時における避難所の迅速かつ円滑な管理・運営等を図るため

県が策定した「避難所の運営に関する指針」及び「ジェンダー視点による

避難所開設・運営の充実強化のための標準手引き」に基づき、住民、施設

管理者、その他関係機関とともに、地域の実情に応じた適切なマニュアル

の作成に努めることとする。 

【資料編 1-4-2「避難所運営マニュアル」】 
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第６ 他都道府県からの避難者の受入 

町は、大規模災害時において、他都道府県知事等から避難者の受入れに

ついて要請があった場合は、町に避難してきた者を収容し保護するための

避難所を選定し、確保するものとする。 

避難所の選定基準はおおむね次のとおりとする。 

(1) 他都道府県から避難してくる者の地域コミュニティを維持できるよ

う大人数を収容できる施設を優先する。 

(2) 耐震・耐火構造の建物等を利用する。 

 

第６ 他都道府県からの避難者の受入 

町は、大規模災害時において、他都道府県知事から避難者の受入れにつ

いて要請があった場合は、町に避難してきた者を収容し保護するための避

難所を選定し、確保するものとする。 

(1) 避難所の選定基準はおおむね次のとおりとする。 

ア 他都道府県から避難してくる者の地域コミュニティを維持できるよ

う大人数を収容できる施設を優先する。 

イ 耐震・耐火構造の建物等を利用する。 

 

52 第９節 物資の供給体制 

災害発生直後の住民生活を確保するため、食料、生活必需品、飲料水、応

急給水資器材、防災用資機材、医薬品等の備蓄及び調達等の供給体制の整備

を進める。 

 

第１ 食料の備蓄及び調達体制の整備【総務課・産業振興課・給食センター】 

 

１ 備蓄、調達計画の策定 

町は、食料の備蓄数量、品目、場所、輸送方法等を定めた備蓄計画及び

災害時の調達先企業や団体、輸送方法、輸送先物資拠点等を定めた調達計

画を策定し更新する。 

 

２ 食料の備蓄 

(1) 備蓄の基本方針 

災害発生直後は、平時には予測できない流通機能等の混乱が予想される

ため、備蓄数量は、避難者用を町と県でそれぞれ１.５日分（合計３日分）

以上、災害救助従事者用を３日以上とする。 

なお、町民備蓄は最低３日間（推奨１週間）分を目標とする。 

 

第９節 物資の供給体制 

災害発生直後の住民生活を確保するため、食料、生活必需品、応急給水資

器材及び防災用資機材等の備蓄ならびに調達体制の整備を進める。 

 

 

第１ 食料の備蓄ならびに調達体制の整備（総務課・産業振興課・給食センタ

ー） 

 

 

 

 

 

１ 食料の備蓄 

(1) 備蓄の基本方針 

災害発生直後は、平常時には予測できない流通機能等の混乱が予想され

るため、概ね 3日分の食料を町、県、町民がそれぞれ分担して備蓄する。 

この内訳は、以下に示すとおりである。 

避  難  者 ：町 1.5 日分・県 1.5日分（合計 3日分）、町民 3日分

（推奨 1週間分） 
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(2) 食品給与対象者 

災害時の食品給与の対象者は、り災者、避難者及び災害救助従事者と

する。 

(3) 計画の目標 

町は、地震被害想定調査で予測した「関東平野北西縁断層帯地震（破

壊開始点：北、冬 18 時、風速８m/s）」の避難者数が 462 人（うち避難

所避難者 277人、避難所外避難者 185人）であることを踏まえ、避難者

数の想定を 500人とし、目標数を以下のとおりとする。 

 

頂    目 避難者 災害救助従事者 

供給対象者 500 人 300人 

1 人日当たり給与

食数 
3 食 3食 

備蓄目標数 

500 人×1.5 日×3 食/

人日 

＝2,250食 

300 人×3 日×3 食/人

日 

＝2,700食 

合計備蓄目標数 4,950食 

※乳児用粉ミルク又は液体ミルクについては、以下の算出式に基づき

備蓄するものとする。 

500人×0歳人口比率×1人 1 日当たり必要量 

（乳幼児粉ミルクは 140g、乳幼児液体ミルクは 1L） 

 

(4) 備蓄品目 

備蓄品目は、保存期間が長く調理不要で、要配慮者や食物アレルギーを

持つ者等、多様なニーズに加えて、メニューの種類、栄養バランスについ

ても配慮したものとする。 

【例】 

災害救助従事者 ：町 3日分・県 3日分 

(2) 食品給与対象者 

災害待の食品給与の対象者は、り災者、避難者及び災害救助従事者と

する。 

(3) 計画の目標 

町長は、次のり災人口を目標に食品備蓄計画を樹立するものとする。 

 

 

 

 

頂    目 
り災者・避難者 

災害救助従事者 
一般食 乳児食 

供給対象者 570人 30人 300人 

延供給対象者(1.5 日

分) 
855人 45人 450人 

1日あたり給与食数 3食 － 3食 

延給与食数(1.5日分) 2,565食 － 1,350食 

 

 

 

 

 

(4) 備蓄品目 

備蓄品としては保存期間が長くかつ調理不要の品目が望ましいため、以

下のような品目に努める。 

 

 



鳩山町地域防災計画 新旧対照表 

68 

 

ア 主食品（アルファ米、缶入りパン、ビスケット、カップ麺等） 

イ 乳児食（粉ミルク、液体ミルク、離乳食等） 

ウ 要配慮者向けの食品（レトルトがゆ、アレルギー対応食品等） 

エ その他の食品（保存水、缶詰、レトルト食品等） 

 

(5) 要配慮者への配慮 

乳幼児、高齢者、障がい者等の要配慮者の健康状況には、特別の配慮

が必要であるため、口への入れやすさや消化に良い食事等についても配

慮し、食料の備蓄に努める。 

 

(6) 備蓄の実施 

町は、備蓄計画に基づき食料を購入、更新、処分等するものとし、毎

年１回、物資の備蓄等の状況を公表するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 ３ 食品の調達 

(1) 調達の基本方針 

町は、食品の調達に関する計画の策定に当たっては、被災者想定に基

づく必要数量等を把握した上で、調達先、調達数量、輸送方法、その他

必要事項について、生産者、販売者及び輸送業者等と十分協議し、その

協力を得て実効性の確保に努めるものとする。 

 

(2) 調達体制の整備 

町は、調達計画に基づき、食料の生産、販売の企業、団体と協議し、

ア 主食品……アルファ米、乾パン、ビスケット、ドライフーズ麺等 

イ 乳児食……粉ミルク、離乳食等 

ウ その他の食品……保存水、缶詰等 

エ 要配慮者向けの食品……おかゆ、減塩食品等 

 

 

 

 

 

 

(5) 備蓄状況 

平成 25年 4月 1日現在 

品 目 数 量 備 蓄 場 所 

アルファ米 1,656食 

多世代活動交流センター防災倉

庫・今宿コミュニティセンター

脇防災倉庫 

乾パン、ビスケット、乾

麺等 

745食 多世代活動交流センター防災倉

庫 

 

 ２ 食品の調達 

 (1) 事前協議 

町長は、食品の調達に関する計画の策定に当たっては、被災者想定に基

づく必要数量等把握のうえ、調達先、調達数量、輸送方法、その他必要事

項について、生産者、販売者及び輸送業者等と十分協議し、その協力を得

て実効性の確保に努めるものとする。 
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その協力を得るとともに、食料の調達に関する契約及び協定を締結す

る。また、契約や協定を締結した企業、団体等の災害時の担当窓口の把

握に努めるなど継続的な連携を図る。 

 

(3) 米穀の調達 

ア 町は、災害の状況により、米穀販売業者の手持精米のみでは不足す

る場合は、知事に米穀の調達を要請することができる。 

イ 町は、交通通信の途絶、災害地が孤立化等、災害救助法が適用され

応急食料が必要と認める場合は、あらかじめ知事から指示されている

範囲で、農林水産省生産局又は関東農政局に対し、「米穀の買入れ・

販売等に関する基本要領」（平成 21年 5月 29日付け 21総食第 113号

総合食料局長通知）に基づき政府所有米穀の緊急引渡しを要請し供給

するものとする。 

 

(4) その他の食品の調達 

町は、米穀以外の食品の給与を行う必要が生じたときは、あらかじめ

策定した計画に基づいて調達を行うものとするが、なお不足を生ずる場

合は、知事に食品の調達を要請することができる。 

 

第２ 生活必需品の備蓄及び調達体制の整備【総務課・長寿福祉課・産業振興

課】 

１ 備蓄、調達計画の策定 

生活必需品の備蓄、調達は、原則として町が行い、県はそれを補完する

ものとする。 

町は、生活必需品の備蓄数量、品目、場所、輸送方法等を定めた備蓄計

画及び災害時の調達先企業や団体、輸送方法、輸送先物資拠点等を定めた

調達計画を策定し更新する。 

 

２ 生活必需品の備蓄 

 

 

 

 

(2) 米穀の調達 

ア 町長は、災害の状況により、米穀販売業者の手持精米のみでは不足す

る場合は、知事に米穀の調達を要請することができる。 

イ 町長は、交通通信の途絶、災害地が孤立化等、災害救助法が発動され

応急食料が必要と認める場合は、あらかじめ知事から指示されている範

囲で、農林水産省生産局又は関東農政局に対し、「米穀の買入れ・販売

等に関する基本要領」（平成 21 年 5 月 29 日付け 21 総食第 113 号総合

食料局長通知）に基づき政府所有米穀の緊急引渡しを要請し供給するも

のとする。 

 

(3) その他の食品の調達 

町長は、米穀以外の食品の給与を行う必要が生じたときは、あらかじめ

策定した計画に基づいて調達を行うものとするが、なお不足を生ずる場合

は、知事に食品の調達を要請することができる。 

 

第２ 生活必需品の備蓄ならびに調達体制の整備（総務課・健康福祉課・産業

振興課） 

 

 

 

 

 

 

 

１ 生活必需品の備蓄 
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(1) 生活必需品の給(貸)与対象者 

災害時の生活必需品の給(貸)与対象者は、災害によって住家に被害を受

け、日常的に欠くことのできない生活必需品を喪失又は棄損し、かつ、物

資の販売機構の混乱により、資力の有無にかかわらず、生活必需品を直ち

に入手することができない状態にある者とする。 

 

(2) 目標数量 

備蓄数量は、避難者用を町と県でそれぞれ１.５日分（合計３日分）以

上とし、地震被害想定調査で予測した「関東平野北西縁断層帯地震（破壊

開始点：北、冬 18 時、風速８m/s）」による建物全壊棟数、火災による焼

失等数を考慮した数を目標数とする。 

なお、町民備蓄は最低３日間（推奨１週間）分を目標とし、必要量の算

出式の例を以下に示す。 

項目 算出式 

毛布 避難者数×１人当たり必要枚数２枚 

乳児・小児用おむ

つ 

避難者数×０～２歳児人口比率×１人１日当たり

必要量８枚 

大人用おむつ 
避難者数×必要者割合（0.005）※1×１人１日当た

り必要量８枚 

携帯トイレ・簡易

トイレ 

避難者数×上水道支障率※2×１人１日当たり使用

回数５回 

トイレットペーパ

ー 

避難者数×１人１日当たり必要量 0.18巻※3 

生理用品 
避難者数×12～51歳女性人口比率×１人７日間当

たり必要量 30枚×１/７※4×１/４※5 

※１ 避難者のうち要介護の高齢者の割合を想定したもの 

※２ 断水人口の想定割合 

※３ 経済産業省生産動態統計による販売量及び総務省人口推計による試算 

(1) 実施主体 

原則として町が行い、県はそれを補完するものとする。 

(2) 生活必需品の給(貸)与対象者 

災害時の生活必需品の給(貸)与対象者は、災害によって住家に被害を受

け、日常的に欠くことのできない生活必需品を喪失又は棄損し、しかも物

資の販売機構の混乱により、資力の有無にかかわらず、生活必需品を直ち

に入手することができない状態にある者とする。 

 

(3) 目標数量 

町長は、被害想定に基づく最大り災人数 300人分に相当する数量を目標

とする。 
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※４ 生理期間における１日当たりの必要量を求めたもの 

※５ 生理期間を４週に１回と想定したもの 

 

(3) 備蓄品目 

生活必需品として、以下のような品目の備蓄に努める。このほか、乳児

や高齢者等の要配慮者及び女性に配慮した物資等についても備蓄に努め

る。 

【例】 

・毛布、タオル ・下着、靴下 ・簡易食器 ・懐中電灯 ・ラップフ

ィルム 

・おむつ（子ども用、大人用） ・生理用品 ・石鹸   ・ウェット

ティッシュ 

・使い捨てトイレ、簡易トイレ、マンホールトイレ、トイレ衛生用品 

・更衣室等ボックス、避難所シート、簡易間仕切り、簡易ベッド 

・マスク、防塵マスク、消毒液 

 

 

(4) 備蓄の実施 

町は、備蓄計画に基づき生活必需品を購入、更新、処分等するものとし、

毎年１回、物資の備蓄等の状況を公表するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 生活必需品の調達 

(1) 調達体制の整備 

 

 

(4) 備蓄品目 

生活必需品として、以下のような品目の備蓄に努める。このほか、乳児

や高齢者等の要配慮者及び女性に配慮した物資等についても備蓄に努め

る。 

ア 寝具 

イ 外衣 

ウ 肌着 

エ 身回り品 

オ 炊事用具 

カ 食器 

キ 日用品 

ク 光熱材料 

ケ 簡易トイレ・マンホール対応型トイレ 

 

(5) 備蓄状況 

平成 25年 4月 1日現在 

品  目 数 量 備 蓄 場 所 

毛    布 300枚 役場防災倉庫 

簡易トイレ 327個 鳩山小学校防災倉庫 

タオルケット 300枚 
多世代活動交流センター防災倉

庫 

肌着セット 300個 鳩山小学校防災倉庫 

 

２ 生活必需品の調達 

 (1) 生活必需品の調達先 
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町は、調達計画に基づき、生活必需品の生産、販売の企業、団体と協議

し、その協力を得るとともに、生活必需品の調達に関する契約及び協定を

締結する。 

また、契約や協定を締結した企業、団体等の災害時の担当窓口の把握に

努めるなど継続的な連携を図る。 

 

(2) 生活必需品の輸送計画 

調達計画に基づき、鳩山町商工会及び生活必需品の生産、販売の企業、

団体と協議し、その協力を得るとともに、生活必需品の輸送に関して、業

者と協定の締結に努めるものとする。 

また、契約や協定を締結した企業、団体等の災害時の担当窓口の把握に

努めるなど継続的な連携を図る。 

 

 

 

 

 

第３ 飲料水の供給体制の整備及び生活用水の確保手段の整備【上下水道課】 

１ 飲料水の供給体制の整備 

(1) 応急給水の対象者 

応急給水活動の対象者は、り災者及び災害によって上水道施設が被害

を受け、給水が停止した世帯及び緊急を要する病院等の医療機関とす

る。 

【飲料水の供給基準】 

ア 対象 

災害により水道、井戸等の給水施設が破壊され、あるいは飲料水が

枯渇し、又は汚染し、現に飲料に適する水を得ることができない者 

イ 供給量 

生活必需品の調達先は、【資料編 1-4-7「生活必需品等調達（予定）先一

覧表」】による。 

 

 

 

 

(2) 生活必需品の輸送計画 

町長は、生活必需品の備蓄ならびに調達計画に基づき、鳩山町商工会及

び販売業者と十分に協議し、生活必需品の輸送に関して、業者と協定の締

結に努めるものとする。 

 

 

 

(3) 災害救助法が適用された場合の生活必需品の費用の限度額 

【資料編 1-4-8「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費

弁償の基準」】 

 

第３ 応急給水資器材の備蓄ならびに及び調達体制の整備（上下水道課） 

 

１ 応急給水の対象者 

応急給水活動の対象者は、り災者及び災害によって上水道施設が被害

を受け、給水が停止した世帯及び緊急を要する病院等の医療機関とす

る。 
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災害発生時から３日目までは、１人１日約３Ｌ、４日目以後は約２

０Ｌを目標とする。これは、飲料水及び炊事のための水を合計したも

のである。 

 

(2) 目標数量 

被害想定に基づく最大断水人口 2,334人分と想定し、被災後の時間経

過に伴って次の水量を目標とする。 

 

災害発生からの期間 目標数量 水 量 の 根 拠 

災害発生から 

3日 
3 Ｌ/人・日 生命維持に最小限必要な水量 

災害発生から 

10日 
20Ｌ/人・日 

炊事、洗面、トイレなど最低生

活水準を維持するために必要な

水量 

災害発生から 

21日 

100Ｌ/人・

日 

通常の生活で不便であるが、生

活可能な必要水量 

災害発生から 

28日 

250Ｌ/人・

日 
ほぼ通常の生活に必要な水量 

 

 

(3) 応急給水資器材の備蓄、調達体制の整備 

町は、断水世帯想定に基づく必要数量等に基づき、給水拠点の整備及

び応急給水資機材の備蓄数量、災害時における調達数量、品目、調達先、

輸送方法並びにその他必要事項等及び応急給水資機材の備蓄並びに調

達体制を整備する。 

【品目】 

・給水タンク 

 

 

 

 

２ 1日あたり目標数量 

被害想定に基づく最大断水人口約 2,100 人（被害箇所数:12 箇所×1

被害当たり世帯数:50世帯×平均世帯人数:3.5人）と想定し、被災後の

時間経過に伴って次の水量を目標とする。 

 

災害発生からの期間 目標数量 水 量 の 根 拠 

地震発生から 

3日 
3 ℓ／人・日 生命維持に最小限必要な水量 

地震発生から 

10日 
20 ℓ／人日 

炊事、洗面、トイレなど最低生

活水準を維持するために必要な

水量 

地震発生から 

15日 

100 ℓ／人・

日 

通常の生活で不便であるが、生

活可能な必要水量 

地震発生から 

21日 

250 ℓ／人・

日 
ほぼ通常の生活に必要な水量 

 

３ 応急給水資器材調達計画 

町長は、非常災害時における応急給水資器材の必要量を調達保有する計

画を樹立するものとする。 
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・ウォーターバルーン 

・非常用飲料水袋（ポリ袋） 

・その他 

【備蓄場所】 

・浄水場 

・配水場 

・防災倉庫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 検水体制の整備 

町は、井戸、プール、防火水槽、ため池、沈殿池、河川など比較的汚

染の少ない水源について、飲用の適否を調べるため、事前及び災害時に

水質検査が行える検水体制を整備しておくものとする。 

 

(5) 災害用井戸の整備 

町は、応急給水に万全を期すため、水確保手段の一つとして、災害用

井戸（災害時に汲み上げた水を飲料水や生活用水として直接又は職員等

を通じて住民へ提供できる井戸）の整備を地域の実情に応じて検討す

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 備蓄状況 

平成 25年 1月 1日現在 

資  器  材 容 量 保管個数 保管場所 

給 水 タ ン ク 2,000ℓ 2基 水道課 

ポ リ 容 器 20ℓ 60個 水道課 

非常用飲料水袋 10ℓ 1,000枚 総務課 

給 水 ボ ト ル 15ℓ 10個 総務課 
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る。 

 

２ 生活用水の確保手段の整備 

町は、トイレ洗浄、清掃、風呂、シャワー、洗濯水などの用途に欠かせ

ない生活用水について、受水槽、給水タンク、貯水槽及び災害用井戸の整

備など、確保手段の多様化に努める。 

災害用井戸の整備に当たっては、個人や事業者が管理する井戸の活用を

検討する。 

 

第４ 防災用資機材の備蓄及び調達体制の整備【総務課】 

１ 備蓄、調達計画の策定 

防災用資機材の備蓄、調達は、原則として町が行い、県はそれを補完す

るものとする。 

町は、防災用資機材の備蓄数量、品目、場所、輸送方法等を定めた備蓄

計画及び災害時の調達先企業や団体、輸送方法、輸送先物資拠点等を定め

た調達計画を策定し更新する。 

 

 

 

 

２ 防災資機材の備蓄 

(1) 目標数量 

各避難所の収容人数を目安とする。 

(2) 備蓄品目 

備蓄品目は、防災用や災害従事者用の資機材とし、以下のような品目

の備蓄に努める。 

【例】 

・救助用資機材（バール、ジャッキ、のこぎり等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 防災用資機材の備蓄（総務課） 

防災用資機材を用いて行う救助活動等は発災直後に行わなければなら

ないため、必要な資機材を備蓄するほか町内業者の協力を得て確保するも

のとする。 

 

 

 

 

(1) 実施主体 

原則として町が行い、県はそれを補完するものとする。 

 

１ 備蓄品目 

(1) 発電機 

(2) 投光機 

(3) 救助用資機材（バール、ジャッキ、鋸等） 

(4) 移送用具（自転車、バイク、担架、ストレッチャー等） 

(5) テント 
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・移送用具（自転車、バイク、担架、ストレッチャー等） 

・道路、河川、下水道などの応急復旧活動に必要な資機材 

・ろ水機 ・発動発電機 ・投光機 ・炊飯器 ・テント ・ブルー

シート ・土のう袋 

・避難所用資機材（看板、表示板、レイアウト図） 

・携帯電話用充電器 

 

(3) 備蓄場所 

防災用資機材を用いて行う救助活動は、災害発生直後に行わなければ

ならないため、防災用資機材は、即確保できるよう分散配置されている

ことが望ましい。このため、町は、自主防災組織や自治会単位で備蓄場

所を整備していくものとし、次の場所に備蓄を行う。 

・役場防災倉庫 

・中央公民館別館倉庫 

・各小中学校防災倉庫 

・多世代活動交流センター防災倉庫 

・今宿コミュニティセンター脇防災倉庫 

・泉井交流体験エリア防災倉庫 

・その他避難所等の倉庫 

 

(4) 備蓄の実施 

町は、備蓄計画に基づき、防災用資機材を購入、更新、処分等する。 

 

(5) 調達体制の整備 

町は、調達計画に基づき、防災用資機材の生産、販売の企業、団体と

協議し、その協力を得るとともに、防災用資機材の調達に関する契約及

び協定を締結する。 

また、契約や協定を締結した企業、団体等の災害時の担当窓口の把握

 

 

 

 

 

 

 

２ 備蓄場所 

(1) 役場防災倉庫 

(2) 鳩山小学校防災倉庫 

(3) 多世代活動交流センター防災倉庫 

(4) 今宿コミュニティセンター脇防災倉庫 
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に努めるなど継続的な連携を図る。 

 

第５ 医療救護資機材、医薬品の供給体制の整備【町民健康課（保健センター）】 

１ 医療救護資機材、医薬品の供給体制の整備 

(1)～(3) （略） 

(4) 備蓄場所 

ア 保健センター 

イ 防災備蓄倉庫 

２ 医療救護資機材、医薬品の備蓄及び調達計画の策定 

町は、被害想定に基づく人的被害の数量及び現状での医療機関における

ストックの状況等を把握し、災害時の医療及び助産活動のための医療救護

資機材、医薬品の備蓄並びに調達計画を策定しておくものとする。 

３ 医療救護資機材、医薬品の備蓄 

町は、「２ 医療救護資機材、医薬品の備蓄及び調達計画」に基づき、

災害時の医療及び助産活動のための医療救護資機材、医薬品の備蓄、更新

及びメンテナンスを行う。 

４ 医療救護資機材、医薬品の調達体制の整備 

町は、「２ 医療救護資機材、医薬品の備蓄及び調達計画」に基づき、

災害時の医療及び助産活動のための医療救護資機材、医薬品の調達に関

し、県、近隣市町村及び関係業者と十分に協議し、調達体制の整備を行う。 

 

第６ 石油類燃料調達の確保【総務課】 

（略） 

 

第７ 物資調達・輸送に関する体制の整備 

町は、あらかじめ備蓄・調達・輸送体制を整備し、必要な物資の供給の

ための計画を定めておくとともに、新物資システム（B-PLo）を活用し、

備蓄物資や物資拠点の登録に努めるものとする。特に、交通の途絶等によ

り地域が孤立した場合でも食料・飲料水・医薬品等の救援物資の緊急輸送

 

 

第５ 医療救護資機材、医薬品の供給体制の整備（健康福祉課） 

１ 医療救護資機材、医薬品の供給体制の整備 

(1)～(3) （略） 

(4) 備蓄場所 

ア 保健センター 

イ 防災備蓄倉庫 

２ 医療救護資機材、医薬品の備蓄並びに調達計画の策定 

町長は、被害想定に基づく人的被害の数量及び現状での医療機関におけ

るストックの状況等を把握し、災害時の医療及び助産活動のための医療救

護資機材、医薬品の備蓄並びに調達計画を策定しておくものとする。 

３ 医療救護資機材、医薬品の備蓄 

町長は、2の医療救護資機材、医薬品の備蓄並びに調達計画に基づき、

災害時の医療及び助産活動のための医療救護資機材、医薬品の備蓄、更新

及びメンテナンスを行う。 

４ 医療救護資機材、医薬品の調達体制の整備 

町長は、2の医療救護資機材、医薬品の備蓄並びに調達計画に基づき、

災害時の医療及び助産活動のための医療救護資機材、医薬品の調達に関

し、県、近隣市町村及び関係業者と十分に協議し、調達体制の整備を行う。 

 

第６ 石油類燃料調達の確保（総務課） 

（略） 
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が可能となるよう、無人航空機等の輸送手段の確保に努めるものとする。 

 

第８ 迅速な物資供給 

町は、物資拠点や避難所までの輸送方法などをあらかじめ調整する。 

 

第９ 物資調達・輸送に関する訓練の実施 

町は、平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確認を

行うとともに、災害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請

手続等の確認を行うよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 第１０節 帰宅困難者対策 

町内には鉄道駅はないが、路線バス等を利用して町外に通勤・通学してい

る町民が多いと同時に、町外から通勤・通学している人もおり、災害の発生

時間によっては数多くの帰宅困難者が発生するおそれがあるため、町は、こ

れらの人々に適切な対応を図る。 

 

第１ 帰宅困難者の定義 

地震などの大規模災害が発生した場合、鉄道やバス等の公共交通機関の運

行が停止する等のため、外出先で足止めされることとなる。帰宅困難者とは、

これらの者のうち、徒歩により自宅に帰ろうとした場合、自宅までの距離が

長距離であるために帰宅が困難となる者をいう。 

 

第２ 帰宅困難者数の把握 

地震被害想定によると、町で帰宅困難者数が最も多くなるのは、関東平野

北西縁断層帯地震（破壊開始点：北）で、平日 12 時の帰宅困難者が最も多

く、2,354人に上るものと想定されている。 

 

第３ 帰宅困難者対策の普及啓発 

第１０節 帰宅困難者対策 

町では、町外に通勤・通学している町民が多いと同時に、町外から通勤・

通学している人もおり、地震の発生時間によっては数多くの帰宅困難者が発

生するおそれがあるため、これらの人々に適切な対応を図る。 

 

 

第１ 帰宅困難者の定義 

地震などの大規模災害が発生した場合、鉄道やバス等の交通機関の運行が

停止する等のため、外出先で足止めされることとなる。帰宅困難者とは、徒

歩により自宅に帰ろうとした場合、自宅までの距離が長距離であるために帰

宅が困難となる者をいう。 

 

 

 

 

 

 

第２ 帰宅困難者等への啓発 
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１ 町民への啓発 

(1) 帰宅困難者の一斉帰宅を抑制するため、「むやみに移動を開始しない」

基本原則の周知徹底及び災害用伝言ダイヤル 171 や災害用掲示板等を

利用した安否等の確認方法について普及啓発を行う。 

(2) 「自らの安全は自ら守る」ことを基本とし、次の点を実行するよう普

及啓発する。 

ア 徒歩帰宅に必要な装備（帰宅グッズ）の準備、家族との連絡手段

及び徒歩帰宅経路の事前確認をすること。 

イ 災害時の行動は、状況を確認して、無理のない計画を立案、実施

すること。 

２ 企業等への要請 

職場や学校あるいは、大規模集客施設などで帰宅困難となった従業員や

顧客等に対し適切な対応を行えるよう、次の点を要請する。 

(1) 施設の安全化 

(2) 災害時のマニュアルの作成 

(3) 飲料水、食料の確保 

(4) 情報の入手手段の確保 

(5) 従業員等との安否確認手段の確保 

(6) 災害時の水、食料や情報の提供 

(7) 仮宿泊場所等の確保 

 

 

 

 

 

第４ 一時滞在施設の確保 

町は、公共施設や民間施設を問わず、帰宅が可能となるまで待機場所がな

い者を一時的に滞在させるための施設（一時滞在施設）を確保するものとし、

一時滞在施設の設営マニュアル等を整備し、一時滞在施設を支援するものと

(1) 町民への啓発 

ア 帰宅困難者の一斉帰宅を抑制するため、「むやみに移動を開始しない」

基本原則の周知徹底及び災害用伝言ダイヤル 171 や災害用掲示板等を

利用した安否等の確認方法の PR 

イ 「自らの安全は自ら守る」ことを基本とし、次の点を実行するよう啓

発する。 

・ 徒歩帰宅に必要な装備（帰宅グッズ）の準備、家族との連絡手

段、徒歩帰宅経路の事前確認 

・ 災害時の行動は、状況を確認して、無理のない計画を立案、実施

すること 

(2) 企業等への要請 

職場や学校あるいは、大規模集客施設などで帰宅困難となった従業員や

顧客等に対し適切な対応を行えるよう、次の点を要請する。 

ア 施設の安全化、災害時のマニュアルの作成、飲料水、食料や情報の

入手手段の確保 

イ 災害時の飲料水、食料や情報提供、仮泊場所等の確保 

 

 

 

 

 

第３ 帰宅困難者に対する支援 

帰宅困難者を支援するため、コンビニエンスストアや外食店舗、ガソリン

スタンド等が一時休憩所として利用できるよう要請する。 
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する。 

一時滞在施設は、公共施設や民間施設を問わず、幅広く安全な施設を確保

する。 

一時滞在施設には、飲料水、食料、幟旗、看板等の必要な物資を備蓄する。

また、公衆無線 LANなど通信環境の整備に努めるものとする。 

なお、一時滞在施設に備蓄を確保できない場合は、物資拠点等からの備蓄

物資の提供方法をあらかじめ決めておくものとする。 

 

第５ 企業等における対策 

企業等は、自社従業員等に対して、帰宅困難者に対する基本原則である「む

やみに移動を開始しない」の周知徹底及び「災害用伝言ダイヤル（171）」や

携帯電話事業者の災害用伝言板等を利用した家族等との安否確認方法につ

いて普及啓発を行う。 

また、自社従業員等との安否確認手段を確保する。 

自社従業員等を一定期間留めるために、飲料水、食料等の備蓄、災害時の

マニュアル作成や情報の提供などの体制整備に努める。 

企業等は、訪問者や利用者が事業所内で被災した場合において、自社従業

員等と同様の保護ができる対策を検討、実施する。その場合には、自己の管

理下で保護できない場合もあることを想定して対応を検討する。 

また、留まった従業員が可能な範囲で、地域の応急・復旧活動にも参加す

るよう努める。 

 

第６ 学校における対策 

学校は、発災時に児童・生徒等の安全確保、保護に万全を期すとともに、

保護者が帰宅困難者となって、保護者による児童・生徒等の引き取りが困難

な場合や、生徒等の帰宅が困難な場合に備えて、一定期間校舎内に留める対

策を講じる必要がある。このため、作成された防災マニュアルを常に見直す

など体制整備に努める。 

また、災害時における学校と保護者との連絡方法についてあらかじめ定め
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ておく。 

 

第７ 帰宅支援施設の充実 

県は、帰宅支援ステーションの拡大・拡充を図るため、「災害時における

帰宅困難者支援に関する協定」等を締結していることから、これらの取組を

有効に活用するとともに、施設提供者への支援等を関係機関と検討する。 

 

第８ 訓練の実施 

「むやみに移動を開始しない」という基本原則を確認する待機訓練、一定

期間が経過し道路等の安全が確保された後の徒歩帰宅訓練等を実施するこ

とにより、対策の検証をする。また、訓練を通して関係機関等との連携を図

るとともに、帰宅困難者に対する総合的な支援方策を検討する。 

 

第９ 帰宅困難者への情報提供 

１ 取組方針 

帰宅困難者に対して、適切な判断・行動を可能にするための交通情報・被

害情報等の提供を行う。 

 

２ 具体的な取組内容 

帰宅困難者に対して交通情報や県内の被害状況等の情報を伝達するとと

もに、以下の手段を例に家族等の安否確認のための手段を確保する。 

(1) 徒歩帰宅者の誘導、簡易地図等の配布 

(2) ホームページ、メール、防災行政無線等による情報提供 

(3) 緊急速報メールによる情報提供 

【帰宅困難者に伝える情報例】 

・被害状況に関する情報（震度分布、建物被害、火災、人的被害、ライ

フライン被害等） 

・鉄道等の公共交通機関に関する情報（路線ごとの運行情報、復旧見通
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し、代替交通機関の情報等 

・帰宅に当たって注意すべき情報（通行不能箇所、大規模火災箇所、規

制情報等） 

・支援情報（帰宅支援ステーションの開設状況、一時滞在施設の開設状

況等） 

 

第１０ 一時滞在施設の開設・運営 

１ 取組方針 

県、町、路線バス事業者等が連携し、帰宅困難者を収容する一時滞在施設

を開設する。 

 

２ 具体的な取組内容 

(1) 一時滞在施設の開設 

地震の発生により、路線バス等が運行停止し、停留所周辺に滞留者が

発生した場合、停留所周辺の混乱を防止し帰宅が可能となるまで待機場

所がない者を一時的に滞在させるため、一時滞在施設を開設する。 

一時滞在施設を開設したときは、滞留者や徒歩帰宅者に対し、安全な

待機場所であることをわかりやすく表示する。一時滞在施設の開設・運

営については、「第２編―第２章―第 12節 避難」を準用する。 

【一時滞在施設の運営の流れ】 

(ア) 建物の被害状況の把握や、施設の安全性の確認 

(イ) 施設内の受入れスペースや女性用スペース、避難行動要支援者等

のためのスペース、立入禁止区域等の設定 

(ウ) 施設利用案内等の掲示 

(エ) 電話、特設公衆電話、FAX 等の通信手段の確保 

(オ) 町等へ一時滞在施設の開設報告 

※一時滞在施設の開設運営に当たっては、事後に災害救助法による費

用の支弁を求めることを考慮し、避難所の運営開設に準じて、書類・
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帳票等を一時滞在施設に整備、保存しておくことが望ましい。 

 

(2) 一時滞在施設への誘導 

一時滞在施設に帰宅困難者を迅速かつ安全に誘導又は案内をする。ま

た、一時滞在施設まで安全に誘導するため、地元警察署の協力を得る。 

 

(3) 一時滞在施設の運営 

一時滞在施設に受け入れた帰宅困難者に対し、必要に応じ飲料水、食

料等を提供する。 

町は、交通機関の復旧情報や道路の被災、復旧に関する情報など帰宅

の可否を判断できる情報を適宜一時滞在施設に提供する。 

一時滞在施設の管理者は、町から提供された情報などを受け入れた帰

宅困難者に提供する。運営に当たっては、共助の点から、施設内の帰宅

困難者に運営スタッフとして、あるいはその補助者として参画してもら

うことも有用である。 

 

(4) 一時滞在施設の閉鎖 

一時滞在施設の閉鎖に際しては、災害発生後概ね３日程度が経過し、

道路等の安全が確保されていること、公共交通機関が運行を再開してい

ること、あるいは行政が帰宅困難者に帰宅を促す対応を始めたこと等

が、一つの判断材料となる。 

一時滞在施設の管理者は、閉鎖に当たっては町と調整をする。管理者

は、安全が確保されている道路、公共交通機関の運行状況や代替輸送の

状況等、可能な範囲で受け入れた帰宅困難者の帰宅を支援する情報を提

供する。 

 

第１１ 帰宅支援 

町は、混乱が収束し道路の啓開等安全が確保された後、帰宅困難者が安全
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に帰宅できるよう支援を実施するため、県が実施する代替輸送における帰宅

困難者の円滑な乗降についての体制整備、避難行動要支援者等の輸送者の安

全確保などに努めるものとする。 

 

63 第１１節 遺体の埋・火葬 

第１ 取組方針 

 

適切に埋葬、火葬を実施することにより、速やかな復旧・復興につなげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 具体的な取組内容 

１ 埋・火葬の実施 

第１１節 遺体の埋・火葬 

第１ 身元が判明しない死体及び引取り手のいない死体の埋・火葬は、町長

が実施する。 

１ 死体埋火葬許可証の発行 

町長は、死体埋火葬許可証を発行する。 

２ 死体の火葬 

(1) 死体を火葬に付す場合は、死体収容所から火葬場に移送する。 

(2) 焼骨は、遺留品とともに納骨堂又は寺院等に一時保管を依頼し、身元が

判明しだい、縁故者に引き渡すものとする。 

(3) 火葬は、広域静苑組合越生斎場で実施する。 

(住所 入間郡越生町大字鹿下 338番地 6  電話番号 049-292-5955) 

３ 死体の埋葬 

収容した死体が多数のため、火葬場で火葬に付すことができない場合

は、寺院その他適当な場所に仮埋葬する。 

仮埋葬した死体は、適当な時期に発掘して火葬に付し、墓地又は納骨堂

に埋蔵又は収蔵する。 

４ 埋・火葬の調整及び斡旋 

身元が判明している死体の埋火葬は、原則として、その遺族・親戚縁者

が行うものとするが、火葬場の損傷、葬祭業者の被災、棺やドライアイス

等の不足から埋・火葬が行えないと認める場合、町は業者や火葬場等の調

整及び斡旋を行う。必要があれば県及び他市町村へ協力を要請する。 

 

第２ 災害救助法を適用した場合の死体の埋・火葬は、次の基準で実施するも

のとする。 
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身元が判明しない遺体又は引き取り手のない遺体の埋・火葬は、次の基

準により町が実施するものとする。 

① 埋・火葬の場所 

埋・火葬は原則として広域静苑組合越生斎場

(住所：入間郡越生町大字鹿下 338番地 6、電話

番号：049-292-5955)で実施する。 

② 町に漂着した遺

体 

遺体が町（災害救助法適用地域外）に漂着し

た場合、町は、遺体の身元が判明している場合、

原則として、その遺族・親戚縁者又は法適用地

の市町村に連絡して引きとらせるものとする

が、法適用地が混乱のため引き取る暇がないと

きは、町は知事の行う救助を補助する立場にお

いて埋・火葬を実施（費用は県負担）するもの

とする。 

③ 罹災地から漂着

してきたと推定

できる遺体 

遺体の身元が判明しない場合で、罹災地から

漂着してきたと推定できる場合には、遺体を撮

影する等記録して前記に準じて実施するものと

する。 

④ 葬祭関係資材の

支給 

棺（付属品を含む。）及び骨つぼ又は骨箱とし、

なるべくその現物をもって支給する。 

 

２ 遺体の埋・火葬の実施 

(1) 遺体を火葬に付す場合は、遺体収容所から火葬場に移送する。 

(2) 焼骨は、遺留品とともに納骨堂又は寺院等に一時保管を依頼し、身元

が判明次第、縁故者に引き渡すものとする。 

 

３ 埋・火葬の調整及びあっせん 

身元が判明している遺体の埋・火葬は、原則として、その遺族・親戚

縁者が行うものとするが、火葬場の損傷、葬祭業者の被災、柩やドライ

アイス等埋火葬資材の不足等から埋・火葬が行えないと認める場合、町

は業者や火葬場等の調整及びあっせんを行う。また、必要に応じて、県

等へ協力の要請を行う。 

なお、火葬場の処理能力を大幅に超える数の遺体が発見・収容された

１ 埋葬は、町内で実施する。 

２ 火葬は、広域静苑組合越生斎場で実施する。 

３ 死体が他の市町村（法適用地域外）に漂着した場合で、身元が判明して

いる場合、原則として、その遺族・親戚縁者又は法適用地の市町村に連絡

して引取らせるものとするが、法適用地が混乱のため引取る暇がない時

は、当該市町村は知事の行う救助を補助する立場において埋火葬を実施す

るものとする。 

４ 死体の身元が判明していない現今で、り災地から漂流してきたと推定で

きる場合には、遺体を撮影する等記録して前記３に準じて実施するものと

する。 

５ 費用・期間等 

(1) 次の範囲内においてなるべく棺又は棺材料等の現物をもって実際に埋・

火葬を実施する者に支給するものとする。 

ア 棺(付属品を含む) 

イ 埋葬又は火葬 

ウ 骨壷又は骨箱 

(2) 支出できる費用の限度額 
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場合には、他市町村等の協力を得て、火葬を実施する。その際の火葬場

までの遺体の搬送については町が負担するものとする。 

 

【資料編 1-4-3「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費

弁償の基準」】 

 

64 第１２節 防疫対策 

第１ 取組方針 

災害による被災者の病原体に対する抵抗力及び衛生環境の低下に対処し、

災害発生時の感染症の蔓延防止のため、防疫体制を確立する。 

 

第２ 役割 

町及び県の役割は次のとおり。 

機関名等 役割 

町（救助衛生部） ・消毒及び害虫駆除の実施  

県 ・消毒の指示及び指導の実施 

・保菌検索の実施 

・患者収容計画の樹立 

 

また、動員計画については下記のとおりとし、情報収集に当たっては、各

行政区から選出されている環境保全委員に協力を求める。 

災害対策本部

の部 
班 名 業   務 動員計画 

救護衛生部 衛生班 防疫及び保健衛生 
地域創生環境課及び

保健センター 5人 

 

 

 

 

第１２節 防疫対策 

 

災害による被災者の病原体に対する抵抗力及び衛生環境の低下に対処し、

伝染病の発生等を予防するとともに、被災者の心身の健康の維持を図る。 

 

第１ 防疫活動 

１ 防疫活動の実施 

町長は、下記組織表に基づき災害時における防疫を迅速かつ適切に実施

する。また、情報収集にあたっては、各行政区から選出されている環境保

全委員に協力を求める。 

町長は、防疫消毒資材及び予防接種資材が不足する場合には、知事にそ

の斡旋を要請する。知事は、町の防疫事業の機能が損なわれたときは、そ

の事業を代執行する。 

 

 

災害対策本部

の部 
班 名 係 名 業   務 動員計画 

救助衛生部 衛生班 衛生係 
防疫及び保健

衛生 

生活環境課 5

人 

 

２ 衛生指導 

町長は、保健所長の指導のもとに、自主防災組織を通じて、住民に対し
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第３ 具体的な取組内容 

県は、次の活動を行い、町は、県の指示を受け、消毒の実施及び害虫駆

除を行う。 

・動員計画に基づいて人員配置、「感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律」に基づく消毒の指示及び班の活動に必要

な予算並びに経理等を行う。 

・災害情報及び患者発生情報を収集し、集計及び分析する。 

・発病状況を調査し、感染症患者の早期発見に努め検体採取を行う。 

・被災市町村及び関係保健所と連絡調整を行い、被災市町村の行う被

災地区の家屋及び避難所等の消毒の指導を行う。 

・感染症患者からの二次感染予防のための保菌検索を行うとともに、

感染経路の調査のため、被災地区の井戸の水質検査等を行う。 

・被災地区の医療機関の状況を把握し収容計画を樹立するとともに、

患者発生に際しては、市町村及び収容施設と連絡調整を行い、迅速

に患者収容を行う。 

 

第４ 防疫用資機材の調達 

災害発生後は、速やかに防疫及び衛生器材の取扱施設の被害状況を把握

する。また、被害状況を迅速かつ的確に把握し、関係機関との連携をとり

ながら、防疫用資機材の調達に努めるものとし、調達が困難なときは、県

に調達のあっせんを要請する。 

 

衛生指導を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 防疫用資機材の調達 

災害発生後は、速やかに防疫及び衛生器材の取扱施設の被害状況を把握

する。また、被害状況を迅速かつ的確に把握し、関係機関との連携をとり

ながら、防疫用資機材の調達に努める。 

 

 

(1) 防疫用資機材の保有状況      平成 24年 4月 1日現在 

資材名 数量 保管場所 保管責任者 

手動噴霧器 10台 役場内備蓄倉庫 生活環境課長 
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(2) 防疫用資機材の備蓄計画 

資材名 数量 保管場所 

動力噴霧器 3台 役場内備蓄倉庫 

 

 

65 第１３節 応急住宅対策 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 取組方針 

災害時の建築物の応急危険度判定等の体制の整備のほか、ブルーシートの

展張等を含む住宅の応急修理、応急仮設住宅の供給のための体制を整備す

る。 

 

第１３節 住宅対策 

（略） 

 

第１ 基本事項 

１ 実施責任者 

応急仮設住宅の設置及び住宅の応急修理は町長が行う。ただし、災害救

助法適用後は応急仮設住宅の設置については、知事が行う。また、住宅の

応急修理は町長が行う。 

２ 工事の施工及び資材の調達 

(1) 工事の施工方法 

応急仮設住宅の設置及び住宅の応急修理は、業者受託の方法により実施

する。 

(2) 建設資材の調達 

応急仮設住宅の設置及び住宅の応急修理に伴う、建設資材等の調達は町

及び業者委託によって実施するが、それが困難な場合には、知事にその調

達を依頼する。 
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第２ 役割 

町の役割は次のとおりとする。 

・被災建築物応急危険度判定、被災宅地危険度判定及び被災度区分判定

の実施体制整備 

・余震等により倒壊のおそれのある建築物等による事故防止のための

広報活動の実施 

・被災建築物の応急措置及び応急復旧に関する技術的な指導・相談等の

運用体制の確立 

・建設型応急住宅用地の選定、確保 

・建設型応急住宅の適地調査の実施 

・応急仮設住宅の入居・管理体制の整備 

 

第３ 具体的な取組内容 

１ 応急措置等の指導、相談 

町は、被災建築物応急危険度判定、被災宅地危険度判定及び被災度区

分判定を行うための体制整備を図るとともに、余震等により倒壊のおそ

れのある建築物等による事故防止のための住民への広報活動等を行う。

また、被災建築物の応急措置及び応急復旧に関する技術的な指導、相談

を行う等の運用体制の確立に努める。 

 

２ 応急仮設住宅の事前計画 

(1) 事前の用地選定の考え方 

町は、応急仮設住宅適地の基準に従い、県公有地、町公有地、及び

建設可能な私有地の中から必要戸数を確保できる用地を選定する。 

私有地については、地権者等との協定を結ぶなどの方策を講じる。 

【建設用地の選定基準】 

・飲料水が得やすい場所 

・保健衛生上適当な場所 
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・交通の便を考慮した場所 

・住居地域と隔離していない場所 

・土砂災害の危険箇所等（令和６年度から「土砂災害警戒区域等」

に変更）に配慮した場所 

・工事車両のアクセスしやすい場所 

・既存生活利便施設が近い場所 

・造成工事の必要性が低い場所 

 

(2) 適地調査 

町は、応急仮設住宅の適地調査を行い、建設可能敷地の状況につい

て年１回、県に対して報告する。 

 

(3) 設置事前計画 

町は、次の点を明記した応急仮設住宅の設置事前計画を作成してお

くよう努めるものとする。 

【応急仮設住宅設置計画の内容】 

・応急仮設住宅の着工時期 

・応急仮設住宅の入居基準 

・応急仮設住宅の管理基準 

・要配慮者に対する配慮 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 第１４節 文教対策 

 

 

 

 

 

第１４節 文教対策 

第１ 応急教育の実施 

町教育委員会は、町立の幼稚園及び小・中学校を指導及び支援し、応急教

育に関する災害時及び災害復旧時の対応を促進する。 

１ 事前準備 

(1) 校長（「園長」を含む。以下同じ。）は、学校等の立地条件などを考慮し
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たうえ、常に災害時の応急教育計画を樹立するとともに、指導方法などに

つき明確な計画を立てておくものとする。 

(2) 校長は、災害の発生に備えて次のような措置を講じなければならない。 

ア 町の防災計画における学校の位置付けを確認し、学校等の役割分担を

明確にするとともに、災害時の対応を検討してその周知を図る。 

イ 園児・児童・生徒等の避難訓練、災害時の事前措置、事後措置及び保

護者との連絡方法等を検討してその周知を図る。 

ウ 町教育委員会、西入間警察署、消防組合、消防団及び保護者への連絡

網及び協力体制を確立すること。 

エ 勤務時間外における所属職員への連絡先や非常招集の方法を定め、職

員に周知させておくこと。 

２ 災害時の対応 

校長は、災害時において以下のように対応する。 

(1) 校長は、災害時の組織を次のように定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 災害時の組織の任務は、次のとおりとする。 

ア 本部 

状況に応じて各班の指揮をとる。 

イ 通報連絡班 

状況に応じて消防署、町教育委員会等へ連絡する。 

ウ 消火班 

必要に応じて、初期消火に当たる。 

通報連絡班 

本部 

校長・教頭・防災管理者 

 

消 火 班 

 
避 難 班 

 
調査捜索班 

 
救 護 班 
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第１ 取組方針 

災害時において、幼児、児童、生徒及び学生の生命及び身体の安全と教育

活動の確保に万全を期すため、事前計画を策定する。 

 

第２ 役割 

エ 避難班 

風向き等を考慮し、児童・生徒等を安全なところへ誘導する。 

オ 調査捜索班 

児童・生徒等、職員及び施設設備の被害状況を調査し、行方不明者の

捜索を行う。 

カ 救護班 

負傷者及び事故者の救護に当たる。 

(3) 災害の状況に応じ、園児・児童・生徒及び職員等に対し適切な緊急避難

の指示を与える。 

(4) 災害の規模、園児・児童・生徒等、職員及び施設設備の被害状況を速や

かに把握するとともに、町教育委員会に報告を行う。 

(5) 園児・児童・生徒等が被害を受ける事態が発生した場合は、医療機関等

への連絡、応急の救助及び手当等を行う。 

(6) 災害の状況に応じ、町教育委員会と連絡のうえ、臨時休校等適切な措置

をとる。 

(7) 避難所の開設等災害対策に協力し、学校管理に必要な職員を確保し万全

の態勢を確立する。 

(8) 学校内における保健衛生に充分注意し、建物内外の清掃、清浄な飲料水

の確保及び伝染病等の予防に万全を期する。 

(9) あらかじめ準備した応急教育計画に基づき、臨機に災害状況に即した応

急指導を行う。 

(10) 応急教育計画については、町教育委員会に報告するとともに、決定次第

速やかに保護者及び園児・児童・生徒等に周知徹底を図る。 
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町教育委員会等の役割は次のとおりとする。 

機関名等 役割 

町（教育委員会事務局） ・応急教育に関する計画の策定、事前対策

の推進 

校長等 ・災害時の応急教育計画の樹立及び周知 

 

第３ 具体的な取組内容 

１ 幼稚園及び学校の災害対策 

(1) 町（教育委員会事務局） 

ア 所管する幼稚園及び学校を指導及び支援し、災害時の教育活動を確

保するための応急教育計画の策定をはじめとする応急教育に関する

事前対策を推進する。 

イ 教材用品の調達及び配給の方法については町教育委員会並びに学

校において、あらかじめ計画を立てておくものとする。 

(2) 校長等 

ア 学校の立地条件などを考慮したうえ、常に災害時の応急教育計画を

樹立するとともに、指導の方法などにつき明確な計画を立てる。 

イ 校長等は、災害の発生に備えて以下のような措置を講じる。 

 

・町の防災計画における学校の位置付けを確認し、学校の役割分担

を明確にするとともに、災害時の対応を検討して、その周知を図

る。 

・児童・生徒等への防災教育や避難訓練の実施及び災害時における 

保護者との連絡方法等を検討して、その周知を図る。 

・教育委員会、警察署、消防署（団）及び保護者への連絡及び協力

体制を確立する。 

・勤務時間外における所属職員への連絡先や非常招集の方法を定

め、職員に周知する。 

・学校においては、不時の災害発生に対処する訓練を行うものとす

る。 
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68 第１５節 避難行動要支援者の安全対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 取組方針 

平成 23年の東日本大震災では、被災地全体の死亡者のうち 65歳以上の高

齢者の死者数は約６割であり、障がい者の死亡率は被災住民全体の死亡率の

約２倍に上った。他方で、消防職員・消防団員、民生委員・児童委員など支

援者における犠牲も大きかった。 

こうした東日本大震災の教訓を踏まえ、平成 25 年の災害対策基本法の改

正において、避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援が定め

られたところである。 

町、関係団体等は法改正を受け、内閣府が策定した「避難行動要支援者の

避難行動支援に関する取組指針」を参考に、避難行動要支援者の支援対策を

推進していくものとする。 

 

第２ 役割 

町の役割は次のとおりとする 

・全体計画の策定 

・要配慮者の把握 

・避難行動要支援者の範囲の設定 

・避難行動要支援者名簿の作成 

第１５節 避難行動要支援者の安全対策 

災害時において、避難行動要支援者は自分の身体・生命を守る対応能力が

不足していたり、言葉の障がいから、迅速、的確な行動がとりにくく被害を

受ける場合が多いため、災害発生直後の避難誘導からその後の応急、復旧時

に至るまで、避難行動要支援者等の実情に応じた配慮を行い、安全確保を第

一とする対策を施す。 

なお、避難行動要支援者の支援にあたっては、鳩山町災害時要援護者支援

計画に基づき避難行動要支援者への情報伝達や避難誘導の実施に努めるも

のとする。 

 



鳩山町地域防災計画 新旧対照表 

95 

 

・避難行動要支援者名簿の更新 

・避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供 

・個別避難計画の作成 

 

第３ 具体的な取組内容 

１ 全体計画の策定 

町地域防災計画に定めた避難行動要支援者に係る全体的な考え方を整

理し、町地域防災計画に重要事項を定めるとともに、細目的な部分も含め、

町地域防災計画の下位計画として全体計画を定める。 

 

２ 要配慮者の把握 

町は、避難行動要支援者名簿を作成するに当たり、避難行動要支援者に

該当する者を把握するために、町の関係部局で把握している要介護高齢者

や障がい者等（要配慮者）の情報を集約する。 

また、難病患者に係る情報等、町で把握していない情報のうち、避難行

動要支援者名簿の作成のために必要があると認められる情報については、

県等に対し、情報提供を積極的に求め、取得する。 

３ 避難行動要支援者の範囲の設定 

町は、要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生する恐れがある

場合に自ら避難することが困難であり、その円滑かつ迅速な避難の確保を

図るために特に支援を要する者の範囲について、要件を設定する。 

 

【高齢者や障がい者等の避難能力の判断に係る着目点】 

(1) 警戒や避難指示等の災害関係情報の取得能力 

(2) 避難そのものの必要性や避難方法等についての判断能力 

(3) 避難行動を取る上で必要な身体能力 

 

【自ら避難することが困難な者】 
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生活の基盤が自宅にある者のうち、以下の要件に該当する者 

(1) 要介護認定３以上の者 

(2) 身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する身体

障がい者（心臓、じん臓機能障害のみで該当するものは除く。） 

(3) 知的障がい者のうち療育手帳を有する者で○Ａ・Ａに該当する者 

(4) 精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持する者で単身世帯の者 

(5) 町の生活支援を受けている難病患者 

(6) 一人暮らしの高齢者（75歳以上） 

(7) 高齢者のみの世帯（75歳以上） 

(8) 上記以外で医療機器の装着等により避難させることが難しい児

童がいる家庭等、町長が支援の必要があると認める者 

※同居家族の有無なども要件の１つになり得るが、同居家族がいる

ことのみをもって機械的に避難行動要支援者から除外することは

適切でないため、実情にあう形で支援対象が絞れるよう、把握に

努めるものとする。 

 

４ 避難行動要支援者名簿の作成 

町は、町地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者に係

る避難の支援、安否の確認、避難行動要支援者の生命又は身体を災害か

ら保護するために必要な措置を実施するための基礎とする名簿（「避難

行動要支援者名簿」）を作成する。 

また、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、作成に際してデジタ

ル技術を活用するよう積極的に検討するものとする。 

【避難行動要支援者名簿の記載事項】 

(1) 氏名 

(2) 生年月日 

(3) 性別 

(4) 住所又は居所 
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(5) 電話番号その他の連絡先 

(6) 避難支援等を必要とする事由 

(7) 前各項目に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が

必要と認める事項 

 

【留意事項】 

(1) 避難行動要支援者名簿に掲載すべき者が掲載されないことを防

ぐため、福祉専門職やかかりつけ医などの医療職のほか、潜在化・

孤立化している者を発見・把握し得る、町内会や自治体等の地縁

組織、社会福祉協議会、民生委員や児童委員など、地域の鍵とな

る人や団体との連携に努めること。 

(2) 避難行動要支援者名簿について、要件だけでは支援を必要とす

る者を正確に把握できない場合もあるため、随時又は定期的に精

査することが重要である。 

(3) 個別避難計画作成の訪問調査において、避難能力があるなど避

難行動要支援者名簿の掲載対象でないことが明らかになった者

については、避難行動要支援者名簿から外すなど、計画作成の過

程で避難行動要支援者名簿について精査することも適当である。 

 

５ 避難行動要支援者名簿の更新 

避難行動要支援者の状況は、常に変化しうることから、町は、避難行

動要支援者の把握に努め、避難行動要支援者名簿を更新する期間や仕組

みをあらかじめ構築し、名簿情報を最新の状況に保つよう努める。 

 

６ 避難行動要支援者名簿の活用 

町は、地域防災計画の定めるところにより、平時から避難行動要支援

者の同意を得て、避難支援等関係者（消防機関、警察署、民生委員・児

童委員、町社会福祉協議会、自主防災組織等)へ名簿情報を提供する。 
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なお、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難

行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があ

ると認めるときは、名簿情報を提供することについて本人の同意がなく

ても、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者

に対し、名簿情報を提供することができる。 

発災時に円滑迅速な避難支援に結びつけるよう、町は、名簿情報を提

供することの趣旨や内容を説明するなど、平時からの名簿情報の提供へ

の同意について、避難行動要支援者に働きかける。 

 

７ 避難支援等関係者の安全確保の措置 

避難支援等関係者本人又はその家族等の生命及び身体の安全を守る

ことを大前提とし、町は、避難支援者等関係者が、地域の実情や災害の

状況に応じて、可能な範囲で避難支援等を行えるよう、避難支援等関係

者の安全確保に十分配慮する。 

また、避難行動要支援者に対しても、「避難支援等関係者等は全力で

助けようとするが、助けられない可能性もあること」も含め、制度を正

しく理解してもらうよう周知に努める。 

 

８ 避難行動要支援者名簿情報の適正管理 

町は、避難行動要支援者名簿の提供に際しては、避難行動支援関係者

が適正な情報管理を図るよう、町において適切な措置を講ずるよう努め

る。 

 

９ 個別避難計画の作成 

町は、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、地域の特

性や実情を踏まえつつ、名簿情報に基づき、福祉専門職、社会福祉協議

会、民生委員、地域住民、ＮＰＯ等の避難支援等に携わる関係者と連携

して避難行動要支援者と具体的な打合せを行いながら、個別避難計画を

作成する。作成に際しては、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、
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デジタル技術を活用するよう積極的に検討するものとする。 

個別避難計画は、名簿情報に加え、発災時に避難支援を行う者、避難

支援を行うに当たっての留意点、避難支援の方法や避難場所、直接避難

先（一般避難所・福祉避難所）、避難経路、本人不在で連絡が取れない

時の対応などを、地域の実情に応じて記載するものとする。 

なお、地区防災計画が定められている地区において、個別避難計画を

作成する場合は、地区防災計画との整合が図られるよう努めるものとす

る。また、訓練等により、両計画の一体的な運用が図られるよう努める

ものとする。 

 

10 防災訓練の実施 

町は、防災訓練等を実施するに当たっては、避難行動要支援者と避難

支援等関係者の参加を求め、情報伝達、避難支援等について実際に機能

するか点検しておくよう努める。 

また、福祉事務所との連携や福祉避難所の開設訓練の実施に努める。 

 

72 第１６節 要配慮者全般の安全対策 

 

第１ 取組方針 

避難行動要支援者を含む要配慮者全般の迅速な避難行動や避難所生活を

支援するため、ハード・ソフト両面で支援体制の整備を行う。 

 

第２ 役割 

町の役割は次のとおりとする。 

・緊急通報システムの整備 

・防災基盤の整備 

・福祉避難所の指定 

・福祉避難所における物資・資機材の整備 
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・見守りネットワークの活用や相談体制の整備 

・外国人の安全確保 

 

第３ 具体的な取組内容 

１ 要配慮者の安全確保 

(1) 緊急通報システムの整備 

町は、災害時における的確かつ迅速な救助活動を行うため、要配慮者

に対する緊急通報装置の給付の促進など、緊急通報システムの整備に努

める。 

(2) 防災基盤の整備 

町は、路面の平坦性や有効幅員を確保した避難路の整備、車いす使用

者にも支障のない出入口のある避難地の整備、明るく大きめの文字を用

いた防災標識の設置等、要配慮者を考慮した防災基盤整備を促進する。 

また、要配慮者の避難誘導を想定した避難誘導計画の策定や施設整備

を行うものとし、町は、その他の集客施設における取組を促進する。 

(3) 福祉避難所の指定 

町は、社会福祉施設等とあらかじめ協定を結び、福祉避難所として指

定し、その旨を公示する。また、指定福祉避難所の受入対象者は、特定

された要配慮者とその家族のみであることを公示しておく必要がある。 

(4) 要配慮者に配慮した避難所運営体制等の整備 

町は、要配慮者への災害情報の伝達を効果的に行うため、電光掲示板、

文字放送テレビ、ファクシミリの設置、外国語や絵文字による案内板の

標記、要配慮者等に考慮した生活救援物資の備蓄及び調達先の確保な

ど、避難所での良好な生活環境が提供できるよう、要配慮者となる多様

な主体の意見の聴取に努め、避難所の運営計画を策定する。 

特に福祉避難所については、通常の避難所よりも、要配慮者のために

特別の配慮がなされた避難所として指定されているものであることに

留意し、物資・機材について配慮する。また、医療的ケアを必要とする



鳩山町地域防災計画 新旧対照表 

101 

 

者に対しては、人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の必要

な配慮をするよう努める。 

(5) 地域との連携 

ア 役割分担の明確化 

町は、町内をブロック化し、避難所や病院、社会福祉施設、訪問介

護・居宅介護等の社会資源を明らかにするとともに、その役割分担を

明確にし、平時から連携体制を確立しておく。 

イ 社会福祉施設との連携 

町は、災害時に介護等が必要な被災者を速やかに施設入所できるよ

う、平時から社会福祉施設等との連携を図っておく。また、災害時に

は、被災者に対する給食サービスや介護相談など施設の有する機能の

活用も図っていく。 

ウ 見守りネットワーク等の活用 

町は、高齢者、障がい者等に対する近隣住民、民生委員・児童委員

及びボランティアによる安否の確認などの見守りネットワーク等を

活用し、災害時におけるきめ細かな支援体制を確立しておく。 

(6) 相談体制の確立 

町は、災害時、被災者からの相談（金銭、仕事、住宅、福祉、医療、

保険、教育、女性等）に的確に対応できるよう平時から相談体制を整備

しておく。また、被災により精神的なダメージを受けた被災者に対して

メンタルケア等が実施できるよう、医師、看護師、保健師、教育関係者、

福祉関係者、相談援助職等の専門職員を確保しておく。 

(7) ヘルプカード（防災カード） 

町は、要配慮者が必要としている援助の内容が分かるカードの作成及

び配布、日頃から携帯してもらうことの周知及び避難所でカードの提示

を受けることになりうる者へのカードの確認の周知を実施する。 

(8) はーとん救急安心キット 

町は、救急および緊急時に迅速な支援が行えるよう、緊急連絡先やか

かりつけ医などの情報を専用の容器に入れ、自宅の冷蔵庫に保管するこ
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とで、万一の場合に備えることを目的とするはーとん救急安心キットを

要配慮者に普及するよう努める。 

 

２ 外国人の安全対策 

(1) 外国人の所在の把握 

町は、災害時における外国人の安否確認等を迅速に行い円滑な支援が

できるように、平時から外国人の人数や所在の把握に努める。 

(2) 防災基盤の整備 

町は、避難所や避難道路の表示等災害に関する案内板について、外国

語の併記表示を進め、外国人にも分かりやすい案内板の設置に努める。 

また、県及び市町村は案内板のデザインの統一化について検討を進め

る。 

(3) 防災知識の普及・啓発 

町は、日本語を理解できない外国人に対して外国語による防災に関す

るパンフレットを作成し、外国人との交流会や外国人雇用事業所等、

様々な交流機会や受入機関などを通じて配布を行い、防災知識の普及・

啓発に努める。また、広報誌やガイドブック、ラジオ、インターネット

通信等の広報媒体を利用して、生活情報や防災情報などの日常生活に係

わる行政情報についての外国語による情報提供を行う。 

(4) 防災訓練の実施 

町は、平時から外国人の防災への行動認識を高めるため、外国人を含

めた防災訓練を積極的に実施する。 

(5) 通訳・翻訳ボランティアの確保 

町は、外国人が災害時にも円滑にコミュニケーションが図れるように

外国語通訳や翻訳ボランティアなどの確保を図る。 

 

75 第１７節 社会福祉施設入所者等の安全対策 

第１ 取組方針 

第１ 社会福祉施設入所者等の安全確保対策 
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社会福祉施設入所者は、地震や風水害発生時に自力での身体の安全確保や

避難が困難な人が多いため、いざという時に備えて施設環境を整備してお

く。 

 

第２ 役割 

町の役割は次のとおりとする。 

１ 所管する社会福祉施設における防災計画の策定指導 

２ その他必要な助言等 

 

第３ 具体的な取組内容 

１ 施設管理者 

(1) 災害対策を網羅した計画の策定 

施設管理者は、大規模な災害を想定した防災計画及び緊急時の職員

の初期対応や指揮命令系統を定めたマニュアルを策定し、職員及び入

所者への周知徹底を図る。 

 

(2) 緊急連絡体制の整備 

ア 職員参集のための連絡体制の整備 

施設管理者は、災害発生時に迅速に対応するため、電話による緊

急連絡網のほか、携帯電話等を用いた一斉メール等を整備し、職員

の確保に努める。 

イ （略） 

(3) （略） 

(4) 施設間の相互支援システムの確立 

施設管理者は、災害時に施設の建物が崩壊、浸水その他の理由に

より使用できない場合に備え、入所者を他の施設に避難させる、他

の施設の職員が応援に入るなど、相互に支援できる体制を整備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 施設管理者 

(1) 災害対策を網羅した消防計画の策定 

施設管理者は、消防法に基づく「消防計画」にとどまらず、大規模

な災害の発生も想定した「防災計画」及び緊急時の職員の初期対応や

指揮命令系統を定めたマニュアルを策定し、職員及び入所者への周知

徹底を図るものとし、町はこれを指導する。 

(2) 緊急連絡体制の整備 

ア 職員参集のための連絡体制の整備 

施設管理者は、災害発生時に迅速に対応するため、緊急連絡網等

を整備して職員の確保に努める。 

イ （略） 

(3) （略） 
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町は、施設管理者に対し、施設の建物が崩壊、浸水その他の理由

により使用できない場合には、入所者を他の施設に一時的に避難さ

せるなどの対応がとれるように指導する。 

また、施設の運営に支障を来す場合は、他の施設の職員が応援す

る、他の施設から応急物資を調達するなど施設が相互に支援できる

システムを確立する。 

(5) 被災した在宅の要配慮者の受入体制の整備 

施設管理者は、災害時、通常の避難所では生活が困難な在宅の寝

たきり老人等の要配慮者を受け入れるための体制整備を行う。 

(6) 食料、防災資機材等の備蓄 

入所施設の管理者は、以下に示す物資等を備蓄しておくものと

し、町はこれを指導する。 

【備蓄物資（例示）】 

・非常用食料（老人食等の特別食を含む。）（３日分以上） 

・飲料水（３日分以上） 

・常備薬（３日分以上） 

・介護用品（おむつ、尿とりパッド等）（３日分以上） 

・照明器具 

・熱源 

・移送用具（担架・ストレッチャー等） 

 

 

(7) 防災教育及び訓練の実施 

施設管理者は、施設職員及び入所者に対し、防災に関する普及・

啓発を定期的に実施するとともに、各施設が策定した「防災計画」

について周知徹底し、消防署や地域住民等との合同防災訓練、夜間

や職員が少なくなる時間帯などの悪条件を考慮した防災訓練を定期

的に実施するものとし、町はこれを促進する。 

 

 

 

 

 

 

(4) 災害時要援護者の受入体制の整備 

施設管理者は、通常の避難所では生活が困難な災害時要援護者を受

け入れるための体制整備を行う。 

(5) 食料、防災資機材等の備蓄 

入所施設の管理者は、以下に示す物資等を備蓄しておくものとし、

町はこれを指導する。 

ア 非常用食料（老人食等の特別食を含む）（3日分） 

イ 飲料水（3日分） 

ウ 常備薬（3日分） 

エ 介護用品（おむつ、尿とりパッド等）（3日分）（担架・ストレッチ

ャー等） 

オ 照明器具 

カ 熱源 

キ 移送用具 

 

 

(6) 防災教育及び訓練の実施 

施設管理者は、施設職員及び入所者に対し、防災に関する普及・啓

発を定期的に実施するとともに、各施設が策定した「防災計画」につ

いて周知徹底し、消防署や地域住民等との合同防災訓練、夜間や職員

が少なくなる時間帯などの悪条件を考慮した防災訓練を定期的に実施

するものとし、町はこれを促進する。 
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特に福祉避難所として指定を受けている施設においては、当該施

設が平時から受け入れている者以外の在宅の要配慮者などの受入れ

を想定した開設訓練を実施するものとし、町はこれを促進する。 

 

(8) 地域との連携 

（略） 

(9) 施設の対震対策 

（略） 

 

２ 町 

(1)  （略） 

(2) 防災計画策定の指導 

計画及びマニュアルの策定、職員及び入所者への周知徹底を指導

する。 

(3) 施設間の相互支援システムの確立 

町は、施設管理者に対し、施設の建物が崩壊、浸水その他の理由

により使用できない場合には、入所者を他の施設に一時的に避難さ

せるなどの対応がとれるように指導する。 

また、施設の運営に支障を来す場合は、他の施設の職員が応援す

る、他の施設から応急物資を調達するなど施設が相互に支援できる

システムを確立する。 

(4) 社会福祉施設等の耐震性の確保 

施設管理者が震災時における建築物の安全を図るため、必要に応

じ耐震診断、耐震改修を行うよう指導する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 地域との連携 

（略） 

(8) 施設の対震対策 

（略） 

 

２ 町 

(1) （略） 

(2) 地震対策を網羅した消防計画の策定 

マニュアルの策定、職員及び入所者への周知徹底を指導する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 社会福祉施設等の耐震性の確保 

施設管理者が震災時における建築物の安全を図るため、必要に応じ耐

震診断、耐震改修を行うよう指導する。 

 

第２ 在宅避難行動要支援者に対する安全確保対策 

１ 全体計画 

(1) 在宅の避難行動要支援者の把握 

町は、在宅の避難行動要支援者の「名簿」、「要支援者マップ」等を
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作成し、在宅の避難行動要支援者の所在、緊急連絡先等を把握してお

く。 

(2) 緊急通報システムの整備 

町は、災害時における的確かつ迅速な救助活動を行うため、避難行動

要支援者に対する緊 

急通報装置の給付の促進など、緊急通報システムの整備に努める。 

(3) 防災基盤の整備 

町は、路面の平坦性や有効幅員を確保した避難路の整備、車いす使用

者にも支障のない出入口のある避難地の整備、明るく大きめの文字を用

いた防災標識の設置等、要配慮者を考慮した防災基盤整備を促進する。 

また、町、その他の公共機関は要配慮者の避難誘導を想定した避難誘

導計画の策定や施設整備を行うものとし、その他の集客施設に対して、

町は、これを促進する。 

(4) 要配慮者に配慮した避難所運営体制等の整備 

町は、聴覚障害者や高齢者等への災害情報の伝達を効果的に行うため

のファクシミリ等の設置、要配慮者等を考慮した生活救援物資の備蓄及

び調達先の確保など、要配慮者等に対して避難所での良好な生活環境が

提供できるよう避難所の運営計画を策定する。 

(5) 救急医療情報キットの普及 

町は、救急および緊急時に迅速な支援が行えるよう、緊急連絡先やか

かりつけ医などの情報を専用の容器に入れ、自宅の冷蔵庫に保管するこ

とで、万一の場合に備えることを目的とする救急医療情報キットを普及

させる。 

(6) 防災教育及び訓練の実施 

町は、災害に関する基礎的知識の普及・啓発のために、広報紙、パン

フレット、ちらしの配布などを行う。 

また、地域における防災訓練への参加を呼びかけ、実地訓練を体験さ

せるとともに、町民 

に対しても避難行動要支援者の救助・救援に関する訓練を実施する。 
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(7) 地域との連携 

ア 役割分担の明確化 

町は、町内をブロック化し、避難所や病院、社会福祉施設、ホーム

ヘルパー等の社会資源を明らかにするとともに、その役割分担を明確

にし、日常から連携体制を確立しておく。 

イ 社会福祉施設との連携 

町は、災害時に介護等が必要な被災者を速やかに施設入所できるよ

う、日常から社会福祉施設等との連携を図っておく。 

また、災害時には、被災者に対する給食サービスや介護相談など施

設の有する機能の活用も図っていく。 

ウ 見守りネットワーク等の活用 

町は、高齢者、障害者等に対する近隣住民、民生委員・児童委員及

びボランティアによる安否の確認などの見守りネットワーク等を活用

し、災害時におけるきめ細かな支援体制を確立しておく。 

(8) 相談体制の確立 

町は、災害時、被災者からの相談（金銭、仕事、住宅、福祉、医療、

保健、教育等）に的確に対応できるよう日常から相談体制を整備してお

く。また、被災により精神的なダメージを受けた被災者に対してメンタ

ルケア等が実施できるよう、医師、看護師、保健師、教育関係者、福祉

関係者、ソーシャルワーカー等の専門職員を確保しておく。 

(9) 避難行動要支援者への情報伝達方法 

避難行動要支援者に配慮した情報伝達体制を整備するものとする。聴

覚障害者に対してはファクシミリや文字放送等を活用し、視覚障害者に

対しては広報車や拡声器等による音声情報を活用するとともに、知的障

害者に対してはその介護者に情報伝達を行うものとする。 

(10) 避難行動要支援者が使用する避難所 

避難所において、避難行動要支援者とその家族が別離することがない

よう配慮する。 
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第３ 外国人に対する安全確保対策 

１ 全体計画 

(1) 外国人の所在の把握 

町は、災害時における外国人の安否確認等を迅速に行い円滑な支援が

できるように、日常時における外国人登録の推進を図り、外国人の人数

や所在の把握に努める。 

(2) 防災基盤の整備 

町は、避難所や避難道路の表示等災害に関する案内板について、外国

語の併記表示を進め、外国人にも分かりやすい案内板の設置に努める。 

また、町は案内板のデザインの統一化について検討を進める。 

 

(3) 防災知識の普及・啓発 

町は、日本語を理解できない外国人に対して外国語による防災に関す

るパンフレットを作成し、外国人との交流会や外国人雇用事業所等、

様々な交流機会や受入れ機関などを通じて配布を行い、防災知識の普

及・啓発に努める。 

また、広報紙やガイドブック、インターネット通信等の広報媒体を利

用して、生活情報や防災情報などの日常生活に係わる行政情報について

の外国語による情報提供を行う。 

(4) 防災訓練の実施 

町は、平常時から外国人の防災への行動認識を高めるため、外国人を

含めた防災訓練を積極的に実施する。 

(5) 通訳・翻訳ボランティアの確保 

町は、外国人が災害時にも円滑にコミュニケーションが図れるように外

国語通訳や翻訳ボランティアなどの確保を図る。 

 

第４ 保育施設の安全確保対策 

１ 応急対策の実施 

災害時における保育所の応急対策は施設長が行い、災害に対する措置も
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あらかじめ計画を定めておくものとする。また、施設長は、保護者に対し

て応急対策の周知を図るものとする。 

２ 災害時の措置 

(1) 休園措置 

災害が発生、又は発生が事前に予測され、保育の安全が確保できない場

合、施設長は主任保育士及び保育士等に状況を把握さえ、必要に応じて休

園の措置をとるものとする。 

ア 保育開始前の措置 

保育所休園措置を園児の登園前に決定したときは、遅滞なくその旨を

防災行政無線、連絡網等により周知させるものとする。 

イ 保育開始後の措置 

保育開始後において、休園措置を決定した場合は、防災行政無線、連

絡網等により保護者に通知し、園児の引渡しを行う。やむを得ない事情

により、保護者が来園できない場合は、保育士が引率し引き渡すものと

する。 

(2) 保育施設の確保 

災害により、保育施設が被害を受け、保育施設の安全確保が出来なくな

った場合には、公民館及び学校体育館等の近隣公共施設を利用し、保育を

行うものとする。 

(3) 職員の確保 

施設長は、職員の被害状況を把握するとともに、当該保育所において職

員が不足する場合には、臨時採用等により職員を確保し、保育措置に支障

をきたさないようにするものとする。 

(4) 給食対策 

災害により、調理施設等が被害を受け、給食が不可能となったときは、

町給食センター等に調理を依頼し、給食の確保に努めるものとする。 

(5) 園児等の健康管理 

災害による伝染病等の発生を防止するため、施設の衛生保持に努めると

ともに、園児及び職員に対して、健康診断等適切な措置を講じるものとす
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る。 

３ 保育施設の現況 

平成 25年 4月 1日現在 

施  設  名 所  在  地 定  員 電 話 番 

号 

ひ ば り 保 育 園 鳩山町大字赤沼

1508 

130名 296-2793 

ひばりゆりかご保育園 鳩山町大字赤沼

1535-1 

60名 298-2261 

 

 

77 第１８節 応援受入体制 

町は、大規模災害発生時等に国や地方自治体など外部からの応援を迅速か

つ円滑に受け入れられるよう、あらかじめ受入体制を整備する。 

【想定される応援（例示）】 

・自治体間相互応援協定に基づく人的・物的応援 

・国によるプッシュ型の物的支援 

・緊急消防援助隊、警察災害派遣隊、自衛隊の災害派遣部隊、海上保安

庁の航空機等による応援 

・総務省「応急対策職員派遣制度」による応援 

・その他国が関与して全国的に行われる人的応援…国土交通省の緊急災

害対策派遣隊（TEC-FORCE）、総務省の災害時テレコム支援チーム

（MIC-TEAM）、災害派遣医療チーム（DMAT）、保健師等支援チーム、災

害派遣精神医療チーム（DPAT）、災害支援ナース、災害派遣福祉チーム

（DWAT）、日本災害リハビリテーション支援協会（JRAT）、日本栄養士

会災害支援チーム（JDA-DAT）、災害時健康危機管理支援チーム

（DHEAT）、警察庁の災害対応指揮支援チーム（D-SUT）、被災地学び支

援派遣等枠組み（D-EST）、災害時情報集約支援チーム（ISUT）、被災建
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築物応急危険度判定、下水道、水道、廃棄物処理 等 

・防災関係機関等による応援…日本赤十字社による救護班、県医師会・

県看護協会等による救護班 等 

・公共的団体による応援 

・ボランティア 

 

第１ 町が行う対策 

１ 応援職員等を迅速・的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うため

の受援体制の整備に努めるものとする。特に、庁内全体及び各業務担当部

署における受援担当者の選定や応援職員等の執務スペースの確保を行う

ものとする。 

２ 町は、応援職員が担う業務範囲に限定した簡易な避難所運営マニュアル

を整備しておく。 

３ 感染症対策のため、応援職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理

を徹底するものとする。また、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の

活用など、応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保に配慮する。さ

らに、応援職員が宿泊場所を確保することが困難な場合に、公共施設の空

きスペース、仮設の拠点や車両を設置できる空き地などの確保に配慮す

る。 

４ 応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、応援職員等

に対して紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の空きスペース、仮設の拠

点や車両を設置できる空き地など宿泊場所として活用可能な施設等のリ

ストを作成する。作成したリストは定期的な見直しに努める。 

５ 消防、警察等の応援部隊が被災地で活動するための活動拠点や応援物資

の受入拠点を定めるともに、拠点の運営体制を整備する。 

６ 防災関係機関への応援・協力要請等の手続が円滑に行えるよう、あらか

じめ要請手続、要請内容、経費負担等に関する協定の締結又は事前協議を

行い、その内容をマニュアル化して職員への周知徹底を図るとともに、平
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時から訓練及び情報交換等を実施する。 

７ 情報伝達ルートの多重化及び情報交換のための収集・連絡体制の明確化

に努める。 

 
78 第５章 防災教育 

第１節 防災教育 

（略） 

 

第１ 町職員に対する防災教育 

町は、災害時の災害応急対策、その後の災害復旧、復興を迅速かつ円滑に

行うため、職員に対し町の防災体制等について計画的かつ継続的な研修を実

施する。 

また、研修の実施等により自主防災組織の育成、強化を図り、消防団とこ

れらの組織との連携等を通じて地域コミュニティの防災体制の充実を図る。 

なお、研修の企画に当たっては、ジェンダー主流化や要配慮者など多様な

視点を踏まえることとする 

【町職員に対する防災教育の例】 

危機管理・防災マニ

ュアルの配付 

・災害発生時における初動体制、職員の参集基

準、情報収集、応急救助等の方法等を簡潔に

示した応急対策活動マニュアルの作成・配

布 

訓練の実施 ・応急活動を想定した現地での訓練の実施 

研修会、講習会等 ・学識経験者、防災関係機関の担当者等を講師

又は指導者として招き、研修会、講習会等を

実施 

 

 

 

第５章 防災教育 
第１節 防災教育 

（略） 

 

第１ 町職員に対する防災教育 

災害発生時に、計画及び対策の実行主体として災害に関する豊富な知識と

適切な判断力が要求される町職員に対し、以下に示すような防災教育を行

う。 

１ 鳩山町職員防災マニュアルの作成、配布 

町は、平成９年度において、災害発生時における初動体制、職員の参集

基準、情報収集、応急救助等の方法等を簡潔に示した応急対策活動マニュ

アルを作成し職員に配布したところである。また、その内容の周知を図る

ため、庁内に設置した防災検討委員会等を通じて、職員に働きかけるもの

とする。 

なお、鳩山町職員防災マニュアルの作成にあたっては、以下の内容に留意

した。 

(1) 職員の参集基準 

(2) 概括情報収集 

(3) 応急救助 

(4) 退難誘導 

(5) 避難所の開設・運営 

(6) 災害情報の収集、整理 

(7) 広報活動 

(8) ボランティアの受入れ 
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【資料編 1-5-1「鳩山町職員防災マニュアル」】 

 

第２ 住民等に対する防災教育 

「第３章－第１節 自助、共助による町民の防災力の向上（普及啓発・防

災教育）」に準じる。 

 

(9) その他必要な事項 

２ 危機管理マニュアルの作成 

災害発生時の参集、初動体制、自己の責任と任務および災害の知識等を

完結に示した危機管理マニュアル等を作成し・配布し、周知を図るものと

する。 

３ 研修会及び講演会等 

学識経験者、防災関係機関の担当者等を講師又は指導者として招き、研

修会、講習会を実施する。 

【資料編 1-5-1「鳩山町職員防災マニュアル」】 

 

第２ 住民等に対する防災教育 

町は、住民に対し広く防災知識を普及して防災に対する関心を深めるとと

もに、防災思想の高揚を図ることによって災害の発生を防止し、被害の軽減

を図るものとする。 

防災に関する知識の内容及び普及方法については、以下のとおりとする。 

１ 防災知識の内容 

(1) 災害の種別と特性 

(2) 災害時における心得 

(3) 町防災計画の概要の周知 

(4) 避難場所の周知 

(5) 災害復旧時の生活確保に関する知識 

２ 防災知識の普及方法 

(1) 広報「はとやま」への記事掲載、防災パンフレット等の作成、配布 

(2) 講習会、講演会等の実施 

(3) 防災行政無線、広報車等による呼び掛け 

(4) 防災訓練の実施 

 

第３ 防災上重要な施設における防災教育 

町は、病院及び社会福祉施設に対して、平常時から避難行動要支援者の把

握、避難誘導の訓練等十分な教育・訓練活動を行うよう指導する。また、夜
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間、休日の災害発生に備え、近隣住民と平常時より連携を深めるため、共同

訓練などの実施を呼びかける。 

 

第４ 事業所における防災教育 

町は、事業所における防災教育のテキスト、研修マニュアル等を作成し、

従業者に対する防災研修や防災教育の実施を働きかける。 

また、優良防災事業所の表彰、コンクール等を主催し、防災意識の全体の

底上げを図る。 

 

第５ 学校教育における防災教育 

学校における防災教育は安全教育の一環として学級活動（ホームルーム活

動）を中心に、教育活動の全体を通じて行う。特に避難、災害発生時の危険

及び安全な行動の仕方について、児童生徒の発達段階や経験に応じて以下の

教育を実施する。 

１ 災害発生原因に関する知識の向上 

社会科教育や理科教育の一環として、自然災害の発生の仕組み等の教育

を行う。 

２ 避難その他の防災措置方法の習得 

避難訓練を通じて、災害発生時の危険を理解し、安全な行動の仕方を習

得する。 

３ 自主防災思想のかん養 

防災専門家や災害体験者等の講演会を開催し、自主防災の重要性、必要

性を認識させる。 

また、自らの家庭、学校及び地域の防災マップづくり等を通じて、防災

を身近な問題として認識させる。 

４ 教職員に対する防災研修 

災害時の教職員のとるべき行動とその意義、児童生徒に対する指導要

領、負傷者の応急手当の要領、火災発生時の初期消火要領、被災した児童

生徒の心のケア及び災害時に特に留意する事項等に関する研修を行い、そ

の内容の周知徹底を図る。 
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79 第６章 防災訓練 
第１節 基本方針 

災害発生時に迅速かつ的確な行動が行えるよう、実践的な想定に基づく防

災訓練を実施し、防災計画の熟知及び検証、防災関係機関相互及び防災関係

機関と住民との間の協調体制の確立、住民に対する防災知識の普及啓発等を

図る。 

 

第２節 実施計画 

 

第１ 総合防災訓練 

防災業務に従事する町職員の習熟と実践的能力のかん養に努めるととも

に、関係機関の連携と防災体制の整備を強化し、併せて住民の防災意識の高

揚を図るため、総合的に実践する総合防災訓練を実施するよう努める。 

 

１ 実施の時期 

年 1回を目標に、防災週間等を考慮した適当な日を選んで実施する。 

 

２ 場所 

運動場や学校のグランド等、総合訓練に適した場所とする。 

 

３ 方法 

防災関係機関、関係団体及び町民の協力を得て実施する。 

 

４ 実施訓練項目 

以下の各訓練の全部又は一部を組み合わせて、立体的に実施する。 

(1) 町を主とするもの 

（略） 

(2) 防災関係機関を主とするもの 

（略） 

第６章 防災訓練 
 

災害発生時に迅速かつ的確な行動が行えるよう、実践的な想定に基づく防

災訓練を実施し、防災計画の熟知及び検証、防災関係機関相互及び防災関係

機関と住民との間の協調体制の確立、住民に対する防災知識の普及啓発等を

図る。 

 

 

 

第１節 総合防災訓練 

防災業務に従事する町職員の習熟と実践的能力のかん養に努めるととも

に、関係機関の連携と防災体制の整備を強化し、併せて住民の防災意識の高

揚を図るため、総合的に実践する総合防災訓練を実施するよう努める。 

 

第１ 実施の時期 

年 1回を目標に、防災週間等適当な日を選んで実施する。 

 

第２ 場所 

運動場や学校のグランド等、総合訓練に適した場所とする。 

 

第３ 方法 

防災関係機関、関係団体及び町民の協力を得て実施する。 

 

第４ 実施訓練項目 

以下の各訓練の全部又は一部を組み合わせて、立体的に実施する。 

１ 町を主とするもの 

（略） 

２ 防災関係機関を主とするもの 

（略） 
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(3) 住民を主とするもの 

初期消火訓練、応急救護訓練、炊き出し訓練、巡回点検訓練、高齢者・

身体障がい者等の安全確認訓練、避難訓練、避難誘導訓練 等 

 

 

 

第２ 避難訓練 

災害対策基本法第 47 条に定める災害予防責任者及び消防法第８条の規定

に基づく防火管理者等が実施する。 

町は、避難指示等を円滑に行うために、警察、消防その他の団体の参加を

得て、年 1回以上を目標に実施する。 

 

【訓練の種類】 

・町が実施するもの 

災害時における避難指示等の円滑、迅速確実を期するため、関係機

関、居住者、滞在者等の協力を得て実施する。 

・防火管理者が実施するもの 

学校、病院、工場、事業所、興行場、百貨店その他の防火対象物の

防火管理者は、その定める消防計画に基づき実施する。 

・児童、生徒の避難訓練等 

保育園、幼稚園、学校等の施設管理者は、児童、生徒の身体及び生

命の安全を期するため、あらかじめ各種の想定の下に避難訓練を実施

し、非常災害に対し、臨機応変の処置がとれるよう常にその指導に努

める。 

・避難行動要支援者等の訓練 

住民、団体、企業等が行う避難行動要支援者避難誘導、雑賀時の帰

宅訓練等の自発的訓練に対し資料や情報の必要な支援を行う。 

 

３ 住民を主とするもの 

初期消火訓練、応急救護訓練、炊き出し訓練、巡回点検訓練、高齢者・

身体障害者等の安全確認訓練、避難訓練、避難誘導訓練 等 

 

第２節 町及び防災関連機関等が実施する訓練 

 

第１ 避難訓練 

１ 町による避難訓練 

災害時における避難勧告及び立ち退き等の円滑、迅速、確実を期すため、

町が中心となり、警察、消防及びその他関係機関の参加のもと、自主防災

組織の協力を得て毎年 1回以上実施するものとする。 
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第３ 保育園、幼稚園、学校、病院及び社会福祉施設等の訓練 

 

町は、幼児、児童、生徒、負傷者、障がい者及び高齢者等、災害対応力が

弱い者の生命、身体の安全を図り、これらの者が利用する施設の被害を最小

限に止めるため、施設管理者に対して防災訓練を実施するよう指導する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 事業所、自主防災組織等が実施する訓練 

災害時の行動を習熟するため、住民相互の協力のもと、日頃から訓練を行

い、自らの生命及び財産の安全確保を図る。 

【訓練の種類】 

・事業所における訓練 

学校、病院、興行場その他消防で定められた事業所は、消防訓練

に合わせて実施する。地域の自主防災組織等と連携を図ることが望

ましい。 

２ 保育園、幼稚園、小学校、中学校、病院及び社会福祉施設等における訓

練 

災害時の幼児、児童、生徒、傷病者、身体障害者及び高齢者等の災害対

応力の比較的が弱い施設利用者の生命・身体の安全を守り、被害を最小限

にとどめるため、施設管理者に対し避難訓練を中心とする防災訓練を実施

するよう指導する。 

 

時 期 実 施 場 所 参 加 機 関 

随 時 

保育園、幼稚園、小・中学

校、高校、大学、中央公民

館、体育館、病院、社会福祉

施設等 

保育園、幼稚園、小・中学

校、高校、大学、病院、社会

福祉施設、消防署 

 

３ 非常参集訓練 ※第８に移動 

町及び各防災関係機関は、災害時の迅速な職員参集のため非常参集訓練

を実施するとともに、災害時の即応体制の強化に努めるものとする。また、

非常参集訓練と同時に、本部運営訓練及び情報収集伝達訓練も併せて実施

する。 
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・自主防災組織等の訓練 

町及び消防機関等が行う訓練に積極的に参加し、又はこれらの機

関の指導、協力のもとに災害図上訓練（ＤＩＧ）や避難所開設・運

営訓練（ＨＵＧ）などを実施する。 

 

第５ 消防訓練 

消防活動の円滑な遂行を図るため、町、消防機関及び住民が個別に又は一

体となって、情報収集伝達、火災防御、消防操法等の各種訓練を実施する。 

【訓練の種類】 

・基礎訓練 

・火災防御訓練 

・水災防御訓練 

・救助救急訓練 

・火災警報伝達訓練（火災予防運動週間等） 

・消防操法訓練（ポンプ操法を含む。） 

 

 

 

 

第６ 水防訓練 

町及び防災関係機関は、洪水のおそれのある地域等における水防活動の円

滑な遂行を図るため、水防に関する訓練を実施する。 

 

第７ 災害通信連絡訓練 

（略） 

 

第８ 非常参集訓練 

町及び各防災関係機関は、災害時の迅速な職員参集のため非常参集訓練を

 

 

 

 

 

第２ 消防訓練 

消防活動の円滑な遂行を図るため、町、消防機関及び住民が個別に又は一

体となって、情報収集伝達、火災防御、消防操法等の各種訓練を実施する。 

 

時 期 主 要 訓 練 種 目 
実 施 場 

所 
参 加 機 関 

随時 火災防御訓練 町内対象物 
西入間広域消防組合 

鳩山消防団 

随時 

火災警報伝達訓練 

(火災予防運動週間

等) 

町内 
町・西入間広域消防組合 

鳩山消防団・一般住民 

随時 
消防操法訓練 

(含ポンプ操法) 

消防組合管

内 

西入間広域消防組合 

鳩山消防団 

 

第３ 水防訓練 

町は、水防計画に基づき水防訓練を実施するものとする。 

 

 

第４ 災害通信連絡訓練 

（略） 
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実施するとともに、災害時の即応体制の強化に努めるものとする。また、非

常参集訓練と同時に、本部運営訓練及び情報収集伝達訓練も併せて実施す

る。 

 

第９ その他の訓練 

町は、上記訓練のほか、業務継続計画図上訓練、土砂災害防災訓練、物資

支援業務の訓練等、災害対応に資する各種訓練を計画的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 避難訓練 

１ 町が実施するもの 

災害時における避難の勧告、避難のための立ち退き等の円滑、迅速かつ

確実を期するため、町が中心となり警察その他の関係機関が参加し適当と

認める地域の居住者、滞在者及びその他の者の協力を得て実施するものと

する。また、職員を対象とした非常参集訓練を行い、その参集状況を把握

し対応を検討するものとする。 

２ 消防組合が実施するもの 

非常召集訓練 

非常召集訓練は、消防組合が必要に応じて消防職・団員を対象に実施し、

火災発生（飛火）を想定して通信連絡の要請・水利への誘導・現場指揮要

請について訓練を実施するものとする。 

３ 防火管理者が実施するもの 

学校、病院、工場、事務所その他の防災対象物の防火管理者は、その定

める消防計画に基づき避難訓練を実施するものとする。 

また、防火管理者を置かなくても差支えない施設の管理者においても前

記に準じて実施するものとする。 

４ 児童、生徒の避難訓練等 

学校等の施設管理者は、児童、生徒の身体及び生命の安全を期するため、

あらかじめ各種の想定のもとに避難訓練を実施し、非常災害に対し、臨機

応変の処置がとれるよう常にその指導に努めるものとする。 
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第３節 事業所、自主防災組織及び住民等の訓練 

第１ 訓練マニュアルの作成 

町は、事業所、自主防災組織等の行う訓練に対し訓練マニュアルを作成し、

配布及び指導を行う。 

 

第２ 自主防災組織等への支援 

町及び防災関係機関は、自主防災組織等から指導協力の要請を受けた場

合、関連する諸機 関との連携を図り、積極的に自主防災組織の活動を支援

するものとする。 

 

第３ 一般住民の訓練 

町及び防災関係機関は、防災訓練に際して広く住民の参加を求め、住民の

防災知識の普及啓発、防災意識の高揚及び防災行動力の強化に努めるものと

する。 

 

82 第７章 調査研究 
第１節 基本方針 

災害による被害は、その規模とともに地域に固有の自然条件や社会条件と

密接に関係するため、その対策も合理性と多様性が求められる。したがって、

地域特性の詳細把握を主体とする基礎的調査研究を行うとともに、実践的な

災害対策を推進するため、自然科学や社会科学などの分野について総合的か

つ効果的な調査研究を実施するものとする。 

 

第２節 現況 

第１ 第二次スクリーニング調査 

町では、鳩山町が令和４年度に行った「第二次スクリーニング計画

策定業務」の第二次スクリーニング優先度評価を踏まえ、令和５年度

第７章 調査研究 
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から令和６年度にかけて、鳩山ニュータウン地内の盛土箇所（３箇所）

について第二次スクリーニングを実施し、大規模盛土の滑動崩落に関

する安定性についての評価を行った。 

 

第３節 実施計画 

第１ 基礎的調査研究 

町は、地質地盤環境、災害危険度などの地域特性を詳細に把握し、

震災対策や水害対策等の前提資料として関係機関等で随時活用でき

るよう情報提供を行う。 

また、県が実施する地震被害想定等の調査研究を活用し、町内の被

害状況、被害地域等を把握し、効果的な災害対策を実施するものとす

る。 

 

第２ 震災対策に関する調査研究 

地震災害は、自然現象と社会的要因が複雑に絡み合い、被害状況が

非常に多岐に渡るため、様々な分野から地震被害による影響を科学的

に解明して、その成果を有効に震災対策に反映していくことが必要で

ある。 

県は、震災の予防に関する調査及び研究を科学的かつ総合的に行

い、これらの結果又は成果を公表していることから、町においてもこ

れらの成果を有効に活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 震災に関する調査研究計画 

第１ 計画の方針 

震災対策を総合的、効果的に推進するうえで、震災に関する調査研究を待

つ面が多い。 

しかし、地震による災害は、その災害事象が広範でかつ複雑である。した

がって、県の調査を基本とし、町の地域に関し更に調査を補足することが必

要である。 

県では、平成 8年度から 9 年度にかけて被害想定調査を実施し、平成 8年

に震災対策計画を策定し、平成 17 年度に見直しを行ったところである。町

では、当該調査結果を踏まえ、地震に際しての町の被害を最小にするため、

有効的かつ効率的な具体策を樹立するための指標とする。 

 

第２ 被害想定に関する調査研究 

震災に関する総合的被害想定は、震災対策を適切有効に具体化するための

目標を設定することを目的とするものであるので、実際の災害により近いこ

とが適切である。県では、被害想定調査を、工学的、実験実証等をおりまぜ、
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既往地震災害の実証的研究をも参考として、科学的な想定のもとに行ってい

る。また、対策の万全を確保するため、最悪の条件下における災害を考慮し

て行っている。本町は、県が実施した被害想定のうち、本町に関連する部分

を参考にする。 

 

第３ 市街地の防災化に関する調査研究 

本町は、昭和 40 年代までは純農村地域であったが、大規模住宅開発や区

画整理事業が実施され、市街地が計画的に形成されてきた。しかし、一部に

は地震災害に対するもろさを内包する過密混住地域も存在している。町で

は、総合的な観点から市街地の防災化に関する次のような調査研究を短期、

中期、長期に分けて実施する。 

１ 短期的に実施する調査 

(1) 危険物貯蔵所に関する調査 

消防組合より資料提供を受け、調査済みである。 

(2) 建築物の用途、規模、構造等の現況調査 

原則として、町税務課の固定資産概要調書等に基づき調査を実施する。 

(3) 地盤及び地質に関する調査 

原則として、県の各機関の資料に基づき調査を進める。 

２ 中期的に実施する調査 

(1) 災害危険地区の調査 

(2) 地下埋設物の調査 

(3) 学校等の公共建築物の耐震に関する調査 

地震防災特別措置法（平成 7 年法律第 11 号）に基づく地震防災緊急

事業五箇年計画により対処する予定である。 

３ 長期的に実施する調査 

(1) 病院等の公共建築物の耐震に関する調査 

(2) 水道施設の耐震に関する調査 

(3) ガス施設の耐震に関する調査   
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第４ 火災の防止に関する調査研究 

地震災害発生の態様は複雑多岐であり、また災害の発生に地域性、時代性

があることは過去の地震災害の実例からも明らかである。したがって、過去

の地震災害の資料を基礎として、災害の拡大原因となるものは何か、災害を

最小にくい止める方法は何かを常に調査研究して災害の防止策の向上に努

める必要がある。 

１  大震火災に関する調査研究 

町は、地震時に予想される同時多発性による大震火災対策を科学的デー

タに基づいて推進するため、次の調査を中、長期的に実施するよう努める

ものとする。 

(1) 初期消火に関する調査研究 

(2) 火災の拡大防止に関する調査研究 

(3) 地域特性を考慮した延焼危険地域の調査研究 

 

第５ 避難の安全確保に関する調査研究 

避難所は、大震火災に際して常に安全性が確保されなければならない。し

かし、大震火災の場合には、道路の分断、建物の破壊等が予想され、風水害、

一般大火災等の避難所と比較すると、更に一層の安全性が要求される。した

がって、避難所については、その選定についてはもちろん選定した後も一定

期間毎に安全性など次の事項について、短期、中期、長期に分けて調査確認

するものとする。 

１ 短期的に実施する調査 

(1) 指定避難所が震災用として適当か否かの検討 

(2) 指定避難所とそこに至る避難道路の安全性についての調査 

２ 中期的に実施する調査 

避難時に障害となる自動車交通の動態調査と、避難の円滑化方策の調査

研究 

３ 長期的に実施する調査 

大震火災時に発生のおそれのある火災疾風から避難場所の安全性の調
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